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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素は、
　第１の導電膜及び第２の導電膜と、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜上の、第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上の、第１の酸化物半導体膜と、
　前記第１の絶縁膜上の、第２の酸化物半導体膜と、
　前記第１の酸化物半導体膜と電気的に接続された、ソース電極と、
　前記第１の酸化物半導体膜と電気的に接続された、ドレイン電極と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記第２の酸化物半導体膜上の、第２の絶縁
膜と、
　前記第２の絶縁膜上の、第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜上の、画素電極と、を有し、
　前記第１の酸化物半導体膜は、前記第１の導電膜と重なる領域を有し、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜は、それぞれ、窒素と、インジウムと、を有し
、
　前記第１の導電膜は、ゲート電極として機能する領域を有し、
　前記第１の絶縁膜は、ゲート絶縁膜として機能する領域を有し、
　前記第２の酸化物半導体膜は、前記第１の絶縁膜の開口部を介して、前記第２の導電膜
と接する領域を有し、
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　前記画素電極は、前記第２の絶縁膜の開口部及び前記第３の絶縁膜の開口部を介して、
前記ソース電極又は前記ドレイン電極と電気的に接続され、
　前記画素電極は、前記第２の酸化物半導体膜と重なる第１の領域を有し、
　前記第１の領域は、容量素子として機能することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　画素は、
　第１の導電膜及び第２の導電膜と、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜上の、第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上の、第１の酸化物半導体膜と、
　前記第１の絶縁膜上の、第２の酸化物半導体膜と、
　前記第１の酸化物半導体膜と電気的に接続された、ソース電極と、
　前記第１の酸化物半導体膜と電気的に接続された、ドレイン電極と、
　前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記第２の酸化物半導体膜上の、第２の絶縁
膜と、
　前記第２の絶縁膜上の、第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜上の、画素電極と、を有し、
　前記第１の酸化物半導体膜は、前記第１の導電膜と重なる領域を有し、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜は、それぞれ、窒素と、インジウムと、を有し
、
　前記第１の導電膜は、ゲート電極として機能する領域を有し、
　前記第１の絶縁膜は、ゲート絶縁膜として機能する領域を有し、
　前記第２の酸化物半導体膜は、前記第１の絶縁膜の開口部を介して、前記第２の導電膜
と接する領域を有し、
　前記画素電極は、前記第２の絶縁膜の開口部及び前記第３の絶縁膜の開口部を介して、
前記ソース電極又は前記ドレイン電極と電気的に接続され、
　前記画素電極は、前記第２の酸化物半導体膜と重なる第１の領域を有し、
　前記第１の領域は、容量素子として機能し、
　前記第１の領域は、前記ソース電極と重ならず、
　前記第１の領域は、前記ドレイン電極と重ならないことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　ｘ本（ｘは２以上の整数）の走査線と、
　ｙ本（ｙは１以上の整数）の信号線と、
　前記ｍ本（ｍは２以上ｘ以下の整数）目の走査線と電気的に接続されたトランジスタと
、を有し、
　前記トランジスタは、前記第１の酸化物半導体膜を有し、
　前記第２の導電膜は、前記ｍ－１本目の走査線として機能することを特徴とする半導体
装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記第２の絶縁膜は、前記第１の酸化物半導体膜と接する領域を有し、
　前記第２の絶縁膜は、酸化絶縁膜を有し、
　前記第３の絶縁膜は、窒化絶縁膜を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記第２の酸化物半導体膜は、前記第１の酸化物半導体膜よりも導電率が高い領域を有
することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記第２の酸化物半導体膜は、ホウ素、窒素、フッ素、アルミニウム、リン、ヒ素、イ
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ンジウム、スズ、アンチモン及び希ガス元素から選ばれた一種以上が含まれていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜は、それぞれ、窒素と、インジウムと、ガリウ
ムと、亜鉛と、を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一において、
　前記第１の導電膜及び前記第２の導電膜は、それぞれ、前記第１の酸化物半導体膜より
高い窒素濃度を有することを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書などで開示する発明は半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などのフ
ラットパネルディスプレイが広く普及してきている。フラットパネルディスプレイなどの
表示装置において、行方向及び列方向に配設された画素内には、スイッチング素子である
トランジスタと、当該トランジスタと電気的に接続された液晶素子と、当該液晶素子と並
列に接続された容量素子とが設けられている。
【０００３】
　当該トランジスタの半導体膜を構成する半導体材料としては、アモルファス（非晶質）
シリコン又はポリ（多結晶）シリコンなどのシリコン半導体が汎用されている。
【０００４】
　また、半導体特性を示す金属酸化物（以下、酸化物半導体と記す。）は、トランジスタ
の半導体膜に適用できる半導体材料である。例えば、酸化亜鉛又はＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物半導体を用いて、トランジスタを作製する技術が開示されている（特許文献１及び特
許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　容量素子は一対の電極の間に誘電体膜が設けられており、一対の電極のうち、少なくと
も一方の電極は、トランジスタを構成するゲート電極、ソース電極又はドレイン電極など
を構成する、遮光性を有する導電膜で形成されていることが多い。
【０００７】
　また、容量素子の容量値を大きくするほど、電界を加えた状況において、液晶素子の液
晶分子の配向を一定に保つことができる期間を長くすることができる。静止画を表示させ
る表示装置において、当該期間を長くできることは、画像データを書き換える回数を低減
することができ、消費電力の低減が望める。
【０００８】
　容量素子の電荷容量を大きくするためには、容量素子の占有面積を大きくする、具体的
には一対の電極が重畳している面積を大きくするという手段がある。しかしながら、上記
表示装置において、一対の電極が重畳している面積を大きくするために遮光性を有する導
電膜の面積を大きくすると、画素の開口率が低減し、画像の表示品位が低下する。
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【０００９】
　そこで、本発明の一態様は、開口率が高く、且つ電荷容量を増大させることが可能な容
量素子を有する半導体装置を提供することを課題の一とする。また、開口率が高く、且つ
電荷容量を増大させることが可能な容量素子を有し、消費電力を低減した半導体装置を提
供することを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様は、行方向及び列方向に配設された画素にトランジスタと、透光性を有
する容量素子とが設けられており、当該容量素子を構成する一対の電極のうち一方の電極
が、行方向に隣接する画素を構成する走査線と電気的に接続されていることを特徴とする
半導体装置である。
【００１１】
　当該容量素子の一方の電極は、透光性を有する半導体膜で形成することができる。例え
ば、透光性を有する半導体膜は、エネルギーギャップが３．０ｅＶ以上と大きく、可視光
に対する透過率が大きい半導体の酸化物半導体を用いて形成することができる。
【００１２】
　また、透光性を有する容量素子は、トランジスタの形成工程を利用することで形成でき
る。容量素子の一方の電極は、トランジスタの半導体膜を形成する工程を利用できる。ト
ランジスタの半導体膜として酸化物半導体膜を用いることができ、適切な処理を行って形
成した酸化物半導体膜を用いたトランジスタは極めてオフ電流が低いことから、このよう
にすることで半導体装置の消費電力を低減することができる。
【００１３】
　上記より、本発明の一態様は、ｘ本（ｘは２以上の整数）の走査線及びｙ本（ｙは１以
上の整数）の信号線によって構成された画素と、画素に設けられた透光性を有する半導体
膜を含むトランジスタと、画素に設けられ、一対の電極の間に誘電体膜が設けられ、且つ
トランジスタと電気的に接続された容量素子と、を有し、ｍ－１本（ｍは２以上ｘ以下の
整数）目の走査線及びｍ本目の走査線の間に設けられた容量素子において、トランジスタ
の透光性を有する半導体膜と同一表面上に形成される半導体膜は、一対の電極の一方の電
極として機能し、且つｍ－１本目の走査線と電気的に接続されていることを特徴とする半
導体装置である。
【００１４】
　さらに、容量素子の誘電体膜は、トランジスタの半導体膜上に設けられる絶縁膜を形成
する工程を利用して形成することができ、容量素子の他方の電極は、トランジスタと電気
的に接続される画素電極を形成する工程を利用して形成することができる。
【００１５】
　つまり、本発明の一態様である半導体装置は、上記半導体装置において、トランジスタ
と電気的に接続された画素電極を有し、画素電極は、一対の電極の他方の電極として機能
し、トランジスタの透光性を有する半導体膜上に設けられた絶縁膜は、誘電体膜として機
能することを特徴とする半導体装置である。
【００１６】
　このようにすることで、容量素子は透光性を有するため、画素内のトランジスタが形成
される箇所以外の領域に大きく（大面積に）形成することができる。従って、本発明の一
態様によって、開口率を高めつつ、電荷容量を増大させた半導体装置を得ることができる
。また、開口率を向上することによって表示品位の優れた半導体装置を得ることができる
。そして、本発明の一態様である半導体装置は、行方向に隣接された画素を構成する走査
線が、容量素子の一方の電極に電位を供給する配線（容量線）としても機能する。それゆ
え、画素に容量線を別途設けない構成とすることができるため、従来の半導体装置よりも
さらに画素の開口率を高めることができる。
【００１７】
　上記半導体装置において、トランジスタの半導体膜上に設けられる絶縁膜を酸化絶縁膜
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及び窒化絶縁膜の積層構造とすることで、容量素子の誘電体膜を酸化絶縁膜及び窒化絶縁
膜の積層構造とすることができる。
【００１８】
　また、トランジスタの半導体膜上に設けられる絶縁膜を酸化絶縁膜及び窒化絶縁膜の積
層構造とする場合、容量素子上の領域のみ当該酸化絶縁膜を除去することで、容量素子の
誘電体膜を当該窒化絶縁膜のみの単層構造にすることができる。別言すると、当該窒化絶
縁膜は容量素子の一方の電極として機能する酸化物半導体膜に接する。窒化絶縁膜と酸化
物半導体膜が接することで、当該窒化絶縁膜と当該酸化物半導体膜の界面に欠陥準位（界
面準位）が形成される。または／及び、窒化絶縁膜をプラズマＣＶＤ法またはスパッタリ
ング法で成膜すると、当該半導体膜がプラズマに曝され、酸素欠損が生成される。更には
、当該窒化絶縁膜に含まれる窒素又は／及び水素が当該半導体膜に移動する。欠陥準位ま
たは酸素欠損に窒化絶縁膜に含まれる水素が入ることで、キャリアである電子が生成され
る。この結果、当該半導体膜は、導電率が増大し、ｎ型となり、導電性を有する膜となる
。当該酸化物半導体膜の導電性を増大させることで、当該酸化物半導体膜を容量素子の一
方の電極として十分且つ容易に機能させることができる。また、誘電体膜の厚さを薄くす
ることが可能であるため、容量素子の電荷容量を増大させることができる。
【００１９】
　上記より、本発明の一態様は、ｘ本（ｘは２以上の整数）の走査線及びｙ本（ｙは１以
上の整数）の信号線によって構成された画素と、画素に設けられた透光性を有する半導体
膜を含むトランジスタと、画素に設けられ、一対の電極の間に誘電体膜が設けられた容量
素子と、を有し、トランジスタにおいて、透光性を有する半導体膜上には酸化絶縁膜及び
窒化絶縁膜の積層構造である絶縁膜が設けられており、ｍ－１本（ｍは２以上ｘ以下の整
数）目の走査線及びｍ本目の走査線の間に設けられた容量素子において、トランジスタの
透光性を有する半導体膜と同一表面上に形成される半導体膜は、一対の電極の一方の電極
として機能し、且つｍ－１本目の走査線と電気的に接続されており、当該絶縁膜の窒化絶
縁膜は、誘電体膜として機能することを特徴とする半導体装置である。
【００２０】
　また、上記半導体装置においても、トランジスタと電気的に接続された画素電極は、一
対の電極の他方の電極として機能する。
【００２１】
　容量素子において、一方の電極として機能する酸化物半導体膜は、容量線として機能す
る隣接する画素を構成する走査線と直接接して設けることで電気的に接続することができ
る。また、一方の電極として機能する酸化物半導体膜は、トランジスタのソース電極又は
ドレイン電極を形成する工程で形成される導電膜を用いて当該走査線と電気的に接続させ
ることができる。
【００２２】
　特に、当該導電膜は、一方の電極として機能する酸化物半導体膜の端部に接して設けて
もよく、例えば、当該酸化物半導体膜の外周に沿って接して設けることができる。このよ
うにすることで、当該酸化物半導体膜の導電性を増大させることができる。当該酸化物半
導体膜の導電性を増大させることで、当該酸化物半導体膜を容量素子の一方の電極として
容易に機能させることができる。
【００２３】
　上記半導体装置において、容量素子の一方の電極として機能する酸化物半導体膜は、ｎ
型とし、導電率を増大させることが好ましい。つまり、容量素子の一方の電極は、ｎ型で
あり、トランジスタの酸化物半導体膜と同一表面上に形成され、且つ当該酸化物半導体膜
よりも導電率が高い領域を有する酸化物半導体膜であることが好ましい。このようにする
ことで、当該酸化物半導体膜を容量素子の一方の電極として十分且つ容易に機能させるこ
とができる。また、容量素子を動作させる期間において常に安定して当該容量素子を動作
させることができる。
【００２４】
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　酸化物半導体膜をｎ型とし、導電率を増大させるためには、例えば、ホウ素、窒素、フ
ッ素、アルミニウム、リン、ヒ素、インジウム、スズ、アンチモン及び希ガス元素から選
ばれた一種以上の元素を当該酸化物半導体膜に添加することが好ましい。なお、上記元素
を当該酸化物半導体膜に添加する方法としては、イオン注入法又はイオンドーピング法な
どがあり、当該酸化物半導体膜を上記元素を含むプラズマに曝すことでも上記元素を添加
することができる。この場合、容量素子の一方の電極として機能する酸化物半導体膜の導
電率は、１０Ｓ／ｃｍ以上１０００Ｓ／ｃｍ以下、好ましくは１００Ｓ／ｃｍ以上１００
０Ｓ／ｃｍ以下とする。
【００２５】
　なお、上記半導体装置のように、容量素子において、一方の電極として機能する酸化物
半導体膜に窒化絶縁膜が接する構造とすることで、イオン注入法又はイオンドーピング法
など、上記元素を添加する工程を省略することができ、半導体装置の歩留まりを向上させ
、作製コストを低減することができる。
【００２６】
　上記半導体装置において、トランジスタの酸化物半導体膜上に設けられる絶縁膜を、酸
化絶縁膜及び窒化絶縁膜の積層構造とする場合、当該酸化絶縁膜は窒素を透過させにくい
、すなわち窒素に対するバリア性を有していることが好ましい。
【００２７】
　このようにすることで、トランジスタの酸化物半導体膜に窒素が拡散することを抑制で
き、トランジスタの電気特性変動を抑制することができる。従って、半導体装置の信頼性
を向上させることができる。
【００２８】
　なお、本発明の一態様である半導体装置を作製する作製方法についても本発明の一態様
に含まれる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の一態様より、開口率を高めつつ、電荷容量を増大させた容量素子を有する半導
体装置を提供することができる。また、開口率が高く、電荷容量を大きくした容量素子を
有し、消費電力を低減した半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】半導体装置を示す図、及び画素の回路図。
【図２】半導体装置に含まれる容量素子の電圧と容量の関係を示す図。
【図３】半導体装置に含まれる容量素子の動作方法を説明するためのタイミングチャート
。
【図４】半導体装置に含まれる容量素子の動作方法を説明する図。
【図５】半導体装置を示す上面図。
【図６】半導体装置を示す断面図。
【図７】半導体装置の作製方法を示す断面図。
【図８】半導体装置の作製方法を示す断面図。
【図９】半導体装置を示す上面図。
【図１０】半導体装置を示す断面図。
【図１１】半導体装置を示す上面図。
【図１２】半導体装置を示す上面図。
【図１３】半導体装置を示す断面図。
【図１４】半導体装置を示す上面図。
【図１５】半導体装置に適用できるトランジスタを示す断面図。
【図１６】半導体装置に適用できるトランジスタを示す断面図。
【図１７】半導体装置に適用できるトランジスタを示す断面図。
【図１８】半導体装置を示す上面図。
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【図１９】半導体装置を示す断面図。
【図２０】半導体装置の作製方法を示す断面図。
【図２１】半導体装置の作製方法を示す断面図。
【図２２】半導体装置を示す断面図。
【図２３】半導体装置を示す上面図。
【図２４】半導体装置を示す断面図。
【図２５】半導体装置の作製方法を示す断面図。
【図２６】半導体装置の作製方法を示す断面図。
【図２７】半導体装置に適用できるトランジスタを示す断面図。
【図２８】半導体装置を示す上面図。
【図２９】半導体装置を示す断面図。
【図３０】半導体装置の走査線駆動回路の一部を示す上面図及び断面図。
【図３１】半導体装置の共通接続部を示す上面図及び断面図。
【図３２】半導体装置を用いた電子機器を説明する図。
【図３３】半導体装置を用いた電子機器を説明する図。
【図３４】試料構造を説明する図。
【図３５】シート抵抗を説明する図。
【図３６】ＳＩＭＳの測定結果を説明する図。
【図３７】ＥＳＲの測定結果を説明する図。
【図３８】ＥＳＲの測定結果を説明する図。
【図３９】シート抵抗を説明する図。
【図４０】シート抵抗を説明する図。
【図４１】ＩｎＧａＺｎＯ４結晶のバルクモデルを説明する図。
【図４２】ＶｏＨの形成エネルギー及び熱力学的遷移レベルを説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明
は以下の説明に限定されず、その形態及び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。
【００３２】
　以下に説明する本発明の構成において、同一部分又は同様の機能を有する部分には同一
の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。また、同様の機
能を有する部分を指す場合には、ハッチパターンを同じくし、特に符号を付さない場合が
ある。
【００３３】
　本明細書で説明する各図において、各構成の大きさ、膜の厚さ、又は領域は、明瞭化の
ために誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない。
【００３４】
　本明細書などにおいて、第１、第２等として付される序数詞は便宜上用いるものであり
、工程順又は積層順を示すものではない。また、本明細書などにおいて発明を特定するた
めの事項として固有の名称を示すものではない。
【００３５】
　また、本発明における「ソース」及び「ドレイン」の機能は、回路動作において電流の
方向が変化する場合などには入れ替わることがある。このため、本明細書においては、「
ソース」及び「ドレイン」の用語は、入れ替えて用いることができるものとする。
【００３６】
　また、電圧とは２点間における電位差のことをいい、電位とはある一点における静電場
の中にある単位電荷が持つ静電エネルギー（電気的な位置エネルギー）のことをいう。た
だし、一般的に、ある一点における電位と基準となる電位（例えば接地電位）との電位差
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のことを、単に電位もしくは電圧と呼び、電位と電圧が同義語として用いられることが多
い。このため、本明細書では特に指定する場合を除き、電位を電圧と読み替えてもよいし
、電圧を電位と読み替えてもよいこととする。
【００３７】
　本明細書において、フォトリソグラフィ処理を行った後にエッチング処理を行う場合は
、フォトリソグラフィ処理で形成したマスクは除去するものとする。
【００３８】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、本発明の一態様である半導体装置について、図面を用いて説明する
。なお、本実施の形態では、液晶表示装置を例にして本発明の一態様である半導体装置を
説明する。
【００３９】
＜半導体装置の構成＞
　図１（Ａ）に、半導体装置の一例を示す図を示す。図１（Ａ）に示す半導体装置は、画
素部１００と、走査線駆動回路１０４と、信号線駆動回路１０６と、各々が平行又は略平
行に配設され、且つ走査線駆動回路１０４によって電位が制御されるｘ本の走査線１０７
と、各々が平行又は略平行に配設され、且つ信号線駆動回路１０６によって電位が制御さ
れるｙ本の信号線１０９と、を有する。なお、ｘは２以上の整数であり、ｙは１以上の整
数である。
【００４０】
　画素部１００には、ｘ本の走査線１０７及びｙ本の信号線１０９のそれぞれによって構
成された画素１０１が、行方向及び列方向に配設されている。つまり、画素部１００はマ
トリクス状（ｘ行ｙ列）に配設された画素１０１を有する。また、本明細書及び図面など
において、ｍ本目の走査線を走査線１０７＿ｍと示し、ｎ本目の信号線を信号線１０９＿
ｎと示し、走査線１０７＿ｍ及び信号線１０９＿ｎの交差した領域に設けられた画素を画
素１０１（ｍ，ｎ）と示す。ｍは２以上ｘ以下の整数であり、ｎは１以上ｙ以下の整数で
ある。
【００４１】
　走査線１０７＿ｍは、ｍ行に配設された画素１０１と電気的に接続されている。また、
信号線１０９＿ｎは、ｎ列に配設された画素１０１と電気的に接続されている。
【００４２】
　また、ｍ行に配設された画素１０１は、行方向に隣接した画素を構成している走査線と
も電気的に接続されている。具体的には、走査線１０７＿ｍ－１は、ｍ－１行に配設され
た画素１０１、及びｍ行に配設された画素１０１と電気的に接続されている。
【００４３】
　図１（Ｂ）は、図１（Ａ）に示す半導体装置における画素１０１（ｍ，ｎ）の回路図の
一例である。図１（Ｂ）に示す画素１０１（ｍ，ｎ）は、走査線１０７＿ｍ及び信号線１
０９＿ｎと電気的に接続されたトランジスタ１０３と、一方の電極が走査線１０７＿ｍ－
１と電気的に接続され、他方の電極がトランジスタ１０３と電気的に接続されている画素
電極１２１である容量素子１０５と、画素電極１２１と対向して設けられる電極（対向電
極）が対向電位を供給する配線に電気的に接続された液晶素子１０８と、を有する。
【００４４】
　画素１０１（ｍ，ｎ）において、走査線１０７＿ｍ－１は、容量素子１０５の一方の電
極に電位を供給する配線（容量線）としても機能する。
【００４５】
　トランジスタ１０３に含まれる半導体膜は酸化物半導体膜とする。トランジスタのチャ
ネル形成領域を有する半導体膜において、適切な条件にて処理した酸化物半導体膜を用い
るとトランジスタのオフ電流を極めて低減することができる。従って、トランジスタ１０
３はオフ電流が極めて低いトランジスタである。
【００４６】
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　容量素子１０５は、一対の電極の間に誘電体膜が設けられており、透光性を有する容量
素子である。容量素子１０５はトランジスタ１０３の形成工程を利用して形成することが
できる。容量素子１０５の一方の電極は、透光性を有する半導体膜、具体的には酸化物半
導体膜１１９であり、加える電位を制御し、導通状態とさせることで一方の電極として機
能する。酸化物半導体膜１１９は、トランジスタ１０３に含まれる酸化物半導体膜１１１
の形成工程を利用して形成される酸化物半導体膜である。誘電体膜は、トランジスタ１０
３に含まれる酸化物半導体膜１１１上に設けられる透光性を有する絶縁膜である。画素電
極１２１は、容量素子１０５の他方の電極として機能する。従って、容量素子１０５は、
ＭＯＳ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）キャパシタと見なすこ
とができる。ＭＯＳキャパシタは、図２に示すようにしきい値電圧（Ｖｔｈ）よりも高い
電圧がＭＯＳキャパシタを構成する電極の一方（容量素子１０５においては画素電極１２
１）に加わると充電される。なお、図２において、横軸は画素電極に加わる電圧（Ｖ）を
表し、縦軸は容量（Ｃ）を表す。また、ＣＶ測定（Ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ－Ｖｏｌｔａ
ｇｅ－Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）の際の電圧の周波数が、半導体装置のフレーム周波数よ
り小さい場合において、図２に示すようなＣＶ曲線となる。また、図２において、実線が
ｉ型の電極の場合のＣＶ曲線を表しており、破線がｎ型の電極場合のＣＶ曲線を表してい
る。
【００４７】
　液晶素子１０８は、トランジスタ１０３及び画素電極１２１が形成される基板と、対向
電極が形成される基板とで挟持される液晶の光学的変調作用によって、光の透過又は非透
過を制御する素子である。なお、液晶の光学的変調作用は、液晶にかかる電界（縦方向の
電界又は斜め方向の電界を含む。）によって制御される。なお、画素電極が形成される基
板において対向電極（共通電極ともいう。）が形成される場合、液晶にかかる電界は横方
向の電界となる。
【００４８】
　走査線駆動回路１０４及び信号線駆動回路１０６は、論理回路部と、スイッチ部又はバ
ッファ部とに大別される。走査線駆動回路１０４及び信号線駆動回路１０６の詳細な構成
については省略するが、走査線駆動回路１０４及び信号線駆動回路１０６にはトランジス
タが含まれている。
【００４９】
　なお、走査線駆動回路１０４及び信号線駆動回路１０６の一方又は双方に含まれるトラ
ンジスタは、トランジスタ１０３の形成工程を利用して形成することができる。つまり、
走査線駆動回路１０４及び信号線駆動回路１０６一方又は双方は、トランジスタ１０３及
び画素電極１２１が設けられる基板に設けることができる。このように、走査線駆動回路
１０４及び信号線駆動回路１０６一方又は双方を当該基板に一体形成することで、半導体
装置の部品点数を削減することができ、作製コストを低減することができる。
【００５０】
　上記より、容量素子１０５は透光性を有するため、画素１０１（ｍ，ｎ）のトランジス
タ１０３が形成される箇所以外の領域に大きく（大面積に）形成することができる。図１
に示した半導体装置は、開口率を高めつつ、電荷容量を増大させた半導体装置である。ま
た、表示品位の優れた半導体装置である。そして、図１に示した半導体装置において、走
査線１０７＿ｍ－１は、容量素子１０５の容量線としても機能するため、容量線を別途設
けない構成とすることができる。従って、図１に示した半導体装置は、従来の半導体装置
よりもさらに画素の開口率が高められた半導体装置である。例えば、本発明の一態様であ
る半導体装置において、画素密度を３００ｐｐｉ程度とする場合、画素の開口率を５０％
以上、さらには画素の開口率を５５％以上、さらには画素の開口率を６０％以上にするこ
とができる。また、本発明の一態様は、従来の半導体装置よりもさらに画素の開口率が高
められた半導体装置を容易に得ることができる。
【００５１】
　ここで、画素１０１（ｍ，ｎ）に設けられた容量素子１０５の動作について説明する。
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図３は、信号線１０９＿ｎ、走査線１０７＿ｍ－１、走査線１０７＿ｍ及び画素電極１２
１のタイミングチャートである。当該タイミングチャートは、信号線１０９＿ｎ、走査線
１０７＿ｍ－１、走査線１０７＿ｍ及び画素電極１２１のそれぞれの電位変化を示すもの
であり、信号線１０９＿ｎ、走査線１０７＿ｍ－１、走査線１０７＿ｍ及び画素電極１２
１のそれぞれは、信号が入力されることで電位が変化する。
【００５２】
　時刻Ｔ１以前の期間において、信号線１０９＿ｎには、信号線駆動回路１０６からある
特定の信号（ビデオ信号など）が入力されている。当該期間において、走査線１０７＿ｍ
－１及び走査線１０７＿ｍには、トランジスタ１０３を導通状態にする信号が走査線駆動
回路１０４から入力されていない。また、当該期間において、画素電極１２１にも信号は
入力されていない。
【００５３】
　時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の期間（期間Ｔ１Ｔ２）において、信号線１０９＿ｎには、時刻
Ｔ１以前の期間と同じようにある特定の信号が入力されている。期間Ｔ１Ｔ２において、
走査線１０７＿ｍ－１には、画素１０１（ｍ－１，ｎ）に設けられているトランジスタを
導通状態にする信号が入力され、走査線１０７＿ｍ－１の電位は上昇する。期間Ｔ１Ｔ２
において、走査線１０７＿ｍにはトランジスタ１０３を導通状態にする信号が入力されて
いない。
【００５４】
　また、期間Ｔ１Ｔ２において、画素電極１２１は電位が上昇する。画素電極１２１の電
位が上昇する（変動する）理由は以下のとおりである。走査線１０７＿ｍ－１と容量素子
１０５の一方の電極として機能する酸化物半導体膜１１９とが電気的に接続されているた
め、走査線１０７＿ｍ－１の電位が変動すると、当該一方の電極（酸化物半導体膜１１９
）の電位も変動する。容量素子１０５の他方の電極として機能する画素電極１２１は、当
該一方の電極と誘電体膜を介して対向しているため、当該一方の電極の電位に追従して変
動する。従って、画素電極１２１の電位は、走査線１０７＿ｍ－１の電位に追従して上昇
する。また、画素電極１２１は、走査線１０７＿ｍ－１と同じ電位変動を示す。
【００５５】
　時刻Ｔ２から時刻Ｔ３の期間（期間Ｔ２Ｔ３）において、走査線１０７＿ｍ－１には画
素１０１（ｍ－１，ｎ）に設けられているトランジスタを非導通状態にする信号が入力さ
れることから、走査線１０７＿ｍ－１の電位は時刻Ｔ２において降下する。画素電極１２
１の電位は、走査線１０７＿ｍ－１の電位に追従して変動することから、時刻Ｔ２におい
て走査線１０７＿ｍ－１と同様に降下する。
【００５６】
　期間Ｔ２Ｔ３において、走査線１０７＿ｍには、トランジスタ１０３を導通状態にする
信号が入力され、走査線１０７＿ｍの電位は上昇する。期間Ｔ２Ｔ３において、信号線１
０９＿ｎには液晶素子１０８を所望に動作させる信号が入力される。期間Ｔ２Ｔ３におい
て、トランジスタ１０３は導通状態となるため、信号線１０９＿ｎに入力される信号はト
ランジスタ１０３と電気的に接続されている画素電極１２１に入力され、画素電極１２１
の電位は信号線１０９＿ｎの電位まで上昇する。このように画素電極１２１の電位が変動
することで容量素子１０５として動作する。
【００５７】
　なお、時刻Ｔ３以降の期間において、信号線１０９＿ｎには、時刻Ｔ１以前の期間と同
じようにある特定の信号が入力される。当該期間において、画素電極１２１の電位は、期
間Ｔ２Ｔ３において上昇した電位が保持される。詳細には、再び走査線１０７＿ｍ－１の
電位が変化するまで保持される。
【００５８】
　また、期間Ｔ１Ｔ２において、当該期間の長さは極めて短く、液晶素子１０８における
液晶の応答速度よりも短いため、当該液晶の光学的変調作用の影響は極めて小さく、画素
電極１２１の電位が変動しても半導体装置の表示品位に影響を与えることはないといえる
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。
【００５９】
　ここで、容量素子のしきい値電圧（Ｖｔｈ）、走査線１０７＿ｍの電位、走査線１０７
＿ｍ－１の電位、ビデオ信号中心、画素電極１２１の電位の関係について、図４（Ａ）、
（Ｂ）を用いて、以下説明を行う。
【００６０】
　図４（Ａ）は、図２に示す実線のＣＶ曲線の特性を持つ容量素子を用いた場合の一例を
表しており、図４（Ｂ）は、図２に示す破線のＣＶ曲線の特性を持つ容量素子を用いた場
合の一例を表している。また、図４（Ａ）、（Ｂ）において、走査線１０７＿ｍに供給さ
れる電位のうち、最も低い電位をＧＶｓｓと表し、最も高い電位をＧＶｄｄとして表す。
【００６１】
　なお、容量素子は、一対の電極間に誘電体膜が設けられている。すなわち、一対の電極
間の電位差によって、容量素子の動作が決まる。例えば、容量素子のしきい値電圧をＶｔ
ｈ、画素電極１２１の電位をＶｄ、容量素子の電極として機能する酸化物半導体膜１１９
の電位をＶｃとして表した場合、Ｖｄ≧Ｖｃ＋Ｖｔｈの関係を満たせればよい。
【００６２】
　また、図４（Ａ）、（Ｂ）に示すように、容量素子１０５の電極である画素電極１２１
の電位は、信号線１０９＿ｎに入力される信号に応じてプラス方向及びマイナス方向に変
動する。具体的には、ビデオ信号中心を基準として、プラス方向及びマイナス方向に変動
する。
【００６３】
　図４（Ａ）の場合、走査線１０７＿ｍ－１の電位を、画素電極１２１の最低電位よりも
、容量素子のＶｔｈ分以上低くすることで、上述の関係を満たせるため、容量素子を動作
させることができる（図４（Ａ）参照）。これは、図２に示す実線のＣＶ曲線の特性を持
つ容量素子の電極は、ｉ型であり、Ｖｔｈがプラスであるため、画素電極１２１の最低電
位よりも、容量素子のＶｔｈ分以上低く（マイナス方向にシフト）することで、酸化物半
導体膜１１９を導通状態とすることができる。
【００６４】
　一方、図４（Ｂ）の場合、走査線１０７＿ｍ－１の電位を画素電極１２１の最低電位よ
りも、容量素子のＶｔｈ分以上高くしても、上述の関係を満たせるため、容量素子を動作
させることができる（図４（Ｂ）参照）。これは、図２に示す破線のＣＶ曲線の特性を持
つ容量素子の電極は、ｎ型であり、Ｖｔｈがマイナスであるため、画素電極１２１の最低
電位よりも、容量素子のＶｔｈ分以上高く（プラス方向にシフト）しても、酸化物半導体
膜１１９を導通状態とすることができる。
【００６５】
　次いで、画素１０１の具体的な構成例について説明する。ここでは、画素１０１（ｍ，
ｎ）を例に説明する。画素１０１（ｍ，ｎ）の上面図を図５に示す。なお、図５は、図面
の明瞭化のため、当該半導体装置の構成要素（例えば、液晶素子１０８など）の一部を省
略している。
【００６６】
　図５において、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍは、信号線１０９＿ｎ及び
信号線１０９＿ｎ＋１に略直交する方向（図中左右方向）に延伸して設けられている。信
号線１０９＿ｎ及び信号線１０９＿ｎ＋１は、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿
ｍに略直交する方向（図中上下方向）に延伸して設けられている。なお、走査線１０７＿
ｍ－１及び走査線１０７＿ｍは、走査線駆動回路１０４（図１（Ａ）参照）と電気的に接
続されており、信号線１０９＿ｎ及び信号線１０９＿ｎ＋１は、信号線駆動回路１０６（
図１（Ａ）参照）と電気的に接続されている。
【００６７】
　トランジスタ１０３は、走査線１０７＿ｍ及び信号線１０９＿ｎが交差する領域に設け
られている。トランジスタ１０３は、少なくとも、チャネル形成領域を有する酸化物半導
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体膜１１１と、ゲート電極と、ゲート絶縁膜（図５に図示せず。）と、ソース電極と、ド
レイン電極とを含む。
【００６８】
　また、走査線１０７＿ｍはトランジスタ１０３のゲート電極として機能する領域を含み
、信号線１０９＿ｎはトランジスタ１０３のソース電極として機能する領域を含む。導電
膜１１３は、トランジスタ１０３のドレイン電極として機能する領域を含み、開口１１７
を通じて画素電極１２１と電気的に接続されている。なお、図５において、画素電極１２
１はハッチングを省略して図示している。
【００６９】
　ゲート電極として機能する領域は、走査線１０７＿ｍにおいて少なくとも酸化物半導体
膜１１１と重畳する領域である。ソース電極として機能する領域は、信号線１０９＿ｎに
おいて少なくとも酸化物半導体膜１１１と重畳する領域である。ドレイン電極として機能
する領域は、導電膜１１３において少なくとも酸化物半導体膜１１１と重畳する領域であ
る。なお、以下において、トランジスタ１０３のゲート電極を指し示す場合にも走査線１
０７＿ｍと記載し、トランジスタ１０３のソース電極を指し示す場合にも信号線１０９＿
ｎと記載する。トランジスタ１０３のドレイン電極を指し示す場合にも導電膜１１３と記
載する。
【００７０】
　容量素子１０５は、走査線１０７＿ｍ及び走査線１０７＿ｍ－１と、信号線１０９＿ｎ
及び信号線１０９＿ｎ＋１とで囲まれる領域に設けられている。容量素子１０５は、酸化
物半導体膜１１９と、透光性を有する画素電極１２１と、トランジスタ１０３に含まれ、
透光性を有する絶縁膜（図５に図示せず。）とで構成されており、容量素子１０５は透光
性を有する。また、酸化物半導体膜１１９は、開口１２３を通じて走査線１０７＿ｍ－１
と接していることから、容量素子１０５は走査線１０７＿ｍ－１と電気的に接続されてい
る。つまり、走査線１０７＿ｍ－１は容量素子１０５の容量線としても機能する。これに
より、画素１０１（ｍ，ｎ）に容量線を別途設けずとも容量素子１０５を動作させること
ができる。
【００７１】
　容量素子は、一対の電極が重畳している面積に応じて電荷容量は変化する。解像度を高
くするために画素の大きさを小さくすると、それだけ容量素子の大きさも小さくなり、電
荷容量も小さくなる。その結果、液晶素子を十分に動作させることができない可能性があ
る。容量素子１０５は透光性を有するため、液晶素子１０８が動作する範囲全体に容量素
子１０５を形成することができ、画素内にできる限り大きく（大面積に）容量素子１０５
を形成することができる。液晶素子１０８を十分に動作させることができる電荷容量を確
保できる限り、画素密度を大きく、解像度を高くすることができる。
【００７２】
　ここで、酸化物半導体を用いたトランジスタの特徴について記載する。酸化物半導体を
用いたトランジスタはｎチャネル型トランジスタである。また、酸化物半導体に含まれる
酸素欠損はキャリアを生成することがあり、トランジスタの電気特性及び信頼性を低下さ
せる恐れがある。例えば、トランジスタのしきい値電圧をマイナス方向に変動し、ゲート
電圧が０Ｖの場合にドレイン電流が流れてしまうことがある。このように、ゲート電圧が
０Ｖの場合にドレイン電流が流れてしまうことをノーマリーオン特性という。なお、ゲー
ト電圧が０Ｖの場合にドレイン電流が流れていないとみなすことができるトランジスタを
ノーマリーオフ特性という。
【００７３】
　そこで、酸化物半導体膜を用いる際、酸化物半導体膜に含まれる欠陥、代表的には酸素
欠損はできる限り低減されていることが好ましい。例えば、磁場の向きを膜面に対して平
行に印加した電子スピン共鳴法によるｇ値＝１．９３のスピン密度（酸化物半導体膜に含
まれる欠陥密度に相当する。）は、測定器の検出下限以下まで低減されていることが好ま
しい。酸化物半導体膜に含まれる欠陥、代表的には酸素欠損をできる限り低減することで
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、トランジスタがノーマリーオン特性となることを抑制することができ、半導体装置の電
気特性及び信頼性を向上させることができる。
【００７４】
　トランジスタのしきい値電圧のマイナス方向への変動は酸素欠損だけではなく、酸化物
半導体膜に含まれる水素（水などの水素化合物を含む。）によっても引き起こされること
がある。酸化物半導体膜に含まれる水素は金属原子と結合する酸素と反応して水になると
共に、酸素が脱離した格子（又は酸素が脱離した部分）に欠損（酸素欠損ともいえる。）
を形成する。また、水素の一部が酸素と反応することで、キャリアである電子を生成して
しまう。従って、水素が含まれている酸化物半導体膜を有するトランジスタはノーマリー
オン特性となりやすい。
【００７５】
　上記より、トランジスタ１０３の酸化物半導体膜１１１において水素はできる限り低減
されていることが好ましい。具体的には、酸化物半導体膜１１１において、二次イオン質
量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒ
ｙ）により得られる水素濃度を、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×
１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下
、さらに好ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【００７６】
　また、酸化物半導体膜１１１は、二次イオン質量分析法により得られるアルカリ金属又
はアルカリ土類金属の濃度を、１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは２×１
０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下にする。アルカリ金属及びアルカリ土類金属は、酸化物半
導体と結合するとキャリアを生成する場合があり、トランジスタ１０３のオフ電流を増大
させることがある。
【００７７】
　また、酸化物半導体膜に窒素が含まれていると、キャリアである電子が生じ、キャリア
密度が増加し、ｎ型化しやすい。この結果、窒素が含まれている酸化物半導体膜を有する
トランジスタはノーマリーオン特性となりやすい。従って、酸化物半導体膜１１１におい
て、窒素はできる限り低減されていることが好ましい、例えば、窒素濃度は、５×１０１

８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下にすることが好ましい。
【００７８】
　また、酸化物半導体膜にシリコン及び炭素などの第１４族元素が含まれていると、キャ
リアである電子が生じ、キャリア密度が増加し、ｎ型化しやすい。そこで、酸化物半導体
膜１１１を有するトランジスタ１０３において、特に、ゲート絶縁膜１２７（図５に図示
せず。）と当該酸化物半導体膜１１１の界面において、二次イオン質量分析法により得ら
れるシリコン濃度は、３×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは３×１０１７ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。なお、当該界面において、二次イオン質量分析法により得
られる炭素濃度は、３×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、好ましくは３×１０１７ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下とする。
【００７９】
　上記より、不純物（水素、窒素、シリコン、炭素、アルカリ金属又はアルカリ土類金属
など）をできる限り低減させ、高純度化させた酸化物半導体膜１１１を用いることで、ト
ランジスタ１０３がノーマリーオン特性となることを抑制でき、トランジスタ１０３のオ
フ電流を極めて低減することができる。従って、本発明の一態様は、良好な電気特性を有
する半導体装置であり、信頼性に優れた半導体装置である。なお、高純度化させた酸化物
半導体は、真性又は実質的に真性な半導体といえる。
【００８０】
　なお、高純度化された酸化物半導体膜を用いたトランジスタのオフ電流が低いことは、
いろいろな実験により証明できる。例えば、チャネル幅Ｗが１×１０６μｍでチャネル長
Ｌが１０μｍの素子であっても、ソース電極とドレイン電極間の電圧（ドレイン電圧）が
１Ｖから１０Ｖの範囲において、オフ電流が、半導体パラメータアナライザの測定限界以
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下、すなわち１×１０－１３Ａ以下という特性を得ることができる。この場合、トランジ
スタのチャネル幅で除した数値に相当するオフ電流は、１００ｚＡ／μｍ以下であること
が分かる。また、容量素子とトランジスタとを接続して、容量素子に流入又は容量素子か
ら流出する電荷を当該トランジスタで制御する回路を用いて、オフ電流の測定を行った。
当該測定では、上記トランジスタに高純度化された酸化物半導体膜をチャネル形成領域に
用い、容量素子の単位時間あたりの電荷量の推移から当該トランジスタのオフ電流を測定
した。その結果、トランジスタのソース電極とドレイン電極間の電圧が３Ｖの場合に、数
十ｙＡ／μｍという、さらに低いオフ電流が得られることが分かった。従って、高純度化
された酸化物半導体膜を用いたトランジスタは、オフ電流が著しく小さい。
【００８１】
　次いで、図５の一点鎖線Ａ１－Ａ２間及び一点鎖線Ｂ１－Ｂ２間の断面図を図６に示す
。
【００８２】
　一点鎖線Ａ１－Ａ２間及び一点鎖線Ｂ１－Ｂ２間の断面構造は以下の通りである。基板
１０２上に、ゲート電極として機能する領域を含む走査線１０７＿ｍと、走査線１０７＿
ｍ－１とが設けられている。走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍ上にゲート絶縁
膜１２７が設けられている。ゲート絶縁膜１２７の走査線１０７＿ｍと重畳する領域上に
酸化物半導体膜１１１が設けられている。走査線１０７＿ｍ－１と接しているゲート絶縁
膜１２７の一部に、走査線１０７＿ｍ－１に達する開口１２３が設けられており、ゲート
絶縁膜１２７上及び開口１２３には酸化物半導体膜１１９が設けられている。酸化物半導
体膜１１１上、及びゲート絶縁膜１２７上にソース電極として機能する領域を含む信号線
１０９＿ｎと、ドレイン電極として機能する領域を含む導電膜１１３とが設けられている
。ゲート絶縁膜１２７上、信号線１０９＿ｎ上、酸化物半導体膜１１１上、導電膜１１３
上、及び酸化物半導体膜１１９上にトランジスタ１０３の保護絶縁膜として機能する絶縁
膜１２９、絶縁膜１３１、及び絶縁膜１３２が設けられている。絶縁膜１２９、絶縁膜１
３１、及び絶縁膜１３２には導電膜１１３に達する開口１１７が設けられており、開口１
１７には画素電極１２１が設けられている。なお、基板１０２と、走査線１０７＿ｍ－１
及び走査線１０７＿ｍ並びにゲート絶縁膜１２７と、の間には下地絶縁膜が設けられてい
てもよい。
【００８３】
　また、液晶素子１０８の断面構造は以下の通りである。基板１５０の基板１０２と対向
している面の少なくともトランジスタ１０３と重畳する領域に遮光膜１５２が設けられて
おり、遮光膜１５２を覆うように透光性を有する導電膜である対向電極１５４が設けられ
ており、対向電極を覆うように配向膜１５６が設けられている。基板１０２側の絶縁膜１
３２及び画素電極１２１上に配向膜１５８が設けられている。液晶１６０は配向膜１５６
及び配向膜１５８に接して設けられており、基板１０２及び基板１５０によって挟持され
ている。
【００８４】
　なお、本発明の一態様である半導体装置を液晶表示装置とする場合、バックライトなど
の光源、基板１０２側及び基板１５０側にそれぞれ設けられる偏光板などの光学部材（光
学基板）、基板１０２と基板１５０とを固定するシール材などが必要となるが、これらに
ついては後述する。
【００８５】
　上記より、本実施の形態に示す容量素子１０５において、一対の電極のうち一方の電極
は酸化物半導体膜１１９であり、一対の電極のうち他方の電極は画素電極１２１であり、
一対の電極の間に設けられた誘電体膜は絶縁膜１２９、絶縁膜１３１、及び絶縁膜１３２
である。
【００８６】
　以下に、上記構造の構成要素について詳細を記載する。
【００８７】
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　基板１０２の材質などに大きな制限はないが、少なくとも、半導体装置の作製工程にお
いて行う加熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有している必要がある。例えば、ガラス基板
、セラミック基板、プラスチック基板などがあり、ガラス基板としては、バリウムホウケ
イ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス若しくはアルミノケイ酸ガラスなどの無アルカリ
ガラス基板を用いるとよい。また、ステンレス合金など透光性を有していない基板を用い
ることもできる。その場合は、基板表面に絶縁膜を設けることが好ましい。なお、基板１
０２として石英基板、サファイア基板、単結晶半導体基板、多結晶半導体基板、化合物半
導体基板、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板などを用いること
もできる。なお、本発明の一態様である半導体装置を透過型の液晶表示装置とする場合、
基板１０２は透光性を有する基板を用いる。
【００８８】
　走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍは、大電流を流すため、金属膜で形成する
ことが好ましく、代表的には、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ
）タンタル（Ｔａ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ネオジム（
Ｎｄ）、スカンジウム（Ｓｃ）などの金属材料又はこれらを主成分とする合金材料を用い
た、単層構造又は積層構造で設ける。
【００８９】
　走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍの一例としては、シリコンを含むアルミニ
ウムを用いた単層構造、アルミニウム上にチタンを積層する二層構造、窒化チタン上にチ
タンを積層する二層構造、窒化チタン上にタングステンを積層する二層構造、窒化タンタ
ル上にタングステンを積層する二層構造、銅－マグネシウム－アルミニウム合金上に銅を
積層する二層構造、窒化チタン上に銅を積層し、さらにその上にタングステンを形成する
三層構造などがある。
【００９０】
　また、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍの材料として、画素電極１２１に適
用可能な透光性を有する導電性材料を用いることができる。なお、本発明の一態様である
半導体装置を反射型の表示装置とする場合、画素電極１２１に透光性を有していない導電
性材料（例えば金属材料）を用いることができる。その際は基板１０２も透光性を有して
いない基板を用いることができる。
【００９１】
　さらに、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍの材料として、窒素を含む金属酸
化物、具体的には、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｓｎ系酸
化物や、窒素を含むＩｎ－Ｇａ系酸化物や、窒素を含むＩｎ－Ｚｎ系酸化物や、窒素を含
むＳｎ系酸化物や、窒素を含むＩｎ系酸化物や、金属窒化物（ＩｎＮ、ＳｎＮなど）を用
いることができる。これらの材料は５ｅＶ（電子ボルト）以上の仕事関数を有する。これ
ら窒素を含む金属酸化物を当該走査線（ゲート電極）として用いることで、トランジスタ
１０３のしきい値電圧をプラス方向に変動させることができ、所謂ノーマリーオフ特性を
有するトランジスタを実現できる。例えば、窒素を含むＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物を用い
る場合、少なくとも酸化物半導体膜１１１より高い窒素濃度、具体的には窒素濃度が７原
子％以上のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物を用いることができる。
【００９２】
　走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍにおいて、低抵抗材料であるアルミニウム
や銅を用いることが好ましい。アルミニウムや銅を用いることで、信号遅延を低減し、表
示品位を高めることができる。なお、アルミニウムは耐熱性が低く、ヒロック、ウィスカ
ー、あるいはマイグレーションによる不良が発生しやすい。アルミニウムのマイグレーシ
ョンを防ぐため、アルミニウムに、モリブデン、チタン、タングステンなどの、アルミニ
ウムよりも融点の高い金属材料を積層することが好ましい。また、銅を用いる場合も、マ
イグレーションによる不良や銅元素の拡散を防ぐため、銅に、モリブデン、チタン、タン
グステンなどの、銅よりも融点の高い金属材料を積層することが好ましい。
【００９３】
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　また、図５及び図６に示したように、走査線１０７＿ｍ（走査線１０７＿ｍ－１）は、
酸化物半導体膜１１１を走査線１０７＿ｍの領域内に設けることが可能な形状として設け
ることが好ましい。図５のように酸化物半導体膜１１１が設けられる領域において突出し
た形状とし、酸化物半導体膜１１１を走査線１０７＿ｍの内側に設けることができるよう
にすることが好ましい。このようにすることで、基板１０２の走査線１０７＿ｍが設けら
れている面とは反対の面（基板１０２の裏面）から照射される光（液晶表示装置において
はバックライトなど光源の光）を、走査線１０７＿ｍが遮光するため、トランジスタ１０
３の電気特性（例えばしきい値電圧など）の変動又は低下を抑制することができる。
【００９４】
　ゲート絶縁膜１２７は、例えば酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、
窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化ハフニウム、酸化ガリウム又はＧａ－Ｚｎ系金属
酸化物などの絶縁材料を用いた、単層構造又は積層構造で設ける。なお、酸化物半導体膜
１１１との界面特性を向上させるため、ゲート絶縁膜１２７において少なくとも酸化物半
導体膜１１１と接する領域は酸化絶縁膜であることが好ましい。
【００９５】
　また、ゲート絶縁膜１２７として、酸素、水素、水などに対するバリア性を有する絶縁
膜を設けることで、酸化物半導体膜１１１に含まれる酸素の外部への拡散と、外部から酸
化物半導体膜１１１への水素、水などの侵入を防ぐことができる。酸素、水素、水などに
対するバリア性を有する絶縁膜としては、酸化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜
、酸化ガリウム膜、酸化窒化ガリウム膜、酸化イットリウム膜、酸化窒化イットリウム膜
、酸化ハフニウム膜、酸化窒化ハフニウム膜、窒化シリコン膜などがある。
【００９６】
　また、ゲート絶縁膜１２７として、ハフニウムシリケート（ＨｆＳｉＯｘ）、窒素を有
するハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙＮｚ）、窒素を有するハフニウムアルミネー
ト（ＨｆＡｌｘＯｙＮｚ）、酸化ハフニウム、酸化イットリウムなどのｈｉｇｈ－ｋ材料
を用いることでトランジスタ１０３のゲートリーク電流を低減できる。
【００９７】
　また、ゲート絶縁膜１２７は、以下の積層構造とすることが好ましい。第１の窒化シリ
コン膜として、欠陥量が少ない窒化シリコン膜を設け、第１の窒化シリコン膜上に第２の
窒化シリコン膜として、水素脱離量及びアンモニア脱離量の少ない窒化シリコン膜を設け
、第２の窒化シリコン膜上に、上記ゲート絶縁膜１２７として適用できる酸化絶縁膜のい
ずれかを設けた積層構造である。
【００９８】
　第２の窒化シリコン膜としては、昇温脱離ガス分析法において、水素分子の脱離量が５
×１０２１分子／ｃｍ３未満、好ましくは３×１０２１分子／ｃｍ３以下、さらに好まし
くは１×１０２１分子／ｃｍ３以下であり、アンモニア分子の脱離量が１×１０２２分子
／ｃｍ３未満、好ましくは５×１０２１分子／ｃｍ３以下、さらに好ましくは１×１０２

１分子／ｃｍ３以下である窒化絶縁膜を用いることが好ましい。上記第１の窒化シリコン
膜及び第２の窒化シリコン膜をゲート絶縁膜１２７の一部として用いることで、ゲート絶
縁膜１２７として、欠陥量が少なく、且つ水素及びアンモニアの脱離量の少ないゲート絶
縁膜を形成することができる。この結果、ゲート絶縁膜１２７に含まれる水素及び窒素の
、酸化物半導体膜１１１への移動量を低減することが可能である。
【００９９】
　なお、酸化物半導体を用いたトランジスタにおいて、酸化物半導体膜及びゲート絶縁膜
の界面又はゲート絶縁膜に捕獲準位（界面準位ともいう。）が存在すると、トランジスタ
のしきい値電圧の変動、代表的にはしきい値電圧のマイナス方向への変動、及びトランジ
スタがオン状態となるときにドレイン電流が一桁変化するのに必要なゲート電圧を示すサ
ブスレッショルド係数（Ｓ値）の増大の原因となる。この結果、トランジスタごとに電気
特性が変動するという問題がある。このため、ゲート絶縁膜１２７として、欠陥量の少な
い窒化シリコン膜を用いることで、また、酸化物半導体膜１１１と接する領域に酸化絶縁
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膜を設けることで、しきい値電圧のマイナスシフトを低減すると共に、Ｓ値の増大を抑制
することができる。
【０１００】
　ゲート絶縁膜１２７の厚さは、５ｎｍ以上４００ｎｍ以下、好ましくは１０ｎｍ以上３
００ｎｍ以下、より好ましくは５０ｎｍ以上２５０ｎｍ以下とするとよい。
【０１０１】
　酸化物半導体膜１１１は、非晶質構造、単結晶構造、又は多結晶構造とすることができ
る。また、酸化物半導体膜１１１の厚さは、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは１ｎ
ｍ以上５０ｎｍ以下、より好ましくは１ｎｍ以上３０ｎｍ以下、更に好ましくは３ｎｍ以
上２０ｎｍ以下とすることである。
【０１０２】
　酸化物半導体膜１１１に適用可能な酸化物半導体として、エネルギーギャップが２ｅＶ
以上、好ましくは２．５ｅＶ以上、より好ましくは３ｅＶ以上の酸化物半導体がある。こ
のように、エネルギーギャップの広い酸化物半導体を用いることで、トランジスタ１０３
のオフ電流を低減することができる。
【０１０３】
　酸化物半導体膜１１１に適用可能な酸化物半導体は、少なくともインジウム（Ｉｎ）若
しくは亜鉛（Ｚｎ）を含むことが好ましい。又は、ＩｎとＺｎの双方を含むことが好まし
い。また、当該酸化物半導体を用いたトランジスタの電気特性の変動を減らすため、それ
らと共に、スタビライザーの一又は複数を有することが好ましい。
【０１０４】
　スタビライザーとしては、ガリウム（Ｇａ）、スズ（Ｓｎ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ア
ルミニウム（Ａｌ）、又はジルコニウム（Ｚｒ）等がある。また、他のスタビライザーと
しては、ランタノイドである、ランタン（Ｌａ）、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐ
ｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ユウロピウム（Ｅｕ）、ガドリニウム（
Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホルミウム（Ｈｏ）、エルビウ
ム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）、イッテルビウム（Ｙｂ）、ルテチウム（Ｌｕ）などがあ
る。
【０１０５】
　酸化物半導体膜１１１に適用できる酸化物半導体としては、例えば、酸化インジウム、
酸化スズ、酸化亜鉛、二種類の金属を含む酸化物であるＩｎ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ
系酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｚｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｓｎ－Ｍｇ系酸化物、Ｉｎ－Ｍｇ
系酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系酸化物、三種類の金属を含む酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸
化物（ＩＧＺＯとも表記する。）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系酸化
物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物
、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｚｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｉ－Ｚｎ系酸化物、
Ｉｎ－Ｓｃ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ
－Ｃｅ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｐｒ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｎｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－
Ｓｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｕ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｇｄ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔ
ｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｄｙ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｏ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｅｒ
－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｔｍ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｙｂ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｌｕ－
Ｚｎ系酸化物、四種類の金属を含む酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ
－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚ
ｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系酸化物を用い
ることができる。
【０１０６】
　ここで、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを主成分として有する酸化
物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、ＩｎとＧａとＺｎ以外
の金属元素が入っていてもよい。
【０１０７】
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　また、酸化物半導体として、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される材料を用
いてもよい。なお、Ｍは、Ｇａ、Ｆｅ、Ｍｎ及びＣｏから選ばれた一の金属元素又は複数
の金属元素、若しくは上記のスタビライザーとしての元素を示す。
【０１０８】
　例えば、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）、Ｉｎ：Ｇａ：
Ｚｎ＝２：２：１（＝２／５：２／５：１／５）、あるいはＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：
２（＝１／２：１／６：１／３）の原子数比のＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物を用いるこ
とができる。あるいは、Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝１：１：１（＝１／３：１／３：１／３）、
Ｉｎ：Ｓｎ：Ｚｎ＝２：１：３（＝１／３：１／６：１／２）あるいはＩｎ：Ｓｎ：Ｚｎ
＝２：１：５（＝１／４：１／８：５／８）の原子数比のＩｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系金属酸化物
を用いるとよい。なお、金属酸化物の原子数比は、誤差として上記の原子数比のプラスマ
イナス２０％の変動を含む。
【０１０９】
　しかし、これらに限られず、必要とする半導体特性及び電気特性（電界効果移動度、し
きい値電圧など）に応じて適切な原子数比のものを用いればよい。また、必要とする半導
体特性を得るために、キャリア密度や不純物濃度、欠陥密度、金属元素と酸素の原子数比
、原子間距離、密度等を適切なものとすることが好ましい。例えば、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系
金属酸化物では比較的容易に高い電界効果移動度が得られる。しかしながら、Ｉｎ－Ｇａ
－Ｚｎ系金属酸化物でも、バルク内欠陥密度を低くすることにより、電界効果移動度を上
げることができる。
【０１１０】
　酸化物半導体膜１１９は、酸化物半導体膜１１１に適用可能な酸化物半導体を用いるこ
とができる。酸化物半導体膜１１１を形成すると共に酸化物半導体膜１１９を形成するこ
とができることから、酸化物半導体膜１１９は酸化物半導体膜１１１を構成する酸化物半
導体の金属元素を含む。
【０１１１】
　トランジスタ１０３の保護絶縁膜、及び容量素子１０５の誘電体膜として機能する絶縁
膜１２９と、絶縁膜１３１と、絶縁膜１３２とは、ゲート絶縁膜１２７に適用できる材料
を用いた絶縁膜である。特に、絶縁膜１２９及び絶縁膜１３１は酸化絶縁膜とし、絶縁膜
１３２は窒化絶縁膜とすることが好ましい。また、絶縁膜１３２を窒化絶縁膜とすること
で外部から水素や水などの不純物がトランジスタ１０３（特に酸化物半導体膜１１１）に
侵入することを抑制できる。なお、絶縁膜１２９は設けない構造であってもよい。
【０１１２】
　また、絶縁膜１２９及び絶縁膜１３１の一方又は双方は、化学量論的組成を満たす酸素
よりも多くの酸素を含む酸化絶縁膜であることが好ましい。このようにすることで、酸化
物半導体膜１１１からの酸素の脱離を防止するとともに、酸素過剰領域に含まれる当該酸
素を酸化物半導体膜１１１に移動させ、酸素欠損を補填することが可能となる。例えば、
昇温脱離ガス分析（以下、ＴＤＳ分析とする。）によって測定される酸素分子の放出量が
、１．０×１０１８分子／ｃｍ３以上ある酸化絶縁膜を用いることで、酸化物半導体膜１
１１に含まれる酸素欠損を補填することができる。なお、絶縁膜１２９及び絶縁膜１３１
の一方又は双方において、化学量論的組成よりも過剰に酸素を含む領域（酸素過剰領域）
が部分的に存在している酸化絶縁膜であってもよく、少なくとも酸化物半導体膜１１１と
重畳する領域に酸素過剰領域が存在することで、酸化物半導体膜１１１からの酸素の脱離
を防止するとともに、酸素過剰領域に含まれる当該酸素を酸化物半導体膜１１１に移動さ
せ、酸素欠損を補填することが可能となる。
【０１１３】
　絶縁膜１３１が化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む酸化絶縁膜である
場合、絶縁膜１２９は、酸素を透過する酸化絶縁膜とすることが好ましい。絶縁膜１２９
において、外部から絶縁膜１２９に入った酸素は、全て絶縁膜１２９を通過して移動せず
、絶縁膜１２９にとどまる酸素もある。また、あらかじめ絶縁膜１２９に含まれており、
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絶縁膜１２９から外部に移動する酸素もある。そこで、絶縁膜１２９は酸素の拡散係数が
大きい酸化絶縁膜であることが好ましい。
【０１１４】
　また、絶縁膜１２９は酸化物半導体膜１１１と接することから、酸素を透過させるだけ
ではなく、酸化物半導体膜１１１との界面準位密度を低減できる酸化絶縁膜であることが
好ましい。例えば、絶縁膜１２９は絶縁膜１３１よりも膜中の欠陥密度が低い酸化絶縁膜
であることが好ましい。具体的には、電子スピン共鳴測定によるｇ値＝２．００１（Ｅ´
－ｃｅｎｔｅｒ）のスピン密度が３．０×１０１７ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３以下、好ましくは
５．０×１０１６ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３以下の酸化絶縁膜である。なお、電子スピン共鳴測
定によるｇ値＝２．００１のスピン密度は、絶縁膜１２９に含まれるダングリングボンド
の存在量に対応する。
【０１１５】
　絶縁膜１２９の厚さは、５ｎｍ以上１５０ｎｍ以下、好ましくは５ｎｍ以上５０ｎｍ以
下、好ましくは１０ｎｍ以上３０ｎｍ以下とすることができる。絶縁膜１３１の厚さは、
３０ｎｍ以上５００ｎｍ以下、好ましくは１５０ｎｍ以上４００ｎｍ以下とすることがで
きる。
【０１１６】
　また、酸化物半導体膜１１１上に設けられる絶縁膜１２９を、酸素を透過させると共に
、酸化物半導体膜１１１との界面準位密度を低減できる酸化絶縁膜とし、絶縁膜１３１を
、酸素過剰領域を含む酸化絶縁膜又は化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含
む酸化絶縁膜とすることで、酸化物半導体膜１１１へ酸素を供給することが容易になり、
酸化物半導体膜１１１からの酸素の脱離を防止すると共に、絶縁膜１３１に含まれる酸素
を酸化物半導体膜１１１に移動させ、酸化物半導体膜１１１に含まれる酸素欠損を補填す
ることが可能となる。この結果、トランジスタ１０３がノーマリーオン特性となることを
抑制することができる。
【０１１７】
　なお、絶縁膜１２９及び絶縁膜１３１の一方又は双方を、酸化窒化シリコン又は窒化酸
化シリコンなど、窒素を含む酸化絶縁膜とする場合、ＳＩＭＳより得られる窒素濃度は、
ＳＩＭＳ検出下限以上３×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１８ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以上１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが好ましい。この
ようにすることで、トランジスタ１０３に含まれる酸化物半導体膜１１１への窒素の移動
量を少なくすることができる。また、このようにすることで、窒素を含む酸化絶縁膜自体
の欠陥量を少なくすることができる。
【０１１８】
　絶縁膜１３２を窒化絶縁膜とする場合、絶縁膜１２９及び絶縁膜１３１の一方又は双方
が窒素に対するバリア性を有する絶縁膜であることが好ましい。例えば、緻密な酸化絶縁
膜とすることで窒素に対するバリア性を有することができ、具体的には、２５℃において
０．５重量％のフッ酸を用いた場合のエッチング速度が１０ｎｍ／分以下である酸化絶縁
膜とすることが好ましい。
【０１１９】
　絶縁膜１３２として、水素含有量が少ない窒化絶縁膜を設けることができる。当該窒化
絶縁膜としては、例えば、ＴＤＳ分析によって測定される水素分子の放出量が、５．０×
１０２１／ｃｍ３未満であり、好ましくは３．０×１０２１／ｃｍ３未満であり、さらに
好ましくは１．０×１０２１／ｃｍ３未満である窒化絶縁膜である。
【０１２０】
　また、上記窒化絶縁膜は段差被覆性に優れていることからトランジスタ１０３の保護絶
縁膜として有用である。
【０１２１】
　絶縁膜１３２は、外部から水素や水などの不純物の侵入を抑制する機能を発揮できる厚
さとする。例えば、５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以上１５０ｎｍ以
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下、さらに好ましくは５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下とすることができる。
【０１２２】
　また、絶縁膜１３１上に設けられる絶縁膜１３２として、窒化絶縁膜を用いることで、
外部から水素や水などの不純物が、酸化物半導体膜１１１及び酸化物半導体膜１１９に侵
入することを抑制できる。さらには、絶縁膜１３２として、水素含有量が少ない窒化絶縁
膜を設けることで、トランジスタ１０３の電気特性変動を抑制することができる。
【０１２３】
　絶縁膜１３１と絶縁膜１３２との間に、酸化シリコン膜を設けて絶縁膜１３２に上記窒
化絶縁膜を用いることで、外部から水素や水などの不純物が酸化物半導体膜１１１及び酸
化物半導体膜１１９に侵入することをさらに抑制できる。
【０１２４】
　また、絶縁膜１３１と絶縁膜１３２との間に、有機シランガスを用いたＣＶＤ法により
形成した酸化シリコン膜を設けてもよい。当該酸化シリコン膜は段差被覆性に優れている
ことからトランジスタ１０３の保護絶縁膜として有用である。当該酸化シリコン膜は３０
０ｎｍ以上６００ｎｍ以下で設けることができる。有機シランガスとしては、珪酸エチル
（ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、テトラメチルシラン（ＴＭＳ：化学式Ｓｉ
（ＣＨ３）４）、テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシ
クロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエト
キシシラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（Ｃ
Ｈ３）２）３）などのシリコン含有化合物を用いることができる。
【０１２５】
　画素電極１２１は、インジウム錫酸化物、酸化タングステンを含むインジウム酸化物、
酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、酸
化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したイン
ジウム錫酸化物などの透光性を有する導電性材料で設ける。
【０１２６】
　基板１５０は、基板１０２に適用できる基材を用いることができる。
【０１２７】
　遮光膜１５２は、ブラックマトリクスとも呼ばれ、液晶表示装置においてバックライト
などの光源の光漏れの抑制や、カラーフィルタを用いてカラー表示を行う際に生じる混色
によるコントラスト低下の抑制などのために設けられる。遮光膜１５２は、汎用されてい
るものを用いて設けることができる。例えば、遮光性を有する材料として金属や、顔料を
含む有機樹脂などが挙げられる。なお、遮光膜１５２は、トランジスタ１０３と重畳する
領域の他、走査線駆動回路１０４、信号線駆動回路１０６（図１（Ａ）参照）などの画素
部１００以外の領域に設けてもよい。
【０１２８】
　また、画素部１００において、各画素に設けられる遮光膜の間に、所定の波長の光を透
過させる機能を有する着色膜を設けてもよい。さらには、遮光膜及び着色膜と、対向電極
の間にオーバーコート膜を設けてもよい。
【０１２９】
　対向電極１５４は、画素電極１２１に適用できる材料を適宜用いて設ける。
【０１３０】
　配向膜１５６及び配向膜１５８は、ポリアミドなどの汎用されているものを用いて設け
ることができる。
【０１３１】
　液晶１６０は、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散型液晶、
強誘電性液晶、反強誘電性液晶などを用いることができる。これらの液晶材料は、条件に
より、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カイラルネマチック相、等
方相などを示す。
【０１３２】
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　また、液晶１６０は、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相
は液晶相の一つであり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等
方相へ転移する直前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため
、温度範囲を改善するためにカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いる。なお、配向膜
は有機樹脂で構成されており、有機樹脂は水素又は水などを含むことから、本発明の一態
様である半導体装置のトランジスタの電気特性を低下させるおそれがある。そこで、液晶
１６０として、ブルー相を用いることで、有機樹脂を用いずに本発明の一態様である半導
体装置を作製することができ、信頼性の高い半導体装置を得ることができる。
【０１３３】
　なお、液晶素子１０８は、液晶素子の１０８の表示モードにもとづいて、画素電極１２
１及び対向電極１５４などの形状の変形や、リブと呼ばれる突起の形成など、適宜構成を
変えることができる。
【０１３４】
　また、本発明の一態様である半導体装置において、偏光部材（偏光基板）の偏光軸を遮
光膜１５２に対して平行になるように設け、当該半導体装置の表示モードを、電圧を加え
ていない状態で液晶素子１０８がバックライトなどの光源の光を透過させないノーマリー
ブラックとすることで、画素１０１の設ける遮光膜１５２に領域を縮小できる、又は無く
すことができる。この結果、画素密度が高い表示装置のように１画素の大きさが小さい場
合でも、開口率を向上させることができる。また、透光性を有する容量素子を用いること
でさらに開口率を向上させることができる。
【０１３５】
＜半導体装置の作製方法＞
　次に、上記半導体装置の作製方法について、図７及び図８を用いて説明する。
【０１３６】
　まず、基板１０２に、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍを形成し、走査線１
０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍを覆うように、後にゲート絶縁膜１２７に加工される
絶縁膜を形成し、当該絶縁膜の走査線１０７＿ｍ－１と接する領域の一部に開口１２３を
形成することでゲート絶縁膜１２７を形成し、走査線１０７＿ｍと重畳する領域に酸化物
半導体膜１１１を形成し、後に画素電極１２１が形成される領域と重畳するように酸化物
半導体膜１１９をゲート絶縁膜１２７上及び開口１２３に形成する（図７（Ａ）参照）。
【０１３７】
　走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍは、上記列挙した材料を用いて導電膜を形
成し、当該導電膜上にマスクを形成し、当該マスクを用いて加工することにより形成でき
る。当該導電膜は、蒸着法、ＣＶＤ法、スパッタリング法、スピンコート法などの各種成
膜方法を用いて形成することができる。なお、当該導電膜の厚さは特に限定されず、形成
する時間や所望の抵抗率などを考慮して決めることができる。当該マスクは、例えばフォ
トリソグラフィ工程によって形成したレジストマスクとすることができる。また、当該導
電膜の加工はドライエッチング及びウェットエッチングの一方又は双方によって行うこと
ができる。
【０１３８】
　後にゲート絶縁膜１２７に加工される絶縁膜は、ゲート絶縁膜１２７に適用可能な材料
を用いて、ＣＶＤ法又はスパッタリング法などの各種成膜方法を用いて形成することがで
きる。また、ゲート絶縁膜１２７に酸化ガリウムを適用する場合は、ＭＯＣＶＤ（Ｍｅｔ
ａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法を用
いて絶縁膜を形成することができる。
【０１３９】
　開口１２３は、当該絶縁膜上にマスクを形成し、当該マスクを用いて加工することによ
り形成できる。なお、当該マスク及び当該加工は、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０
７＿ｍの形成工程を参照して実施できる。
【０１４０】
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　酸化物半導体膜１１１及び酸化物半導体膜１１９は、上記列挙した酸化物半導体を用い
て酸化物半導体膜を形成し、当該酸化物半導体膜上にマスクを形成し、当該マスクを用い
て加工することにより形成できる。当該酸化物半導体膜は、スパッタリング法、塗布法、
パルスレーザー蒸着法、レーザーアブレーション法などを用いて形成することができる。
印刷法を用いることで、素子分離された酸化物半導体膜１１１及び酸化物半導体膜１１９
をゲート絶縁膜１２７上に直接形成することができる。スパッタリング法で当該酸化物半
導体膜を形成する場合、プラズマを発生させるための電源装置は、ＲＦ電源装置、ＡＣ電
源装置又はＤＣ電源装置などを適宜用いることができる。スパッタリングガスは、希ガス
（代表的にはアルゴン）雰囲気、酸素雰囲気、希ガス及び酸素の混合ガス雰囲気を適宜用
いる。なお、希ガス及び酸素の混合ガスの場合、希ガスに対して酸素のガス比を高めるこ
とが好ましい。また、ターゲットは、形成する酸化物半導体膜の組成にあわせて、適宜選
択すればよい。なお、当該マスクは、例えばフォトリソグラフィ工程によって形成したレ
ジストマスクとすることができる。また、当該酸化物半導体膜の加工はドライエッチング
及びウェットエッチングの一方又は双方によって行うことができる。所望の形状にエッチ
ングできるよう、材料に合わせてエッチング条件（エッチングガスやエッチング液、エッ
チング時間、温度など）を適宜設定する。
【０１４１】
　酸化物半導体膜１１１及び酸化物半導体膜１１９を形成した後に加熱処理をし、酸化物
半導体膜１１１及び酸化物半導体膜１１９の脱水素化又は脱水化をすることが好ましい。
当該加熱処理の温度は、代表的には、１５０℃以上基板歪み点未満、好ましくは２００℃
以上４５０℃以下、更に好ましくは３００℃以上４５０℃以下とする。なお、当該加熱処
理は酸化物半導体膜１１１及び酸化物半導体膜１１９に加工する前の酸化物半導体膜に行
ってもよい。
【０１４２】
　当該加熱処理において、加熱処理装置は電気炉に限られず、加熱されたガスなどの媒体
からの熱伝導、又は熱輻射によって、被処理物を加熱する装置であってもよい。例えば、
ＧＲＴＡ（Ｇａｓ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａ
ｍｐ　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈ
ｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンラン
プ、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリ
ウムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理
物を加熱する装置である。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置であ
る。
【０１４３】
　当該加熱処理は、窒素、酸素、超乾燥空気（水の含有量が２０ｐｐｍ以下、好ましくは
１ｐｐｍ以下、好ましくは１０ｐｐｂ以下の空気）、又は希ガス（アルゴン、ヘリウム等
）の雰囲気下で行えばよい。なお、上記窒素、酸素、超乾燥空気、又は希ガスに水素、水
などが含まれないことが好ましい。不活性ガス雰囲気で加熱した後、酸素雰囲気で加熱し
てもよい。なお、処理時間は３分～２４時間とする。
【０１４４】
　なお、基板１０２と、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍ並びにゲート絶縁膜
１２７との間に下地絶縁膜を設ける場合、当該下地絶縁膜は、酸化シリコン、酸化窒化シ
リコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イット
リウム、酸化アルミニウム、酸化窒化アルミニウムなどで形成することができる。なお、
下地絶縁膜を、窒化シリコン、酸化ガリウム、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、酸化
アルミニウムなどで形成することで、基板１０２から不純物、代表的にはアルカリ金属、
水、水素などが酸化物半導体膜１１１に拡散することを抑制できる。下地絶縁膜は、スパ
ッタリング法又はＣＶＤ法を用いて形成することができる。
【０１４５】
　次に、ゲート絶縁膜１２７上、ソース電極として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎ
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、及びドレイン電極として機能する領域を含む導電膜１１３を形成する（図７（Ｂ）参照
）。
【０１４６】
　信号線１０９＿ｎ、及び導電膜１１３は、信号線１０９＿ｎ及び導電膜１１３に適用で
きる材料を用いて導電膜を形成し、当該導電膜上にマスクを形成し、当該マスクを用いて
加工することにより形成できる。当該マスク及び当該加工は、走査線１０７＿ｍ－１及び
走査線１０７＿ｍと同じようにして行うことができる。なお、信号線１０９＿ｎ、及び導
電膜１１３を形成した後、酸化物半導体膜１１１の表面を洗浄することで、トランジスタ
１０３の電気特性の変動を低減することができる。例えば、上記洗浄としては、希釈した
リン酸溶液を用いることができ、具体的には８５％のリン酸を１００倍に希釈したリン酸
溶液を用いることができる。
【０１４７】
　次に、酸化物半導体膜１１１、酸化物半導体膜１１９、信号線１０９＿ｎ、導電膜１１
３及びゲート絶縁膜１２７上に絶縁膜１２８を形成し、絶縁膜１２８上に絶縁膜１３０を
形成し、絶縁膜１３０上に絶縁膜１３３を形成する（図８（Ａ）参照）。なお、絶縁膜１
２８、絶縁膜１３０及び絶縁膜１３３は連続して形成することが好ましい。このようにす
ることで、絶縁膜１２８、絶縁膜１３０及び絶縁膜１３３のそれぞれの界面に不純物が混
入することを抑制できる。
【０１４８】
　絶縁膜１２８は、絶縁膜１２９に適用可能な材料を用いて、ＣＶＤ法又はスパッタリン
グ法などの各種成膜方法を用いて形成することができる。絶縁膜１３０は、絶縁膜１３１
に適用可能な材料を用いて形成できる。絶縁膜１３３は、絶縁膜１３２に適用可能な材料
を用いて形成できる。
【０１４９】
　絶縁膜１２９に酸化物半導体膜１１１との界面準位密度を低減できる酸化絶縁膜を適用
する場合、絶縁膜１２８は以下の形成条件を用いて形成できる。なお、ここでは当該酸化
絶縁膜として、酸化シリコン膜又は酸化窒化シリコン膜を形成する場合について記載する
。当該形成条件は、プラズマＣＶＤ装置の真空排気された処理室内に載置された基板を１
８０℃以上４００℃以下、さらに好ましくは２００℃以上３７０℃以下に保持し、処理室
に原料ガスのシリコンを含む堆積性気体及び酸化性気体を導入して処理室内における圧力
を２０Ｐａ以上２５０Ｐａ以下、さらに好ましくは４０Ｐａ以上２００Ｐａ以下とし、処
理室内に設けられた電極に高周波電力を供給する条件である。
【０１５０】
　シリコンを含む堆積性気体の代表例としては、シラン、ジシラン、トリシラン、フッ化
シランなどがある。酸化性気体としては、酸素、オゾン、一酸化二窒素、二酸化窒素など
がある。
【０１５１】
　なお、シリコンを含む堆積性気体に対する酸化性気体量を１００倍以上とすることで、
絶縁膜１２８（絶縁膜１２９）に含まれる水素含有量を低減することが可能であると共に
、絶縁膜１２８（絶縁膜１２９）に含まれるダングリングボンドを低減することができる
。絶縁膜１３０（絶縁膜１３１）から移動する酸素は、絶縁膜１２８（絶縁膜１２９）に
含まれるダングリングボンドによって捕獲される場合があるため、絶縁膜１２８（絶縁膜
１２９）に含まれるダングリングボンドが低減されていると、絶縁膜１３０（絶縁膜１３
１）に含まれる酸素を酸化物半導体膜１１１に効率よく移動させることができ、酸化物半
導体膜１１１に含まれる酸素欠損を補填することが可能である。この結果、酸化物半導体
膜１１１に混入する水素量を低減できると共に酸化物半導体膜１１１に含まれる酸素欠損
を低減させることが可能である。
【０１５２】
　絶縁膜１３１を上記の酸素過剰領域を含む酸化絶縁膜又は化学量論的組成を満たす酸素
よりも多くの酸素を含む酸化絶縁膜とする場合、絶縁膜１３０は以下の形成条件を用いて
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形成できる。なお、ここでは当該酸化絶縁膜として、酸化シリコン膜又は酸化窒化シリコ
ン膜を形成する場合について記載する。当該形成条件は、プラズマＣＶＤ装置の真空排気
された処理室内に載置された基板を１８０℃以上２６０℃以下、さらに好ましくは１８０
℃以上２３０℃以下に保持し、処理室に原料ガスを導入して処理室内における圧力を１０
０Ｐａ以上２５０Ｐａ以下、さらに好ましくは１００Ｐａ以上２００Ｐａ以下とし、処理
室内に設けられた電極に０．１７Ｗ／ｃｍ２以上０．５Ｗ／ｃｍ２以下、さらに好ましく
は０．２５Ｗ／ｃｍ２以上０．３５Ｗ／ｃｍ２以下の高周波電力を供給する条件である。
【０１５３】
　絶縁膜１３０の原料ガスは、絶縁膜１２８の形成に適用できる原料ガスとすることがで
きる。
【０１５４】
　絶縁膜１３０の形成条件として、上記圧力の処理室において上記パワー密度の高周波電
力を供給することで、プラズマ中で原料ガスの分解効率が高まり、酸素ラジカルが増加し
、原料ガスの酸化が進むため、絶縁膜１３０中における酸素含有量が化学量論的組成より
も多くなる。また、基板温度が、上記温度で形成された膜では、シリコンと酸素の結合力
が弱い。したがって、後の工程の加熱処理により膜中の酸素の一部を脱離させることがで
きる。この結果、化学量論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含み、加熱により酸素
の一部が脱離する酸化絶縁膜を形成することができる。また、酸化物半導体膜１１１上に
絶縁膜１２８が設けられている。このため、絶縁膜１３０の形成工程において、絶縁膜１
２８が酸化物半導体膜１１１の保護膜となる。この結果、パワー密度の高い高周波電力を
用いて絶縁膜１３０を形成しても、酸化物半導体膜１１１へのダメージを抑制できる。
【０１５５】
　また、絶縁膜１３０は膜厚を厚くすることで加熱によって脱離する酸素の量を多くする
ことができることから、絶縁膜１３０は絶縁膜１２８より厚く設けることが好ましい。絶
縁膜１２８を設けることで絶縁膜１３０を厚く設ける場合でも被覆性を良好にすることが
できる。
【０１５６】
　絶縁膜１３２はスパッタリング法、ＣＶＤ法等を用いて形成することができる。絶縁膜
１３２を水素含有量が少ない窒化絶縁膜で設ける場合、絶縁膜１３３は以下の形成条件を
用いて形成できる。なお、ここでは当該窒化絶縁膜として、窒化シリコン膜を形成する場
合について記載する。当該形成条件は、プラズマＣＶＤ装置の真空排気された処理室内に
載置された基板を８０℃以上４００℃以下、さらに好ましくは２００℃以上３７０℃以下
に保持し、処理室に原料ガスを導入して処理室内における圧力を１００Ｐａ以上２５０Ｐ
ａ以下とし、好ましくは１００Ｐａ以上２００Ｐａ以下とし、処理室内に設けられた電極
に高周波電力を供給する条件である。
【０１５７】
　絶縁膜１３３の原料ガスとしては、シリコンを含む堆積性気体、窒素、及びアンモニア
を用いることが好ましい。シリコンを含む堆積性気体の代表例としては、シラン、ジシラ
ン、トリシラン、フッ化シランなどがある。また、窒素の流量は、アンモニアの流量に対
して５倍以上５０倍以下、好ましくは１０倍以上５０倍以下とすることが好ましい。なお
、原料ガスとしてアンモニアを用いることで、シリコンを含む堆積性気体及び窒素の分解
を促すことができる。これは、アンモニアがプラズマエネルギーや熱エネルギーによって
解離し、解離することで生じるエネルギーが、シリコンを含む堆積性気体分子の結合及び
窒素分子の結合の分解に寄与するためである。このようにすることで、水素含有量が少な
く、外部から水素や水などの不純物の侵入を抑制することが可能な窒化シリコン膜を形成
することができる。
【０１５８】
　なお、絶縁膜１３１と絶縁膜１３２との間に、有機シランガスを用いたＣＶＤ法により
形成した酸化シリコン膜を設ける場合は、上記列挙した有機シランガスを用いてＣＶＤ法
により酸化シリコン膜を絶縁膜１３０上に形成する。
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【０１５９】
　少なくとも絶縁膜１３０を形成した後に加熱処理を行い、絶縁膜１２８又は絶縁膜１３
０に含まれる酸素を少なくとも酸化物半導体膜１１１に移動させ、酸化物半導体膜１１１
の酸素欠損を補填することが好ましい。なお、当該加熱処理は、酸化物半導体膜１１１及
び酸化物半導体膜１１９の脱水素化又は脱水化を行う加熱処理の詳細を参照して適宜行う
ことができる。
【０１６０】
　また、トランジスタ１０３の好ましい形成手順の１つは、絶縁膜１３０として、化学量
論的組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含み、加熱により酸素の一部が脱離する酸化絶
縁膜を形成し、絶縁膜１３０を形成した後に３５０℃の加熱処理を行い、上記列挙した有
機シランガスを用い、基板温度を３５０℃に保持したＣＶＤ法で酸化シリコン膜を形成し
、絶縁膜１３２として基板温度を３５０℃として、水素含有量が少ない窒化絶縁膜を形成
することである。
【０１６１】
　次に、絶縁膜１２８、絶縁膜１３０及び絶縁膜１３３の導電膜１１３と重畳する領域に
、導電膜１１３に達する開口１１７を形成して、絶縁膜１２９、絶縁膜１３１及び絶縁膜
１３２を形成し（図８（Ｂ）参照）、開口１１７及び絶縁膜１３２上に画素電極１２１を
形成する（図６参照）。
【０１６２】
　開口１１７は、開口１２３と同様にして形成することができる。画素電極１２１は、上
記列挙した材料を用い、開口１１７を通じて導電膜１１３に接する導電膜を形成し、当該
導電膜上にマスクを形成し、当該マスクを用いて加工することにより形成できる。なお、
当該マスク及び当該加工は、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍと同じようにし
て行うことができる。
【０１６３】
　次に、絶縁膜１３２上及び画素電極１２１上に配向膜１５８を形成する。また、基板１
５０上に遮光膜１５２を形成する。そして、遮光膜１５２を覆うように対向電極１５４を
形成し、対向電極１５４上に配向膜１５６を形成する。さらに、配向膜１５８上に液晶１
６０を設けて、配向膜１５６が液晶１６０に接するように基板１５０を基板１０２上に設
けてシール材（図示せず）によって基板１０２と基板１５０とを固定する。
【０１６４】
　配向膜１５６及び配向膜１５８は、上記した材料を用いてスピンコート法や印刷法など
各種成膜方法を適宜利用することで形成できる。
【０１６５】
　遮光膜１５２は、例えば、チタン、クロムなどの金属をスパッタリング法で成膜し、マ
スクを用いて加工することで形成できる。
【０１６６】
　対向電極１５４は、画素電極１２１に適用できる材料を用いて、ＣＶＤ法やスパッタリ
ング法などの各種成膜方法を利用して形成できる。
【０１６７】
　液晶１６０は、配向膜１５８上にディスペンサ法（滴下法）で直接設けることができる
。また、基板１０２と基板１５０とを貼り合わせてから毛細管現象などを用いて液晶１６
０を注入させてもよい。また、液晶１６０を、配向させやすくするために、配向膜１５６
及び配向膜１５８にラビング工程を行うことが好ましい。
【０１６８】
　以上の工程により、本発明の一態様である半導体装置を作製することができる（図６参
照）。
【０１６９】
＜変形例１＞
　本発明の一態様である半導体装置において、容量素子を構成する一方の電極として機能
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する半導体膜（具体的には酸化物半導体膜）と、容量線として機能する走査線との接続は
、適宜変更することができる。例えば、当該半導体膜の導電性を増大させるために、導電
膜を当該半導体膜の一部に接して設け、当該導電膜によって当該半導体膜と当該走査線と
を電気的に接続することができる。
【０１７０】
　なお、以下、変形例を示す図面においては、図面の明瞭化のため、基板１５０、遮光膜
１５２、対向電極１５４、配向膜１５６、配向膜１５８、及び液晶１６０を省略している
。また、変形例を示す図面において、図５又は図６で用いた符号を適宜用いる。
【０１７１】
　本構造の具体例について、図９及び図１０を用いて説明する。なお、ここでは、図５及
び図６に示した構造と異なる点についてのみ説明する。図９は画素１０１（ｍ，ｎ）の上
面図であり、図１０（Ａ）は図９の一点鎖線Ａ１－Ａ２間、及び一点鎖線Ｂ１－Ｂ２間の
断面図であり、図１０（Ｂ）は図９の一点鎖線Ｃ１－Ｃ２間の断面図である。
【０１７２】
　図９に示した画素１０１（ｍ，ｎ）において、導電膜１６７は、酸化物半導体膜１１９
の外周に沿って接しており、開口１２３を通じて走査線１０７＿ｍ－１と接して設けられ
ている。導電膜１６７は、信号線１０９＿ｎ及び導電膜１１３の形成工程を利用して形成
できる。それゆえ、導電膜１６７は遮光性を有する場合があるため、ループ状に形成する
ことが好ましい。なお、導電膜１６７と酸化物半導体膜１１９との接触面積が大きくなる
ほど、酸化物半導体膜１１９は容量素子１０５の一方の電極として容易に機能する。
【０１７３】
　また、図９に示した画素１０１（ｍ，ｎ）において、酸化物半導体膜１１９及び走査線
１０７＿ｍ－１が導電膜１６７に接するようにするため、酸化物半導体膜１１９の形状を
適宜変えることが好ましい。
【０１７４】
　図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）に示すように、導電膜１６７は、容量素子１０５の酸化
物半導体膜１１９の端部を覆うように設けられる。
【０１７５】
　また、導電膜１６７はループ状の部分が分離された状態で酸化物半導体膜１１９に接し
て設けられていてもよい。
【０１７６】
　図９及び図１０に示した画素１０１（ｍ，ｎ）は、導電膜１６７がループ状に設けられ
た構造であるが、導電膜１６７は酸化物半導体膜１１９の外周の一部のみに接して設けら
れている構造であってもよい（図１１参照）。なお、図１１に示した画素１０１（ｍ，ｎ
）においても導電膜１６７によって、酸化物半導体膜１１９と走査線１０７＿ｍ－１とが
電気的に接続される。
【０１７７】
　なお、酸化物半導体膜１１９が走査線１０７＿ｍ－１に直接接する構成において、酸化
物半導体膜１１９の導電性を向上させるために導電膜１６７を酸化物半導体膜１１９の一
部に接して設けてもよい。つまり、導電膜１６７は酸化物半導体膜１１９のみに接し、走
査線１０７＿ｍ－１に接していない構造であってもよい。例えば、図１２及び図１３に示
すように、導電膜１６７がループ状に形成されているが、走査線１０７＿ｍ－１に接して
いない構造であってもよい。図１２は、当該構造の画素１０１（ｍ，ｎ）の上面図であり
、図１３（Ａ）は、図１２の一点鎖線Ａ１－Ａ２間、及び一点鎖線Ｂ１－Ｂ２間の断面図
であり、図１３（Ｂ）は図１２の一点鎖線Ｃ１－Ｃ２間の断面図である。
【０１７８】
＜変形例２＞
　また、図５及び図６に示した画素１０１（ｍ，ｎ）、又は図９乃至図１３に示した画素
１０１（ｍ，ｎ）において、画素電極１２１と導電膜１１３との間に生じる寄生容量、又
は画素電極１２１と導電膜１６７との間に生じる寄生容量を低減するため、当該寄生容量
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が生じる領域に有機絶縁膜を設けることができる。別言すると、当該有機絶縁膜は、上記
画素１０１（ｍ，ｎ）において部分的に設けられる。
【０１７９】
　当該有機絶縁膜としては、感光性、非感光性の有機樹脂を適用でき、例えば、アクリル
樹脂、ベンゾシクロブテン系樹脂、エポキシ樹脂、又はシロキサン系樹脂などを用いるこ
とができる。また、有機絶縁膜としては、ポリアミドを用いることができる。
【０１８０】
　当該有機絶縁膜を部分的に設けるために上記列挙した材料を用いて絶縁膜を形成した後
、当該絶縁膜の加工が必要となる場合がある。当該有機絶縁膜の形成方法は特に限定され
ず、用いる材料に応じて適宜選択できる。例えば、スピンコート、ディップ、スプレー塗
布、液滴吐出法（インクジェット法）、スクリーン印刷、オフセット印刷などを適用する
ことができる。また、当該有機絶縁膜として感光性の有機樹脂を用いることで、当該有機
絶縁膜を形成する際にレジストマスクが不要となり、工程を簡略化できる。
【０１８１】
　一般に、有機樹脂は水素や水を多く含んでおり、有機樹脂がトランジスタ１０３（特に
酸化物半導体膜１１１）上に設けられると、有機樹脂に含まれる水素や水がトランジスタ
１０３（特に酸化物半導体膜１１１）に拡散し、トランジスタ１０３の電気特性を劣化さ
せる可能性がある。従って、少なくとも、酸化物半導体膜１１１に重畳する領域には有機
樹脂を設けないことが好ましい。
【０１８２】
＜変形例３＞
　図５及び図６に示した画素１０１（ｍ，ｎ）、並びに図９乃至図１３に示した画素１０
１（ｍ，ｎ）において、トランジスタ１０３の形状はこれらの図面に示したトランジスタ
の形状に限定されず、適宜変更することができる。例えば、トランジスタ１０３は、図１
４に示した画素１０１（ｍ，ｎ）のように、信号線１０９＿ｎに含まれるソース電極とし
て機能する領域がＵ字型（Ｃ字型、コの字型、又は馬蹄型）であり、導電膜１１３のドレ
イン電極として機能する領域を囲む形状のトランジスタ１６９であってもよい。このよう
な形状とすることで、トランジスタの面積が小さくても、十分なチャネル幅を確保するこ
とが可能となり、トランジスタのオン電流の量を増やすことが可能となる。なお、図１４
に示した画素１０１（ｍ，ｎ）おいて、他の構成は図５と同様である。
【０１８３】
＜変形例４＞
　また、図５及び図６に示した画素１０１（ｍ，ｎ）、並びに図９乃至図１３に示した画
素１０１（ｍ，ｎ）において、トランジスタ１０３としてチャネルエッチ構造のトランジ
スタを用いている。トランジスタ１０３は、図１５に示すように、チャネル保護型のトラ
ンジスタ１８３を用いることができる。なお、図１５において、酸化物半導体膜１１１と
、ソース電極として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎ及びドレイン電極として機能す
る領域を含む導電膜１１３との間にチャネル保護膜１８２が設けられている点以外の構成
は図６に示したトランジスタ１０３と同じである。
【０１８４】
　図１５に示すトランジスタ１８３は、酸化物半導体膜１１１上にチャネル保護膜１８２
を形成した後、信号線１０９＿ｎ及び導電膜１１３を形成する。チャネル保護膜１８２は
トランジスタ１０３の絶縁膜１２９の材料で形成することができる。このようにすること
で、トランジスタ１８３において、トランジスタ１０３の絶縁膜１２９に相当する絶縁膜
を別途設ける必要がなくなる。チャネル保護膜１８２を設けることで、酸化物半導体膜１
１１の表面は、信号線１０９＿ｎ及び導電膜１１３の形成工程で用いるエッチャントやエ
ッチングガスに曝されず、酸化物半導体膜１１１及びチャネル保護膜１８２の間の不純物
を低減できる。この結果、トランジスタ１８３の信号線１０９＿ｎ及び導電膜１１３の間
に流れるリーク電流を低減することが可能である。また、チャネル保護膜１８２を有する
ことで、信号線１０９及び導電膜１１３を形成する際に行う加工によって、酸化物半導体
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膜１１１（特にチャネル形成領域）にダメージが入ることを抑制することができる。
【０１８５】
＜変形例５＞
　また、図５及び図６に示した画素１０１（ｍ，ｎ）、並びに図９乃至図１３に示した画
素１０１（ｍ，ｎ）において、トランジスタ１０３は、酸化物半導体膜１１１が、ゲート
絶縁膜１２７とソース電極として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎ及びドレイン電極
として機能する領域を含む導電膜１１３との間に位置するトランジスタである。トランジ
スタ１０３として、図１６に示すように、酸化物半導体膜１９５が、ソース電極として機
能する領域を含む信号線１０９＿ｎ及びドレイン電極として機能する領域を含む導電膜１
１３と、絶縁膜１２９との間に位置するトランジスタ１９０を用いることができる。なお
、図１６において、酸化物半導体膜１９５の位置以外の構成は図６に示したトランジスタ
１０３と同じである。
【０１８６】
　図１６に示すトランジスタ１９０は、信号線１０９＿ｎ及び導電膜１１３を形成した後
、酸化物半導体膜１９５を形成する。このため、酸化物半導体膜１９５の表面は、信号線
１０９＿ｎ及び導電膜１１３の形成工程で用いるエッチャントやエッチングガスに曝され
ず、酸化物半導体膜１９５及び絶縁膜１２９の間の不純物を低減できる。この結果、トラ
ンジスタ１９０の信号線１０９＿ｎ及び導電膜１１３間に流れるリーク電流を低減するこ
とができる。
【０１８７】
＜変形例６＞
　また、図５及び図６に示した画素１０１（ｍ，ｎ）、並びに図９乃至図１３に示した画
素１０１（ｍ，ｎ）において、トランジスタ１０３は、１つのゲート電極を有するトラン
ジスタを示したが、その代わりに、図１７に示すように、酸化物半導体膜１１１を介して
対向する２つのゲート電極を有するトランジスタ１８５を用いることができる。
【０１８８】
　トランジスタ１８５は、本実施の形態で説明したトランジスタ１０３、トランジスタ１
６９、トランジスタ１８３、又はトランジスタ１９０の絶縁膜１３２上に、導電膜１８７
を有する。導電膜１８７は、少なくとも酸化物半導体膜１１１のチャネル形成領域と重な
る。例えば、導電膜１８７は、チャネル長方向の幅において、トランジスタのソース電極
として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎとドレイン電極として機能する導電膜１１３
との間の幅よりも短い形状とすることができる。導電膜１８７を酸化物半導体膜１１１の
チャネル形成領域と重なる位置に設け、導電膜１８７の電位は、信号線１０９＿ｎに入力
されるビデオ信号の最低電位とすることが好ましい。この結果、酸化物半導体膜１１１の
導電膜１８７側の領域において、ソース電極及びドレイン電極の間に流れる電流を制御す
ることが可能である。それゆえ、画素部１００に設けられるトランジスタ間における電気
特性の変動を低減することができる。また、導電膜１８７を設けることで、周囲の電界の
変化が酸化物半導体膜１１１へ与える影響を軽減し、トランジスタの信頼性を向上させる
ことができる。
【０１８９】
　以上より、容量素子の一方の電極として、トランジスタの半導体膜と同じ形成工程で形
成される半導体膜を用いることで、開口率を高めつつ、電荷容量を大きくした容量素子を
有する半導体装置を作製することができる。また、開口率を高めることによって表示品位
が良い半導体装置を得ることができる。
【０１９０】
　また、トランジスタの半導体膜（具体的には酸化物半導体膜）は酸素欠損が低減され、
水素、窒素などの不純物が低減されていることから、本発明の一態様である半導体装置は
、良好な電気特性を有する半導体装置である。
【０１９１】
　なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて
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用いることができる。
【０１９２】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、本発明の一態様の半導体装置であり、上記実施の形態と異なる構造
の半導体装置について、図面を用いて説明する。本実施の形態で説明する半導体装置は、
上記実施の形態と比較して容量素子の構造が異なる。なお、本実施の形態で説明する半導
体装置において、上記実施の形態で説明した半導体装置と同様の構成は、上記実施の形態
を参照することができる。
【０１９３】
＜半導体装置の構成＞
　本実施の形態で説明する画素の上面図を図１８に示す。図１８に示した画素１０１（ｍ
，ｎ）は、図５に示した画素１０１（ｍ，ｎ）の容量素子１０５を容量素子２０５とした
構成である。図１８に示した画素１０１（ｍ，ｎ）は、図５に示した画素１０１（ｍ，ｎ
）と比較して、二点鎖線内の領域において絶縁膜２３２（図示せず）が酸化物半導体膜１
１９に接して設けられている。つまり、図１８に示した画素１０１（ｍ，ｎ）は、二点鎖
線内の領域において絶縁膜２２９（図示せず）及び絶縁膜２３１（図示せず）が除去され
ている。従って、容量素子２０５は、一方の電極として機能する酸化物半導体膜１１９と
、他方の電極である画素電極１２１と、誘電体膜である絶縁膜２３２（図示せず）とで構
成されている。
【０１９４】
　次いで、図１８の一点鎖線Ａ１－Ａ２間及び一点鎖線Ｂ１－Ｂ２間における断面図を図
１９に示す。
【０１９５】
　図１８に示した画素１０１（ｍ，ｎ）の断面構造は以下の通りである。基板１０２上に
、ゲート電極として機能する領域を含む走査線１０７＿ｍと、走査線１０７＿ｍ－１とが
設けられている。走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍ上にゲート絶縁膜１２７が
設けられている。ゲート絶縁膜１２７の走査線１０７＿ｍと重畳する領域上に酸化物半導
体膜１１１が設けられている。走査線１０７＿ｍ－１と接しているゲート絶縁膜１２７の
一部に、走査線１０７＿ｍ－１に達する開口１２３が設けられており、ゲート絶縁膜１２
７上及び開口１２３には酸化物半導体膜１１９が設けられている。酸化物半導体膜１１１
上、及びゲート絶縁膜１２７上にソース電極として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎ
と、ドレイン電極として機能する領域を含む導電膜１１３とが設けられている。少なくと
もトランジスタ１０３となる領域において、ゲート絶縁膜１２７上、信号線１０９＿ｎ上
、酸化物半導体膜１１１上、及び導電膜１１３上にトランジスタ１０３の保護絶縁膜とし
て機能する絶縁膜２２９、絶縁膜２３１、及び絶縁膜２３２が設けられている。また、少
なくとも容量素子２０５となる領域において、酸化物半導体膜１１９上に絶縁膜２３２が
設けられている。絶縁膜２２９、絶縁膜２３１、及び絶縁膜２３２には導電膜１１３に達
する開口１１７が設けられており、開口１１７及び絶縁膜２３２上に画素電極１２１が設
けられている。なお、基板１０２と、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍ並びに
ゲート絶縁膜１２７との間には下地絶縁膜が設けられていてもよい。
【０１９６】
　絶縁膜２２９は、実施の形態１で説明した絶縁膜１２９と同様の絶縁膜である。絶縁膜
２３１は、実施の形態１で説明した絶縁膜１３１と同様の絶縁膜である。絶縁膜２３２は
、実施の形態１で説明した絶縁膜１３２と同様の絶縁膜である。
【０１９７】
　本実施の形態における容量素子２０５のように、一方の電極として機能する酸化物半導
体膜１１９と他方の電極である画素電極１２１との間に設けられる誘電体膜を絶縁膜２３
２とすることで、誘電体膜の厚さを、実施の形態１における容量素子１０５の誘電体膜に
比べて薄くすることができる。従って、本実施の形態における容量素子２０５は、実施の
形態１における容量素子１０５よりも単位面積あたりの電荷容量を増大させることができ
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る。
【０１９８】
　また、容量素子２０５は、容量素子１０５よりも単位面積あたりの電荷容量が大きいた
め、容量素子１０５と同等の電荷容量とするために必要な酸化物半導体膜１１９の面積を
小さくすることができる。それゆえ、画素１０１（ｍ，ｎ）において、酸化物半導体膜１
１９が形成されない領域を設けることができる。従って、本発明の一態様である半導体装
置において、バックライトなどの光源から照射される光の取り出し効率（透過率）を向上
させることができ、表示品位を向上させることができる。
【０１９９】
　また、絶縁膜２３２は、実施の形態１の絶縁膜１３２と同様に窒化絶縁膜であることが
好ましい。窒化絶縁膜で形成される絶縁膜２３２をプラズマＣＶＤ法またはスパッタリン
グ法で成膜すると、酸化物半導体膜１１９がプラズマに曝され、酸化物半導体膜１１９に
酸素欠損が生成される。また、絶縁膜２３２は酸化物半導体膜１１９と接することから、
当該窒化絶縁膜に含まれる窒素又は／及び水素が酸化物半導体膜１１９に移動する。酸素
欠損に絶縁膜２３２に含まれる水素が入ることで、キャリアである電子が生成される。ま
たは、絶縁膜２３２を窒化絶縁膜とし、絶縁膜２３２が酸化物半導体膜１１９に接した状
態で加熱処理を行うことで、当該窒化絶縁膜に含まれる窒素又は／及び水素が酸化物半導
体膜１１９に移動する。酸素欠損に絶縁膜２３２に含まれる水素が入ることで、キャリア
である電子が生成される。これらの結果、酸化物半導体膜１１９の導電率が増大し、ｎ型
となる。また、導体特性を有する金属酸化物膜で構成される透光性を有する導電膜となる
。酸化物半導体膜１１９は導電率が酸化物半導体膜１１１と比較して高い。
【０２００】
　上記より、本実施の形態における半導体装置において、酸化物半導体膜１１９は酸化物
半導体膜１１１よりも導電率が高い領域を有する。少なくとも酸化物半導体膜１１９の絶
縁膜２３２と接する領域はｎ型であり、酸化物半導体膜１１１の絶縁膜２２９と接する領
域よりも導電率が高い。
【０２０１】
　なお、酸化物半導体膜１１９は、酸化物半導体膜１１１より水素濃度が高いことが好ま
しい。酸化物半導体膜１１９において、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄ
ａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）により得られる水素濃度は、８
×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、好ましくは１×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上、
より好ましくは５×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上である。酸化物半導体膜１１１にお
いて、二次イオン質量分析法により得られる水素濃度は、５×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ
３未満、好ましくは５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１８ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好ま
しくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下である。
【０２０２】
　また、酸化物半導体膜１１９は、酸化物半導体膜１１１より抵抗率が低い。酸化物半導
体膜１１９の抵抗率が、酸化物半導体膜１１１の抵抗率の１×１０－８倍以上１×１０－

１倍以下であることが好ましく、代表的には１×１０－３Ωｃｍ以上１×１０４Ωｃｍ未
満、さらに好ましくは、抵抗率が１×１０－３Ωｃｍ以上１×１０－１Ωｃｍ未満である
とよい。
【０２０３】
　また、本実施の形態における半導体装置において、容量素子２０５を動作させる方法は
、実施の形態１で記載した容量素子１０５を動作させる方法と同じように、容量素子２０
５を動作させる期間において、酸化物半導体膜１１９の電位（換言すると、走査線１０７
＿ｍ－１の電位）を、画素電極１２１の電位よりも容量素子２０５（ＭＯＳキャパシタ）
のしきい値電圧（Ｖｔｈ）分以上低くする。ただし、容量素子２０５において、一方の電
極として機能する酸化物半導体膜１１９は、ｎ型であり、導電率が高いために、図２の破
線のようにしきい値電圧（Ｖｔｈ）はマイナス方向にシフトする。酸化物半導体膜１１９
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の電位（換言すると、走査線１０７＿ｍ－１の電位）は、容量素子２０５のしきい値電圧
（Ｖｔｈ）のマイナス方向へのシフト量に応じて、画素電極１２１がとりうる最も低い電
位から高くしていくことができる。従って、容量素子２０５のしきい値電圧が大きな負の
値を示す場合、図４（Ｂ）のように、走査線１０７＿ｍ－１の電位は画素電極１２１の電
位よりも高くすることができる。
【０２０４】
　本実施の形態のように、容量素子２０５の一方の電極である酸化物半導体膜１１９をｎ
型とし、導電率を増大させることで、しきい値電圧をマイナス方向にシフトするため、容
量素子２０５を動作させるために必要な電位の選択幅を、実施の形態１の容量素子１０５
を動作させるために必要な電位の選択幅より広げることができる。従って、本実施の形態
は、容量素子２０５を動作させる期間において常に安定して容量素子２０５を動作させる
ことができるため好ましい。
【０２０５】
＜半導体装置の作製方法＞
　次いで、本実施の形態における半導体装置の作製方法について、図２０及び図２１を用
いて説明する。
【０２０６】
　まず、基板１０２上に、ゲート電極として機能する領域を含む走査線１０７＿ｍ－１及
び走査線１０７＿ｍを形成し、基板１０２、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍ
を覆うように、後にゲート絶縁膜１２７に加工される絶縁膜を形成し、当該絶縁膜の走査
線１０７＿ｍ－１と接する領域の一部に開口１２３を形成することでゲート絶縁膜１２７
を形成し、走査線１０７＿ｍと重畳する領域に酸化物半導体膜１１１を形成し、後に画素
電極１２１が形成される領域と重畳するように酸化物半導体膜１１９をゲート絶縁膜１２
７上及び開口１２３に形成する。ソース電極として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎ
、及びドレイン電極として機能する領域を含む導電膜１１３を形成し、ゲート絶縁膜１２
７上、信号線１０９＿ｎ上、酸化物半導体膜１１１上、導電膜１１３上、及び酸化物半導
体膜１１９上に絶縁膜１２８を形成し、絶縁膜１２８上に絶縁膜１３０を形成する（図２
０（Ａ）参照）。なお、ここまでの工程は、実施の形態１を参照して行うことができる。
【０２０７】
　次に、少なくとも酸化物半導体膜１１１と重畳する絶縁膜１３０の領域上にマスクを形
成し、当該マスクを用いて加工して絶縁膜２２８及び絶縁膜２３０を形成すると共に酸化
物半導体膜１１９を露出させ、露出させた領域上及び絶縁膜２３０上に絶縁膜２３３を形
成する（図２０（Ｂ）参照）。当該マスクは、フォトリソグラフィ工程により形成したレ
ジストマスクを用いることができ、当該加工は、ドライエッチング及びウェットエッチン
グの一方又は双方によって行うことができる。また、絶縁膜２３３は、実施の形態１で説
明した絶縁膜１３３と同様の絶縁膜である。また、絶縁膜２３３を形成した後など、絶縁
膜２３３が酸化物半導体膜１１９に接した状態で加熱処理を行うことが好ましい。なお、
ここまでの工程についても実施の形態１を参照して行うことができる。
【０２０８】
　窒化絶縁膜で形成される絶縁膜２３３をプラズマＣＶＤ法またはスパッタリング法で成
膜すると、酸化物半導体膜１１９がプラズマに曝され、酸化物半導体膜１１９に酸素欠損
が生成される。また、酸化物半導体膜１１９と窒化絶縁膜で形成される絶縁膜２３３が接
することで、絶縁膜２３３から、窒素又は／及び水素が酸化物半導体膜１１９に移動する
。酸素欠損に絶縁膜２３３に含まれる水素が入ることで、キャリアである電子が生成され
る。または、絶縁膜２３２を窒化絶縁膜とし、絶縁膜２３２が酸化物半導体膜１１９に接
した状態で加熱処理を行うことで、当該窒化絶縁膜に含まれる窒素又は／及び水素を酸化
物半導体膜１１９に移動する。これらの結果、酸化物半導体膜１１９の導電率が増大し、
ｎ型となる。また、導体特性を有する金属酸化物膜で構成される透光性を有する導電膜と
なる。酸化物半導体膜１１９は導電率が酸化物半導体膜１１１と比較して高い。
【０２０９】
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　次に、絶縁膜２２８及び絶縁膜２３０並びに絶縁膜２３３に、導電膜１１３に達する開
口１１７を形成して、絶縁膜２２９、絶縁膜２３１及び絶縁膜２３２を形成し（図２１参
照）、開口１１７を通じて導電膜１１３に接する画素電極１２１を形成する（図１９参照
）。なお、ここまでの工程についても実施の形態１を参照して行うことができる。
【０２１０】
　以上の工程により、本実施の形態における半導体装置を作製することができる。
【０２１１】
＜変形例＞
　本実施の形態で説明した半導体装置は、容量素子が設けられる領域の構造を適宜変更す
ることができる。具体例について、図２２を用いて説明する。図２２に示す画素１０１（
ｍ，ｎ）は、図５及び図６に示した画素１０１（ｍ，ｎ）の容量素子１０５が設けられる
領域において、ゲート絶縁膜１２７の構造が異なる容量素子２４５を有する。
【０２１２】
　図２２に示した画素１０１（ｍ，ｎ）の断面構造は以下の通りである。ゲート絶縁膜１
２７を、窒化絶縁膜である絶縁膜２２６と、酸化絶縁膜である絶縁膜２２７との積層構造
とし、少なくとも酸化物半導体膜１１９が設けられる領域において絶縁膜２２６のみを設
ける構成である。このようにすることで絶縁膜２２６である窒化絶縁膜が酸化物半導体膜
１１９の下面と接することになり、酸化物半導体膜１１９をｎ型とし、導電率を増大させ
ることができる。図２２に対応する上面図としては図５を参照できる。この場合、容量素
子２４５の誘電体膜は絶縁膜１２９、絶縁膜１３１及び絶縁膜１３２である。なお、絶縁
膜２２６及び絶縁膜２２７は、ゲート絶縁膜１２７に適用できる絶縁膜を適宜用いること
ができ、絶縁膜２２７は絶縁膜１３２と同様の絶縁膜としてもよい。また、本構成とする
ためには、実施の形態１を参照して適宜、絶縁膜２２７を加工すればよい。
【０２１３】
　なお、図２２に示す構造において、酸化物半導体膜１１９の上面は絶縁膜１３２と接す
る構造であってもよい。つまり、図２２に示す構成において、絶縁膜１２９及び絶縁膜１
３１の酸化物半導体膜１１９と接する領域は除去してもよい。この場合、容量素子の誘電
体膜は絶縁膜１３２である。酸化物半導体膜１１９の上面及び下面を窒化絶縁膜と接する
構成とすることで、片面のみ窒化絶縁膜と接する場合よりも効率よく十分に酸化物半導体
膜１１９をｎ型化させ、導電率を増大させることができる。
【０２１４】
　なお、図２２に示す構造とすることで、絶縁膜１２９及び絶縁膜１３１のエッチングに
伴う酸化物半導体膜１１９の膜厚の減少を防ぐことが可能であるため、図１８及び図１９
に示す半導体装置と比較して、歩留まりが向上する。
【０２１５】
　以上より、容量素子の一方の電極として、トランジスタの半導体膜と同じ形成工程で形
成される半導体膜を用いることで、開口率を高めつつ、電荷容量を大きくした容量素子を
有する半導体装置を作製することができる。例えば、本実施の形態における半導体装置に
おいても、画素密度を３００ｐｐｉ程度とする場合、画素の開口率を５０％以上、さらに
は画素の開口率を５５％以上、さらには画素の開口率を６０％以上にすることができる。
また、開口率を高めることによって表示品位が良い半導体装置を得ることができる。
【０２１６】
　また、トランジスタの半導体膜（具体的には酸化物半導体膜）は酸素欠損が低減され、
水素、窒素などの不純物が低減されていることから、本発明の一態様である半導体装置は
、良好な電気特性を有する半導体装置である。
【０２１７】
　なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成及びその変形例と適
宜組み合わせて用いることができる。
【０２１８】
（実施の形態３）
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　本実施の形態では、本発明の一態様の半導体装置であり、上記実施の形態と異なる構造
の半導体装置について、図面を用いて説明する。本実施の形態では、液晶表示装置を例に
して本発明の一態様である半導体装置を説明する。また、本実施の形態で説明する半導体
装置は、上記実施の形態と比較して容量素子の一方の電極として機能する半導体膜（具体
的には酸化物半導体膜）が異なる。なお、本実施の形態で説明する半導体装置において、
上記実施の形態で説明した半導体装置と同様の構成は、上記実施の形態を参照することが
できる。
【０２１９】
＜半導体装置の構成＞
　本実施の形態で説明する画素の上面図を図２３に示す。図２３に示す画素１０１（ｍ，
ｎ）は、容量素子３０５を有し、容量素子３０５は、走査線１０７＿ｍ及び走査線１０７
＿ｍ－１と、信号線１０９＿ｎ及び信号線１０９＿ｎ＋１とで囲まれる領域に設けられて
いる。容量素子３０５は、酸化物半導体膜１１１よりも導電率が高く、透光性を有する酸
化物半導体膜３１９と、透光性を有する画素電極１２１と、誘電体膜として、トランジス
タ１０３に含まれ、透光性を有する絶縁膜（図２３に図示せず。）とで構成されている。
即ち、容量素子３０５は透光性を有する。また、酸化物半導体膜３１９は、開口１２３を
通じて走査線１０７＿ｍ－１と接していることから、容量素子３０５は走査線１０７＿ｍ
－１と電気的に接続されている。
【０２２０】
　酸化物半導体膜３１９の導電率は、１０Ｓ／ｃｍ以上１０００Ｓ／ｃｍ以下、好ましく
は１００Ｓ／ｃｍ以上１０００Ｓ／ｃｍ以下とする。このように酸化物半導体膜３１９は
導電率が高いため、容量素子を構成する電極として十分に機能する。
【０２２１】
　容量素子３０５は透光性を有するため、液晶素子が動作する範囲全体に容量素子を形成
することができ、画素内にできる限り大きく（大面積に）容量素子を形成することができ
る。液晶素子を十分に動作させることができる電荷容量を確保できる限り、画素密度を大
きく、解像度を高くすることができる。
【０２２２】
　また、容量素子３０５は、実施の形態１で説明した容量素子１０５よりも単位面積あた
りの電荷容量が大きいため、容量素子１０５と同等の電荷容量とするために必要な酸化物
半導体膜の面積を小さくすることができる。それゆえ、図２３に示す画素１０１（ｍ，ｎ
）において、酸化物半導体膜３１９が形成されない領域を設けることができる。従って、
本発明の一態様である半導体装置において、バックライトなどの光源から照射される光の
取り出し効率（透過率）を向上させることができ、表示品位を向上させることができる。
【０２２３】
　次いで、図２３の一点鎖線Ａ１－Ａ２間及び一点鎖線Ｂ１－Ｂ２間における断面図を図
２４に示す。
【０２２４】
　図２３に示す画素１０１（ｍ，ｎ）の断面構造は以下の通りである。基板１０２上に、
ゲート電極として機能する領域を含む走査線１０７＿ｍと、走査線１０７＿ｍ－１とが設
けられている。走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍ上にゲート絶縁膜１２７が設
けられている。ゲート絶縁膜１２７の走査線１０７＿ｍと重畳する領域上に酸化物半導体
膜１１１が設けられている。走査線１０７＿ｍ－１と接しているゲート絶縁膜１２７の一
部に走査線１０７＿ｍ－１に達する開口１２３が設けられており、ゲート絶縁膜１２７上
及び開口１２３には酸化物半導体膜３１９が設けられている。酸化物半導体膜１１１上、
及びゲート絶縁膜１２７上にソース電極として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎと、
ドレイン電極として機能する領域を含む導電膜１１３とが設けられている。ゲート絶縁膜
１２７上、信号線１０９＿ｎ上、酸化物半導体膜１１１上、導電膜１１３上、及び酸化物
半導体膜３１９上にトランジスタ１０３の保護絶縁膜として機能する絶縁膜１２９、絶縁
膜１３１、及び絶縁膜１３２が設けられている。絶縁膜１２９、絶縁膜１３１、及び絶縁
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膜１３２には導電膜１１３に達する開口１１７が設けられており、開口１１７及び絶縁膜
１３２上に画素電極１２１が設けられている。なお、基板１０２と、走査線１０７及びゲ
ート絶縁膜１２７との間には下地絶縁膜が設けられていてもよい。
【０２２５】
　容量素子３０５は、一対の電極のうち一方の電極が、ｎ型であり、酸化物半導体膜１１
１よりも導電率が高い領域を有する酸化物半導体膜３１９であり、一対の電極のうち他方
の電極が画素電極１２１であり、一対の電極の間に設けられた誘電体膜が絶縁膜１２９、
絶縁膜１３１、及び絶縁膜１３２である。
【０２２６】
　酸化物半導体膜３１９は、酸化物半導体膜１１１に適用可能な酸化物半導体を用いるこ
とができる。酸化物半導体膜３１９は、酸化物半導体膜１１１の形成工程を利用すること
ができるため、酸化物半導体膜３１９は酸化物半導体膜１１１を構成する酸化物半導体の
金属元素を含む。そして、酸化物半導体膜３１９は、酸化物半導体膜１１１よりも導電率
が高い領域を有することから、導電率を増大させる元素（ドーパント）が含まれている。
具体的に、酸化物半導体膜３１９にはドーパントとして、ホウ素、窒素、フッ素、アルミ
ニウム、リン、ヒ素、インジウム、スズ、アンチモン及び希ガス元素から選ばれた一種以
上が含まれている。酸化物半導体膜３１９に含まれるドーパント濃度は１×１０１９ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ３以上１×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であることが好ましい。このよ
うにすることで、酸化物半導体膜３１９の導電率を１０Ｓ／ｃｍ以上１０００Ｓ／ｃｍ以
下、好ましくは１００Ｓ／ｃｍ以上１０００Ｓ／ｃｍ以下とすることができ、酸化物半導
体膜３１９を容量素子３０５の一方の電極として十分に機能させることができる。なお、
酸化物半導体膜３１９は、上記元素（ドーパント）を含むためｎ型であり、導電率が高い
ため、酸化物半導体膜３１９は導電性を有する膜ということもできる。
【０２２７】
　また、本実施の形態における半導体装置において、容量素子３０５は、一方の電極とし
て機能する酸化物半導体膜３１９が実施の形態２と同様にｎ型であり、導電率が高いため
にしきい値電圧（Ｖｔｈ）はマイナス方向にシフトする。従って、容量素子３０５を動作
させる方法としては、実施の形態２と同様である。
【０２２８】
＜半導体装置の作製方法＞
　次いで、本実施の形態における半導体装置の作製方法について、図２５及び図２６を用
いて説明する。
【０２２９】
　基板１０２上にゲート電極と機能する領域を含む走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０
７＿ｍを形成し、基板１０２、走査線１０７＿ｍ－１及び走査線１０７＿ｍを覆うように
、後にゲート絶縁膜１２７に加工される絶縁膜を形成し、当該絶縁膜の走査線１０７＿ｍ
－１と接する領域の一部に開口１２３を形成することでゲート絶縁膜１２７を形成し、走
査線１０７＿ｍと重畳する領域に酸化物半導体膜１１１を形成し、後に画素電極１２１が
形成される領域と重畳するように酸化物半導体膜１１９をゲート絶縁膜１２７上及び開口
１２３に形成する（図２５（Ａ）参照）。なお、ここまでの工程は、実施の形態１を参照
して行うことができる。
【０２３０】
　次に、酸化物半導体膜１１９にドーパントを添加して酸化物半導体膜３１９を形成した
後、ソース電極として機能する領域を含む信号線１０９＿ｎ、ドレイン電極として機能す
る領域を含む導電膜１１３を形成する（図２５（Ｂ）参照）。
【０２３１】
　酸化物半導体膜１１９にドーパントを添加する方法は、酸化物半導体膜１１９以外の領
域にマスクを設けて、当該マスクを用いて、ホウ素、窒素、フッ素、アルミニウム、リン
、ヒ素、インジウム、スズ、アンチモン及び希ガス元素から選ばれた一種以上のドーパン
トをイオン注入法又はイオンドーピング法などで添加する。また、イオン注入法又はイオ
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ンドーピング法の代わりに当該ドーパントを含むプラズマに酸化物半導体膜１１９を曝す
ことで、当該ドーパントを添加してもよい。なお、ドーパントを添加した後、加熱処理を
おこなってもよい。当該加熱処理は、実施の形態１に記載した、酸化物半導体膜１１１及
び酸化物半導体膜１１９の脱水素化又は脱水化を行う加熱処理の詳細を参照して適宜行う
ことができる。
【０２３２】
　なお、ドーパントを添加する工程は、信号線１０９＿ｎ、及び導電膜１１３を形成した
後に行ってもよい。
【０２３３】
　次に、ゲート絶縁膜１２７上、信号線１０９＿ｎ上、酸化物半導体膜１１１上、導電膜
１１３上、及び酸化物半導体膜３１９上に絶縁膜１２８を形成し、絶縁膜１２８上に絶縁
膜１３０を形成し、絶縁膜１３０上に絶縁膜１３３を形成する（図２６（Ａ）参照）。な
お、当該工程は、実施の形態１を参照して行うことができる。
【０２３４】
　次に、絶縁膜１２８及び絶縁膜１３０並びに絶縁膜１３３に、導電膜１１３に達する開
口１１７を形成して、絶縁膜１２９、絶縁膜１３１及び絶縁膜１３２を形成し（図２６（
Ｂ）参照）、開口１１７を通じて導電膜１１３に接する画素電極１２１を形成する（図２
４参照）。なお、当該工程についても実施の形態１を参照して行うことができる。
【０２３５】
　以上の工程により、本実施の形態における半導体装置を作製することができる。
【０２３６】
　以上より、容量素子の一方の電極として、トランジスタの半導体膜と同じ形成工程で形
成される半導体膜を用いることで、開口率を高めつつ、電荷容量を大きくした容量素子を
有する半導体装置を作製することができる。例えば、本実施の形態における半導体装置に
おいても、画素密度を３００ｐｐｉ程度とする場合、画素の開口率を５０％以上、さらに
は画素の開口率を５５％以上、さらには画素の開口率を６０％以上にすることができる。
また、開口率を高めることによって表示品位が良い半導体装置を得ることができる。
【０２３７】
　また、トランジスタの半導体膜（具体的には酸化物半導体膜）は酸素欠損が低減され、
水素、窒素などの不純物が低減されていることから、本発明の一態様である半導体装置は
、良好な電気特性を有する半導体装置である。
【０２３８】
　なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて
用いることができる。
【０２３９】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、上記実施の形態で説明した半導体装置に含まれているトランジスタ
及び容量素子において、半導体膜である酸化物半導体膜に適用可能な一態様について説明
する。
【０２４０】
　上記酸化物半導体膜は、非晶質酸化物半導体、単結晶酸化物半導体、及び多結晶酸化物
半導体の他に、結晶部分を有する酸化物半導体（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙ
ｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：ＣＡＡＣ－ＯＳ）で構成
されていることが好ましい。
【０２４１】
　ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさ
であることが多い。また、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）による観察像では、ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結
晶部と結晶部との境界は明確ではない。また、ＴＥＭによってＣＡＡＣ－ＯＳには粒界（
グレインバウンダリーともいう。）は確認できない。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳは、粒界
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に起因する電子移動度の低下が抑制される。
【０２４２】
　ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部は、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面の法線ベクトル
又は表面の法線ベクトルに平行な方向に揃い、かつａｂ面に垂直な方向から見て三角形状
又は六角形状の原子配列を有し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層状又は金属原子
と酸素原子とが層状に配列している。なお、異なる結晶部間で、それぞれａ軸及びｂ軸の
向きが異なっていてもよい。本明細書において、単に垂直と記載する場合、８５°以上９
５°以下の範囲も含まれることとする。また、単に平行と記載する場合、－５°以上５°
以下の範囲も含まれることとする。なお、酸化物半導体を構成する酸素の一部は窒素で置
換されてもよい。
【０２４３】
　なお、ＣＡＡＣ－ＯＳにおいて、結晶部の分布が一様でなくてもよい。例えば、ＣＡＡ
Ｃ－ＯＳの形成過程において、酸化物半導体の表面側から結晶成長させる場合、被形成面
の近傍に対し表面の近傍では結晶部の占める割合が高くなることがある。また、ＣＡＡＣ
－ＯＳへ不純物を添加することにより、当該不純物添加領域において結晶部の結晶性が低
下することもある。このため、ＣＡＡＣ－ＯＳにおいて、不純物、代表的にはシリコン、
炭素などの濃度を１原子％以下、好ましくは０．６原子％以下とすることで、結晶性の高
いＣＡＡＣ－ＯＳを形成することができる。
【０２４４】
　ＣＡＡＣ－ＯＳに含まれる結晶部のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳの被形成面の法線ベクトル
又は表面の法線ベクトルに平行な方向に揃うため、ＣＡＡＣ－ＯＳの形状（被形成面の断
面形状又は表面の断面形状）によっては互いに異なる方向を向くことがある。なお、結晶
部のｃ軸の方向は、ＣＡＡＣ－ＯＳが形成されたときの被形成面の法線ベクトル又は表面
の法線ベクトルに平行な方向となる。結晶部は、成膜することにより、又は成膜後に加熱
処理などの結晶化処理を行うことにより形成される。
【０２４５】
　ＣＡＡＣ－ＯＳの形成方法としては、三つ挙げられる。
【０２４６】
　第１の方法は、成膜温度を１００℃以上４５０℃以下として酸化物半導体膜を成膜する
ことで、酸化物半導体膜に含まれる結晶部のｃ軸が、被形成面の法線ベクトル又は表面の
法線ベクトルに平行な方向に揃った結晶部を形成する方法である。
【０２４７】
　第２の方法は、酸化物半導体膜を薄い厚さで成膜した後、２００℃以上７００℃以下の
加熱処理を行うことで、酸化物半導体膜に含まれる結晶部のｃ軸が、被形成面の法線ベク
トル又は表面の法線ベクトルに平行な方向に揃った結晶部を形成する方法である。
【０２４８】
　第３の方法は、一層目の酸化物半導体膜を薄い厚さで成膜した後、２００℃以上７００
℃以下の加熱処理を行い、さらに二層目の酸化物半導体膜の成膜を行うことで、酸化物半
導体膜に含まれる結晶部のｃ軸が、被形成面の法線ベクトル又は表面の法線ベクトルに平
行な方向に揃った結晶部を形成する方法である。
【０２４９】
　酸化物半導体膜にＣＡＡＣ－ＯＳを適用したトランジスタは、可視光や紫外光の照射に
よる電気特性の変動が小さい。よって、酸化物半導体膜にＣＡＡＣ－ＯＳを適用したトラ
ンジスタは、良好な信頼性を有する。
【０２５０】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳは、多結晶である酸化物半導体スパッタリング用ターゲットを用
い、スパッタリング法によって成膜することが好ましい。当該スパッタリング用ターゲッ
トにイオンが衝突すると、スパッタリング用ターゲットに含まれる結晶領域がａ－ｂ面か
ら劈開し、ａ－ｂ面に平行な面を有する平板状又はペレット状のスパッタリング粒子とし
て剥離することがある。この場合、当該平板状又はペレット状のスパッタリング粒子が、
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結晶状態を維持したまま被成膜面に到達することで、ＣＡＡＣ－ＯＳを成膜することがで
きる。
【０２５１】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳを成膜するために、以下の条件を適用することが好ましい。
【０２５２】
　成膜時の不純物混入を低減することで、不純物によって結晶状態が崩れることを抑制で
きる。例えば、成膜室内に存在する不純物濃度（水素、水、二酸化炭素および窒素など）
を低減すればよい。また、成膜ガス中の不純物濃度を低減すればよい。具体的には、露点
が－８０℃以下、好ましくは－１００℃以下である成膜ガスを用いる。
【０２５３】
　また、成膜時の被成膜面の加熱温度（例えば基板加熱温度）を高めることで、被成膜面
に到達後にスパッタリング粒子のマイグレーションが起こる。具体的には、被成膜面の温
度を１００℃以上７４０℃以下、好ましくは１５０℃以上５００℃以下として成膜する。
成膜時の被成膜面の温度を高めることで、平板状又はペレット状のスパッタリング粒子が
被成膜面に到達した場合、当該被成膜面上でマイグレーションが起こり、スパッタリング
粒子の平らな面が被成膜面に付着する。
【０２５４】
　また、成膜ガス中の酸素割合を高め、電力を最適化することで成膜時のプラズマダメー
ジを軽減すると好ましい。成膜ガス中の酸素割合は、３０体積％以上、好ましくは１００
体積％とする。
【０２５５】
　スパッタリング用ターゲットの一例として、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ化合物ターゲットに
ついて以下に示す。
【０２５６】
　ＩｎＯＸ粉末、ＧａＯＹ粉末及びＺｎＯＺ粉末を所定のｍｏｌ数で混合し、加圧処理後
、１０００℃以上１５００℃以下の温度で加熱処理をすることで多結晶であるＩｎ－Ｇａ
－Ｚｎ系金属酸化物ターゲットとする。なお、当該加圧処理は、冷却（又は放冷）しなが
ら行ってもよいし、加熱しながら行ってもよい。なお、Ｘ、Ｙ及びＺは任意の正数である
。ここで、所定のｍｏｌ数比は、例えば、ＩｎＯＸ粉末、ＧａＯＹ粉末及びＺｎＯＺ粉末
が、２：２：１、８：４：３、３：１：１、１：１：１、４：２：３又は３：１：２であ
る。なお、粉末の種類、及びその混合するｍｏｌ数比は、作製するスパッタリング用ター
ゲットによって適宜変更すればよい。
【０２５７】
　また、酸化物半導体膜は、複数の酸化物半導体膜が積層された構造でもよい。例えば、
酸化物半導体膜を、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜の積層として、第１の
酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜に、異なる組成の金属酸化物を用いてもよい。例
えば、第１の酸化物半導体膜に二種類の金属を含む酸化物、三種類の金属を含む酸化物、
四種類の金属を含む酸化物のうち一つを用い、第２の酸化物半導体膜に第１の酸化物半導
体膜と異なる二種類の金属を含む酸化物、三種類の金属を含む酸化物、四種類の金属を含
む酸化物を用いてもよい。
【０２５８】
　酸化物半導体膜を２層構造とし、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜の構成
元素を同一とし、両者の原子数比を異ならせてもよい。例えば、第１の酸化物半導体膜の
原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２とし、第２の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ
：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１としてもよい。また、第１の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ
：Ｇａ：Ｚｎ＝２：１：３とし、第２の酸化物半導体膜の原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝
１：３：２としてもよい。なお、各酸化物半導体膜の原子数比は、誤差として上記の原子
数比のプラスマイナス２０％の変動を含む。
【０２５９】
　この時、第１の酸化物半導体膜と第２の酸化物半導体膜のうち、ゲート電極に近い側（
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チャネル側）の酸化物半導体膜のＩｎとＧａの原子数比をＩｎ≧Ｇａとするとよい。また
ゲート電極から遠い側（バックチャネル側）の酸化物半導体膜のＩｎとＧａの原子数比を
Ｉｎ＜Ｇａとするとよい。これらの積層構造により、電界効果移動度の高いトランジスタ
を作製することができる。一方、ゲート電極に近い側（チャネル側）の酸化物半導体膜の
ＩｎとＧａの原子数比をＩｎ＜Ｇａとし、バックチャネル側の酸化物半導体膜のＩｎとＧ
ａの原子数比をＩｎ≧Ｇａとすることで、トランジスタの経時変化や信頼性試験によるし
きい値電圧の変動量を低減することができる。
【０２６０】
　原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２である第１の酸化物半導体膜は、原子数比が
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２である酸化物ターゲットを用いたスパッタリング法によっ
て形成できる。基板温度を室温とし、スパッタリングガスにアルゴン、又はアルゴンと酸
素の混合ガスを用いて形成することができる。原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２
である第２の酸化物半導体膜は、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２である酸化物
ターゲットを用い、第１の酸化物半導体膜と同様にして形成できる。
【０２６１】
　また、酸化物半導体膜を３層構造とし、第１の酸化物半導体膜乃至第３の酸化物半導体
膜の構成元素を同一とし、且つそれぞれの原子数比を異ならせてもよい。酸化物半導体膜
を３層構造とする構成について、図２７を用いて説明する。
【０２６２】
　図２７に示すトランジスタ２９７は、第１の酸化物半導体膜２９９ａ、第２の酸化物半
導体膜２９９ｂ、及び第３の酸化物半導体膜２９９ｃがゲート絶縁膜１２７側から順に積
層されている。第１の酸化物半導体膜２９９ａ及び第３の酸化物半導体膜２９９ｃを構成
する材料は、ＩｎＭ１ｘＺｎｙＯｚ（ｘ≧１、ｙ＞１、ｚ＞０、Ｍ１＝Ｇａ、Ｈｆなど）
で表記できる材料を用いる。ただし、第１の酸化物半導体膜２９９ａ及び第３の酸化物半
導体膜２９９ｃを構成する材料にＧａを含ませる場合、含ませるＧａの割合が多い、具体
的にはＩｎＭ１ＸＺｎＹＯＺで表記できる材料でＸ＝１０を超えると成膜時に粉が発生す
る恐れがあり、不適である。なお、トランジスタ２９７において、第１の酸化物半導体膜
２９９ａ、第２の酸化物半導体膜２９９ｂ、及び第３の酸化物半導体膜２９９ｃ以外の構
成は、上記実施の形態に記載したトランジスタ（例えば、実施の形態１に記載したトラン
ジスタ１０３）と同様の構成である。
【０２６３】
　また、第２の酸化物半導体膜２９９ｂを構成する材料は、ＩｎＭ２ｘＺｎｙＯｚ（ｘ≧
１、ｙ≧ｘ、ｚ＞０、Ｍ２＝Ｇａ、Ｓｎなど）で表記できる材料を用いる。
【０２６４】
　第１の酸化物半導体膜２９９ａの伝導帯及び第３の酸化物半導体膜２９９ｃの伝導帯に
比べて第２の酸化物半導体膜２９９ｂの伝導帯が真空準位から最も深くなるような井戸型
構造を構成するように、第１、第２、及び第３の酸化物半導体膜の材料を適宜選択する。
【０２６５】
　なお、実施の形態１で記載したように、酸化物半導体膜において第１４族元素の一つで
あるシリコンや炭素はキャリアである電子を生成し、キャリア密度を増大させる。このた
め、シリコンや炭素が酸化物半導体膜に含まれると、酸化物半導体膜はｎ型化してしまう
。このため、各酸化物半導体膜に含まれるシリコン濃度及び炭素濃度は３×１０１８／ｃ
ｍ３以下、好ましくは３×１０１７／ｃｍ３以下とする。特に、第２の酸化物半導体膜２
９９ｂに第１４族元素が多く混入しないように、第１の酸化物半導体膜２９９ａ及び第３
の酸化物半導体膜２９９ｃで、キャリアパスとなる第２の酸化物半導体膜２９９ｂを挟む
、又は囲む構成とすることが好ましい。即ち、第１の酸化物半導体膜２９９ａ及び第３の
酸化物半導体膜２９９ｃは、シリコン、炭素などの第１４族元素が第２の酸化物半導体膜
２９９ｂに混入することを防ぐバリア膜とも呼べる。
【０２６６】
　例えば、第１の酸化物半導体膜２９９ａの原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２と
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し、第２の酸化物半導体膜２９９ｂの原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝３：１：２とし、第
３の酸化物半導体膜２９９ｃの原子数比をＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１としてもよい。
なお、第３の酸化物半導体膜２９９ｃは、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１であ
る酸化物ターゲットを用いたスパッタリング法によって形成できる。
【０２６７】
　または、第１の酸化物半導体膜２９９ａを、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２
である酸化物半導体膜とし、第２の酸化物半導体膜２９９ｂを、原子数比がＩｎ：Ｇａ：
Ｚｎ＝１：１：１又はＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２である酸化物半導体膜とし、第３の
酸化物半導体膜２９９ｃを、原子数比がＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２である酸化物半導
体膜とした、３層構造としてもよい。
【０２６８】
　第１の酸化物半導体膜２９９ａ乃至第３の酸化物半導体膜２９９ｃの構成元素は同一で
あるため、第２の酸化物半導体膜２９９ｂは、第１の酸化物半導体膜２９９ａとの界面に
おける欠陥準位（トラップ準位）が少ない。詳細には、当該欠陥準位（トラップ準位）は
、ゲート絶縁膜１２７と第１の酸化物半導体膜２９９ａとの界面における欠陥準位よりも
少ない。このため、上記のように酸化物半導体膜が積層されていることで、トランジスタ
の経時変化や信頼性試験によるしきい値電圧の変動量を低減することができる。
【０２６９】
　また、第１の酸化物半導体膜２９９ａの伝導帯及び第３の酸化物半導体膜２９９ｃの伝
導帯に比べて第２の酸化物半導体膜２９９ｂの伝導帯が真空準位から最も深くなるような
井戸型構造を構成するように、第１、第２、及び第３の酸化物半導体膜の材料を適宜選択
することで、トランジスタの電界効果移動度を高めることが可能であると共に、トランジ
スタの経時変化や信頼性試験によるしきい値電圧の変動量を低減することができる。
【０２７０】
　また、第１の酸化物半導体膜２９９ａ乃至第３の酸化物半導体膜２９９ｃに、結晶性の
異なる酸化物半導体を適用してもよい。すなわち、単結晶酸化物半導体、多結晶酸化物半
導体、非晶質酸化物半導体、及びＣＡＡＣ－ＯＳを適宜組み合わせた構成としてもよい。
また、第１の酸化物半導体膜２９９ａ乃至第３の酸化物半導体膜２９９ｃのいずれか一に
非晶質酸化物半導体を適用すると、酸化物半導体膜の内部応力や外部からの応力を緩和し
、トランジスタの電気特性の変動が低減され、またトランジスタの経時変化や信頼性試験
によるしきい値電圧の変動量を低減することができる。
【０２７１】
　また、少なくともチャネル形成領域となりうる第２の酸化物半導体膜２９９ｂはＣＡＡ
Ｃ－ＯＳ膜であることが好ましい。また、バックチャネル側の酸化物半導体膜、本実施の
形態では、第３の酸化物半導体膜２９９ｃは、非晶質酸化物半導体膜又はＣＡＡＣ－ＯＳ
膜であることが好ましい。このような構造とすることで、トランジスタの経時変化や信頼
性試験によるしきい値電圧の変動量を低減することができる。
【０２７２】
　なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて
用いることができる。
【０２７３】
（実施の形態５）
　上記実施の形態で一例を示したトランジスタ及び容量素子を用いて表示機能を有する半
導体装置（表示装置ともいう。）を作製することができる。また、トランジスタを含む駆
動回路の一部又は全体を、画素部と同じ基板上に一体形成し、システムオンパネルを形成
することができる。本実施の形態では、上記実施の形態で一例を示したトランジスタを用
いた表示装置の例について、図面を用いて説明する。図２９は、図２８（Ｂ）中でＸ１－
Ｘ２の一点鎖線で示した部位の断面構成を示す断面図である。なお、図２９において、画
素部の構造は一部のみ記載している。
【０２７４】
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　図２８（Ａ）において、第１の基板９０１上に設けられた画素部９０２を囲むようにし
て、シール材９０５が設けられ、第２の基板９０６によって封止されている。図２８（Ａ
）においては、第１の基板９０１上のシール材９０５によって囲まれている領域とは異な
る領域に、別途用意された基板上に単結晶半導体又は多結晶半導体で形成された信号線駆
動回路９０３、及び走査線駆動回路９０４が実装されている。また、信号線駆動回路９０
３、走査線駆動回路９０４、又は画素部９０２に与えられる各種信号及び電位は、ＦＰＣ
（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）９１８から供給されている。
【０２７５】
　図２８（Ｂ）及び図２８（Ｃ）において、第１の基板９０１上に設けられた画素部９０
２と、走査線駆動回路９０４とを囲むようにして、シール材９０５が設けられている。ま
た画素部９０２と、走査線駆動回路９０４の上に第２の基板９０６が設けられている。従
って、画素部９０２と、走査線駆動回路９０４とは、第１の基板９０１とシール材９０５
と第２の基板９０６とによって、表示素子と共に封止されている。図２８（Ｂ）及び図２
８（Ｃ）においては、第１の基板９０１上のシール材９０５によって囲まれている領域と
は異なる領域に、別途用意された基板上に単結晶半導体又は多結晶半導体で形成された信
号線駆動回路９０３が実装されている。図２８（Ｂ）及び図２８（Ｃ）においては、信号
線駆動回路９０３、走査線駆動回路９０４、又は画素部９０２に与えられる各種信号及び
電位は、ＦＰＣ９１８から供給されている。
【０２７６】
　また、図２８（Ｂ）及び図２８（Ｃ）においては、信号線駆動回路９０３を別途形成し
、第１の基板９０１に実装している例を示しているが、この構成に限定されない。走査線
駆動回路を別途形成して実装してもよいし、信号線駆動回路の一部又は走査線駆動回路の
一部のみを別途形成して実装してもよい。
【０２７７】
　なお、別途形成した駆動回路の接続方法は、特に限定されるものではなく、ＣＯＧ（Ｃ
ｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方法、ワイヤボンディング方法、或いはＴＡＢ（Ｔａｐｅ　
Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）方法などを用いることができる。図２８（Ａ）は
、ＣＯＧ方法により信号線駆動回路９０３、走査線駆動回路９０４を実装する例であり、
図２８（Ｂ）は、ＣＯＧ方法により信号線駆動回路９０３を実装する例であり、図２８（
Ｃ）は、ＴＡＢ方法により信号線駆動回路９０３を実装する例である。
【０２７８】
　また、表示装置は、表示素子が封止された状態にあるパネルと、当該パネルにコントロ
ーラを含むＩＣなどを実装した状態にあるモジュールとを含む。
【０２７９】
　なお、本明細書における表示装置とは、画像表示デバイス、表示デバイス、もしくは光
源（照明装置含む。）を指す。また、コネクター、例えばＦＰＣもしくはＴＣＰが取り付
けられたモジュール、ＴＣＰの先にプリント配線板が設けられたモジュール、又は表示素
子にＣＯＧ方式によりＩＣ（集積回路）が直接実装されたモジュールも全て表示装置に含
むものとする。
【０２８０】
　また、第１の基板９０１上に設けられた画素部９０２及び走査線駆動回路９０４は、ト
ランジスタを複数有しており、上記実施の形態で示したトランジスタを適用することがで
きる。
【０２８１】
　表示装置に設けられる表示素子としては液晶素子（液晶表示素子ともいう。）、発光素
子（発光表示素子ともいう。）を用いることができる。発光素子は、電流又は電圧によっ
て輝度が制御される素子をその範疇に含んでおり、具体的には有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ
　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子、無機ＥＬ素子などが含まれる。また、電子インクな
ど、電気的作用によりコントラストが変化する表示媒体も適用することができる。図２９
に、表示素子として液晶素子を用いた液晶表示装置の例を示す。
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【０２８２】
　図２９に示す表示装置は、縦電界方式の液晶表示装置である。液晶表示装置は、接続端
子電極９１５及び端子電極９１６を有しており、接続端子電極９１５及び端子電極９１６
はＦＰＣ９１８が有する端子と異方性導電剤９１９を介して、電気的に接続されている。
【０２８３】
　接続端子電極９１５は、第１の電極９３０と同じ導電膜から形成され、端子電極９１６
は、トランジスタ９１０、９１１のソース電極及びドレイン電極と同じ導電膜で形成され
ている。
【０２８４】
　また、第１の基板９０１上に設けられた画素部９０２及び走査線駆動回路９０４は、ト
ランジスタを複数有しており画素部９０２に含まれるトランジスタ９１０と、走査線駆動
回路９０４に含まれるトランジスタ９１１とを例示している。トランジスタ９１０及びト
ランジスタ９１１の酸化物半導体膜上には実施の形態１に示す絶縁膜１２９、絶縁膜１３
１及び絶縁膜１３２に相当する絶縁膜９２４が設けられている。なお、絶縁膜９２３は下
地膜として機能する絶縁膜である。
【０２８５】
　本実施の形態では、トランジスタ９１０及びトランジスタ９１１として、上記実施の形
態で示したトランジスタのいずれかを適用することができる。また、酸化物半導体膜９２
７、絶縁膜９２４、及び第１の電極９３０によって容量素子９２６が構成されている。な
お、酸化物半導体膜９２７は、容量線として機能する走査線９２９と、ゲート絶縁膜９２
２に形成された開口を通じて電気的に接続されている。走査線９２９は、トランジスタ９
１０及びトランジスタ９１１のゲート電極として機能する領域を含む走査線と同じ導電膜
から形成される。なお、ここでは、容量素子９２６として実施の形態１に示した構成の容
量素子を図示しているが、適宜他の実施の形態に示した構成の容量素子を用いることがで
きる。
【０２８６】
　また、走査線駆動回路９０４に含まれるトランジスタ９１１において、絶縁膜９２４の
酸化物半導体膜のチャネル形成領域と重なる位置に導電膜９１７が設けられている例を示
している。導電膜９１７は電位を供給することが可能であり、トランジスタ９１１のゲー
ト電極として機能する。つまり、トランジスタ９１１はデュアルゲートトランジスタであ
る。なお、導電膜９１７は第１の電極９３０と同じ導電膜で形成することができる。また
、導電膜９１７は、チャネル長方向の幅において、トランジスタ９１１のソース電極とド
レイン電極との間の幅よりも短い形状とすることができる。
【０２８７】
　走査線駆動回路９０４に含まれるトランジスタ９１１は、導電膜９１７が設けられてい
ることで、異なるドレイン電圧においてオン電流が流れ始めるゲート電圧（立ち上がりゲ
ート電圧）の変動を低減することができる。また、トランジスタ９１１は、導電膜９１７
が設けられていることで、酸化物半導体膜の導電膜９１７側の領域において、トランジス
タ９１１のソース電極及びドレイン電極間に流れる電流を制御することが可能である。そ
れゆえ、走査線駆動回路９０４に含まれる複数のトランジスタ間における電気特性の変動
を低減することができる。そして、トランジスタ９１１において、導電膜９１７の電位を
走査線駆動回路９０４の最低電位と同電位、又は当該最低電位と同等の電位とすることで
、トランジスタ９１１のしきい値電圧の変動を低減することが可能であるため、信頼性を
高めることができる。なお、走査線駆動回路９０４の最低電位とは、走査線駆動回路９０
４を動作させる際に供給する電位のうち、最も低い電位のことをいう。例えば、走査線駆
動回路９０４を動作させる際に供給する電位を、トランジスタ９１１のソース電極の電位
を基準とする場合、当該ソース電極の電位（Ｖｓｓ）である。
【０２８８】
　また、導電膜９１７は外部の電場を遮蔽する機能も有する。すなわち外部の電場が内部
（トランジスタを含む回路部）に作用しないようにする機能（特に静電気に対する静電遮
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蔽機能）も有する。導電膜９１７の遮蔽機能により、トランジスタ９１１は、静電気など
の外部の電場の影響によるトランジスタの電気特性の変動を抑制することができ、信頼性
を高めることができる。なお、図２９においては、走査線駆動回路に含まれるトランジス
タを図示したが、信号線駆動回路に含まれるトランジスタもトランジスタ９１１と同様に
デュアルゲートトランジスタとすることができる。信号線駆動回路に含まれるトランジス
タをデュアルゲートトランジスタとすることで、当該トランジスタはトランジスタ９１１
と同様の効果を奏する。
【０２８９】
　上記より、本発明の一態様である半導体装置（表示装置）は信頼性の高い半導体装置で
ある。
【０２９０】
　ここで、本発明の一態様である半導体装置（表示装置）に含まれるトランジスタにおい
て、例えば、走査線駆動回路９０４に含まれる複数のトランジスタにおいて、ゲート電極
を含む配線とソース電極又はドレイン電極を含む配線とが導電膜によって電気的に接続さ
れる構造について説明する。図３０（Ａ）に当該構造の上面図を示し、図３０（Ｂ）に図
３０（Ａ）の一点鎖線Ｙ１－Ｙ２及び一点鎖線Ｚ１－Ｚ２の断面図を示す。
【０２９１】
　図３０（Ａ）より、トランジスタ９１１のゲート電極を含む配線９５０、及びトランジ
スタ９１１のソース電極又はドレイン電極を含む配線９５２は、開口９５４及び開口９５
６に設けられた導電膜９５８と接している。
【０２９２】
　図３０（Ｂ）より、断面構造は、第１の基板９０１上に絶縁膜９２３が設けられており
、配線９５０及び絶縁膜９２３上にはゲート絶縁膜９２２が設けられており、ゲート絶縁
膜９２２上には配線９５２が設けられており、ゲート絶縁膜９２２及び配線９５２上には
絶縁膜９２４が設けられている。そして、一点鎖線Ｙ１－Ｙ２の領域において、ゲート絶
縁膜９２２及び絶縁膜９２４に配線９５０に達する開口９５４が設けられており、一点鎖
線Ｚ１－Ｚ２の領域において、絶縁膜９２４に配線９５２に達する開口９５６が設けられ
ている。そして、絶縁膜９２４上と、開口９５４及び開口９５６とには導電膜９５８が設
けられている。
【０２９３】
　上記より、ゲート電極を含む配線９５０とソース電極又はドレイン電極を含む配線９５
２とが、導電膜９５８によって電気的に接続されている。
【０２９４】
　導電膜９５８は、トランジスタ９１１の導電膜９１７の形成工程を利用して形成するこ
とができる。
【０２９５】
　開口９５４及び開口９５６は一括して形成することができる。詳細は以下の通りである
。配線９５０上にゲート絶縁膜９２２に加工される絶縁膜を形成し、当該絶縁膜上に配線
９５２を形成し、配線９５２上に絶縁膜９２４に加工される絶縁膜を形成する。その後、
絶縁膜９２４上にマスクを形成し、当該マスクを用いて加工することにより、開口９５４
及び開口９５６を形成することができる。当該マスクとしては、レジストマスクを用いる
ことができる。当該加工としては、ドライエッチングを利用することができる。配線９５
０を金属材料などで形成することで、配線９５０及びゲート絶縁膜９２２におけるエッチ
ング選択比を高くすることができるため、当該ドライエッチングによって、開口９５４及
び開口９５６を一括して形成することができる。
【０２９６】
　画素部９０２に設けられたトランジスタ９１０は表示素子と電気的に接続されている。
【０２９７】
　表示素子である液晶素子９１３は、第１の電極９３０、第２の電極９３１、及び液晶９
０８を含む。なお、液晶９０８を挟持するように配向膜として機能する絶縁膜９３２、絶



(43) JP 6247476 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

縁膜９３３が設けられている。また、第２の電極９３１は第２の基板９０６側に設けられ
、第１の電極９３０と第２の電極９３１とは液晶９０８を介して重なる構成となっている
。液晶素子９１３は実施の形態１に記載した液晶素子１０８を参照することができる。第
１の電極９３０は、実施の形態１に記載した画素電極１２１に相当し、第２の電極９３１
は、実施の形態１に記載した対向電極１５４に相当し、液晶９０８は実施の形態１に記載
した液晶１６０に相当し、絶縁膜９３２は実施の形態１に記載した配向膜１５８に相当し
、絶縁膜９３３は実施の形態１に記載した配向膜１５６に相当する。
【０２９８】
　表示素子に電圧を印加する第１の電極９３０及び第２の電極９３１（画素電極、共通電
極、対向電極などともいう。）においては、取り出す光の方向、電極が設けられる場所、
及び電極のパターン構造によって透光性又は反射性を選択すればよい。
【０２９９】
　第１の電極９３０及び第２の電極９３１は、実施の形態１に示す画素電極１２１及び対
向電極１５４と同様の材料を適宜用いることができる。
【０３００】
　また、スペーサ９３５は絶縁膜を選択的にエッチングすることで得られる柱状のスペー
サであり、第１の電極９３０と第２の電極９３１との間隔（セルギャップ）を制御するた
めに設けられている。なお、球状のスペーサを用いていてもよい。
【０３０１】
　第１の基板９０１及び第２の基板９０６はシール材９０５によって固定されている。シ
ール材９０５は、熱硬化樹脂、光硬化樹脂などの有機樹脂を用いることができる。また、
シール材９０５は、絶縁膜９２４と接している。
【０３０２】
　また、本発明の一態様である半導体装置（表示装置）において、遮光膜（ブラックマト
リクス）、偏光部材、位相差部材、反射防止部材などの光学部材（光学基板）などは適宜
設ける。例えば、偏光基板及び位相差基板による円偏光を用いてもよい。また、光源とし
てバックライト、サイドライトなどを用いてもよい。
【０３０３】
　また、トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、駆動回路保護用の保護回
路を設けることが好ましい。保護回路は、非線形素子を用いて構成することが好ましい。
【０３０４】
　図３１に、図２８及び図２９に示す表示装置において、第２の基板９０６に設けられた
第２の電極９３１と電気的に接続するための共通接続部（パッド部）を、第１の基板９０
１上に形成する例を示す。
【０３０５】
　共通接続部は、第１の基板９０１と第２の基板９０６とを接着するためのシール材と重
なる位置に配置され、シール材に含まれる導電性粒子を介して第２の電極９３１と電気的
に接続される。又は、シール材と重ならない箇所（但し、画素部を除く）に共通接続部を
設け、共通接続部に重なるように導電性粒子を含むペーストをシール材とは別途設けて第
２の電極９３１と電気的に接続してもよい。
【０３０６】
　図３１（Ａ）は、共通接続部の断面図であり、図３１（Ｂ）に示す上面図のＩ－Ｊに相
当する。
【０３０７】
　共通電位線９７５は、ゲート絶縁膜９２２上に設けられ、図３１に示すトランジスタ９
１０のソース電極９７１又はドレイン電極９７３と同じ材料及び同じ工程で作製される。
【０３０８】
　また、共通電位線９７５は、絶縁膜９２４で覆われ、絶縁膜９２４は、共通電位線９７
５と重なる位置に複数の開口を有している。この開口は、トランジスタ９１０のソース電
極９７１又はドレイン電極９７３の一方と、第１の電極９３０とを接続するコンタクトホ
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ールと同じ工程で作製される。
【０３０９】
　また、共通電位線９７５及び共通電極９７７が開口において接続する。共通電極９７７
は、絶縁膜９２４上に設けられ、接続端子電極９１５や、画素部の第１の電極９３０と同
じ材料及び同じ工程で作製される。
【０３１０】
　このように、画素部９０２のスイッチング素子の作製工程と共通させて共通接続部を作
製することができる。
【０３１１】
　共通電極９７７は、シール材に含まれる導電性粒子と接触する電極であり、第２の基板
９０６の第２の電極９３１と電気的に接続が行われる。
【０３１２】
　また、図３１（Ｃ）に示すように、共通電位線９８５を、トランジスタ９１０のゲート
電極と同じ材料、同じ工程で形成してもよい。
【０３１３】
　図３１（Ｃ）に示す共通接続部において、共通電位線９８５は、ゲート絶縁膜９２２及
び絶縁膜９２４の下層に設けられ、ゲート絶縁膜９２２及び絶縁膜９２４は、共通電位線
９８５と重なる位置に複数の開口を有する。該開口は、トランジスタ９１０のソース電極
９７１又はドレイン電極９７３の一方と第１の電極９３０とを接続するコンタクトホール
と同じ工程で絶縁膜９２４をエッチングした後、さらにゲート絶縁膜９２２を選択的にエ
ッチングすることで形成される。
【０３１４】
　また、共通電位線９８５及び共通電極９８７が開口において接続する。共通電極９８７
は、絶縁膜９２４上に設けられ、接続端子電極９１５や、画素部の第１の電極９３０と同
じ材料及び同じ工程で作製される。
【０３１５】
　以上より、容量素子の一方の電極として、トランジスタの半導体膜と同じ形成工程で形
成される半導体膜を用いることで、開口率を高めつつ、電荷容量を大きくした容量素子を
有する半導体装置を作製することができる。例えば、本実施の形態における半導体装置に
おいても、画素密度を３００ｐｐｉ程度とする場合、画素の開口率を５０％以上、さらに
は画素の開口率を５５％以上、さらには画素の開口率を６０％以上にすることができる。
また、開口率を高めることによって表示品位が良い半導体装置を得ることができる。
【０３１６】
　また、トランジスタの半導体膜（具体的には酸化物半導体膜）は酸素欠損が低減され、
水素、窒素などの不純物が低減されていることから、本発明の一態様である半導体装置は
、良好な電気特性を有する半導体装置である。
【０３１７】
　なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて
用いることができる。
【０３１８】
（実施の形態６）
　本発明の一態様である半導体装置は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に適用する
ことができる。電子機器としては、テレビジョン装置（テレビ、又はテレビジョン受信機
ともいう。）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、
デジタルフォトフレーム、携帯電話機、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、
遊技機（パチンコ機、スロットマシン等）、ゲーム筐体が挙げられる。これらの電子機器
の一例を図３２に示す。
【０３１９】
　図３２（Ａ）は、表示部を有するテーブル９０００を示している。テーブル９０００は
、筐体９００１に表示部９００３が組み込まれており、表示部９００３により映像を表示
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することが可能である。なお、４本の脚部９００２により筐体９００１を支持した構成を
示している。また、電力供給のための電源コード９００５を筐体９００１に有している。
【０３２０】
　上記実施の形態のいずれかに示す半導体装置は、表示部９００３に用いることが可能で
ある。それゆえ、表示部９００３の表示品位を高くすることができる。
【０３２１】
　表示部９００３は、タッチ入力機能を有しており、テーブル９０００の表示部９００３
に表示された表示ボタン９００４を指などで触れることで、画面操作や、情報を入力する
ことができ、また他の家電製品との通信を可能とする、又は制御を可能とすることで、画
面操作により他の家電製品をコントロールする制御装置としてもよい。例えば、イメージ
センサ機能を有する半導体装置を用いれば、表示部９００３にタッチ入力機能を持たせる
ことができる。
【０３２２】
　また、筐体９００１に設けられたヒンジによって、表示部９００３の画面を床に対して
垂直に立てることもでき、テレビジョン装置としても利用できる。狭い部屋においては、
大きな画面のテレビジョン装置は設置すると自由な空間が狭くなってしまうが、テーブル
に表示部が内蔵されていれば、部屋の空間を有効に利用することができる。
【０３２３】
　図３２（Ｂ）は、テレビジョン装置９１００を示している。テレビジョン装置９１００
は、筐体９１０１に表示部９１０３が組み込まれており、表示部９１０３により映像を表
示することが可能である。なお、ここではスタンド９１０５により筐体９１０１を支持し
た構成を示している。
【０３２４】
　テレビジョン装置９１００の操作は、筐体９１０１が備える操作スイッチや、別体のリ
モコン操作機９１１０により行うことができる。リモコン操作機９１１０が備える操作キ
ー９１０９により、チャンネルや音量の操作を行うことができ、表示部９１０３に表示さ
れる映像を操作することができる。また、リモコン操作機９１１０に、当該リモコン操作
機９１１０から出力する情報を表示する表示部９１０７を設ける構成としてもよい。
【０３２５】
　図３２（Ｂ）に示すテレビジョン装置９１００は、受信機やモデムなどを備えている。
テレビジョン装置９１００は、受信機により一般のテレビ放送の受信を行うことができ、
さらにモデムを介して有線又は無線による通信ネットワークに接続することにより、一方
向（送信者から受信者）又は双方向（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の
情報通信を行うことも可能である。
【０３２６】
　上記実施の形態のいずれかに示す半導体装置は、表示部９１０３、９１０７に用いるこ
とが可能である。それゆえ、テレビジョン装置の表示品位を向上させることができる。
【０３２７】
　図３２（Ｃ）は、コンピュータ９２００を示している。コンピュータ９２００は、本体
９２０１、筐体９２０２、表示部９２０３、キーボード９２０４、外部接続ポート９２０
５、ポインティングデバイス９２０６などを含む。
【０３２８】
　上記実施の形態のいずれかに示す半導体装置は、表示部９２０３に用いることが可能で
ある。それゆえ、コンピュータの表示品位を向上させることができる。
【０３２９】
　図３３（Ａ）及び図３３（Ｂ）は２つ折り可能なタブレット型端末である。図３３（Ａ
）は、開いた状態であり、タブレット型端末は、筐体９６３０、表示部９６３１ａ、表示
部９６３１ｂ、表示モード切り替えスイッチ９０３４、電源スイッチ９０３５、省電力モ
ード切り替えスイッチ９０３６、留め具９０３３、操作スイッチ９０３８、を有する。
【０３３０】
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　上記実施の形態のいずれかに示す半導体装置は、表示部９６３１ａ、表示部９６３１ｂ
に用いることが可能である。それゆえ、タブレット端末の表示品位を向上させることがで
きる。
【０３３１】
　表示部９６３１ａは、一部をタッチパネルの領域９６３２ａとすることができ、表示さ
れた操作キー９６３８にふれることでデータ入力をすることができる。なお、表示部９６
３１ａにおいては、一例として半分の領域が表示のみの機能を有する構成、もう半分の領
域がタッチパネルの機能を有する構成を示しているが該構成に限定されない。表示部９６
３１ａの全ての領域がタッチパネルの機能を有する構成としても良い。例えば、表示部９
６３１ａの全面をキーボードボタン表示させてタッチパネルとし、表示部９６３１ｂを表
示画面として用いることができる。
【０３３２】
　また、表示部９６３１ｂにおいても表示部９６３１ａと同様に、表示部９６３１ｂの一
部をタッチパネルの領域９６３２ｂとすることができる。また、タッチパネルのキーボー
ド表示切り替えボタン９６３９が表示されている位置に指やスタイラスなどでふれること
で表示部９６３１ｂにキーボードボタン表示することができる。
【０３３３】
　また、タッチパネルの領域９６３２ａとタッチパネルの領域９６３２ｂに対して同時に
タッチ入力することもできる。
【０３３４】
　また、表示モード切り替えスイッチ９０３４は、縦表示又は横表示などの表示の向きを
切り替え、白黒表示やカラー表示の切り替えなどを選択できる。省電力モード切り替えス
イッチ９０３６は、タブレット型端末に内蔵している光センサで検出される使用時の外光
の光量に応じて表示の輝度を最適なものとすることができる。タブレット型端末は光セン
サだけでなく、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサなどの他の検出装置を
内蔵させてもよい。
【０３３５】
　また、図３３（Ａ）では表示部９６３１ｂと表示部９６３１ａの表示面積が同じ例を示
しているが特に限定されず、一方のサイズともう一方のサイズが異なっていてもよく、表
示の品質も異なっていてもよい。例えば一方が他方よりも高精細な表示を行える表示パネ
ルとしてもよい。
【０３３６】
　図３３（Ｂ）は、閉じた状態であり、タブレット型端末は、筐体９６３０、太陽電池９
６３３、充放電制御回路９６３４を有する。なお、図３３（Ｂ）では充放電制御回路９６
３４の一例としてバッテリー９６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３６を有する構成につい
て示している。
【０３３７】
　なお、タブレット型端末は２つ折り可能なため、未使用時に筐体９６３０を閉じた状態
にすることができる。従って、表示部９６３１ａ、表示部９６３１ｂを保護できるため、
耐久性に優れ、長期使用の観点からも信頼性の優れたタブレット型端末を提供できる。
【０３３８】
　また、この他にも図３３（Ａ）及び図３３（Ｂ）に示したタブレット型端末は、様々な
情報（静止画、動画、テキスト画像など）を表示する機能、カレンダー、日付又は時刻な
どを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報をタッチ入力操作又は編集するタッチ
入力機能、様々なソフトウェア（プログラム）によって処理を制御する機能、等を有する
ことができる。
【０３３９】
　タブレット型端末の表面に装着された太陽電池９６３３によって、電力をタッチパネル
、表示部、又は映像信号処理部等に供給することができる。なお、太陽電池９６３３は、
筐体９６３０の片面又は両面に設けることができ、バッテリー９６３５の充電を効率的に
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行う構成とすることができる。なお、バッテリー９６３５としては、リチウムイオン電池
を用いると、小型化を図れるなどの利点がある。
【０３４０】
　また、図３３（Ｂ）に示す充放電制御回路９６３４の構成、及び動作について図３３（
Ｃ）にブロック図を示し説明する。図３３（Ｃ）には、太陽電池９６３３、バッテリー９
６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３６、コンバータ９６３７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ３
、表示部９６３１について示しており、バッテリー９６３５、ＤＣＤＣコンバータ９６３
６、コンバータ９６３７、スイッチＳＷ１乃至ＳＷ３が、図３３（Ｂ）に示す充放電制御
回路９６３４に対応する箇所となる。
【０３４１】
　まず、外光により太陽電池９６３３により発電がされる場合の動作の例について説明す
る。太陽電池９６３３で発電した電力は、バッテリー９６３５を充電するための電圧とな
るようＤＣＤＣコンバータ９６３６で昇圧又は降圧がなされる。そして、表示部９６３１
の動作に太陽電池９６３３からの電力が用いられる際にはスイッチＳＷ１をオンにし、コ
ンバータ９６３７で表示部９６３１に必要な電圧に昇圧又は降圧をすることとなる。また
、表示部９６３１での表示を行わない際には、ＳＷ１をオフにし、ＳＷ２をオンにしてバ
ッテリー９６３５の充電を行う構成とすればよい。
【０３４２】
　なお、太陽電池９６３３については、発電手段の一例として示したが、特に限定されず
、圧電素子（ピエゾ素子）や熱電変換素子（ペルティエ素子）などの他の発電手段による
バッテリー９６３５の充電を行う構成であってもよい。例えば、無線（非接触）で電力を
送受信して充電する無接点電力伝送モジュールや、また他の充電手段を組み合わせて行う
構成としてもよい。
【０３４３】
　なお、本実施の形態に示す構成などは、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて
用いることができる。
【実施例１】
【０３４４】
　本実施例では、酸化物半導体膜、及び多層膜の抵抗について、図３４及び図３５を用い
て説明する。
【０３４５】
　はじめに、試料の構造について図３４を用いて説明する。
【０３４６】
　図３４（Ａ）は、試料１乃至試料４の上面図であり、一点破線Ａ１－Ａ２の断面図を図
３４（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）に示す。なお、試料１乃至試料４は、上面図が同一であり、
断面の積層構造が異なるため、断面図が異なる。試料１の断面図を図３４（Ｂ）に、試料
２の断面図を図３４（Ｃ）に、試料３及び試料４の断面図を図３４（Ｄ）に、それぞれ示
す。
【０３４７】
　試料１は、ガラス基板１９０１上に絶縁膜１９０３が形成され、絶縁膜１９０３上に絶
縁膜１９０４が形成され、絶縁膜１９０４上に酸化物半導体膜１９０５が形成される。ま
た、酸化物半導体膜１９０５の両端を電極として機能する導電膜１９０７、１９０９が覆
い、酸化物半導体膜１９０５及び導電膜１９０７、１９０９を絶縁膜１９１０、１９１１
が覆う。なお、絶縁膜１９１０、１９１１には、開口部１９１３、１９１５が設けられて
おり、それぞれ当該開口部において、導電膜１９０７、１９０９が露出している。
【０３４８】
　試料２は、ガラス基板１９０１上に絶縁膜１９０３が形成され、絶縁膜１９０３上に絶
縁膜１９０４が形成され、絶縁膜１９０４上に酸化物半導体膜１９０５が形成される。ま
た、酸化物半導体膜１９０５の両端を電極として機能する導電膜１９０７、１９０９が覆
い、酸化物半導体膜１９０５及び導電膜１９０７、１９０９を絶縁膜１９１１が覆う。な
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お、絶縁膜１９１１には、開口部１９１７、１９１９が設けられており、それぞれ当該開
口部において、導電膜１９０７、１９０９が露出している。
【０３４９】
　試料３及び試料４は、ガラス基板１９０１上に絶縁膜１９０３が形成され、絶縁膜１９
０３上に絶縁膜１９０４が形成され、絶縁膜１９０４上に多層膜１９０６が形成される。
また、多層膜１９０６の両端を電極として機能する導電膜１９０７、１９０９が覆い、多
層膜１９０６及び導電膜１９０７、１９０９を絶縁膜１９１１が覆う。なお、絶縁膜１９
１１には、開口部１９１７、１９１９が設けられており、それぞれ当該開口部において、
導電膜１９０７、１９０９が露出している。
【０３５０】
　このように、試料１乃至試料４は、酸化物半導体膜１９０５、または多層膜１９０６上
に接する絶縁膜の構造が異なる。試料１は、酸化物半導体膜１９０５と絶縁膜１９１０が
接しており、試料２は、酸化物半導体膜１９０５と絶縁膜１９１１が接しており、試料３
及び試料４は、多層膜１９０６と絶縁膜１９１１が接している。
【０３５１】
　次に、各試料の作製方法について説明する。
【０３５２】
　はじめに、試料１の作製方法について説明する。
【０３５３】
　ガラス基板１９０１上に、絶縁膜１９０３として、プラズマＣＶＤ法により厚さ４００
ｎｍの窒化シリコン膜を成膜した。
【０３５４】
　次に、絶縁膜１９０３上に、絶縁膜１９０４として、プラズマＣＶＤ法により厚さ５０
ｎｍの酸化窒化シリコン膜を成膜した。
【０３５５】
　次に、絶縁膜１９０４上に、酸化物半導体膜１９０５として、金属酸化物ターゲット（
Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１）を用い、スパッタリング法により厚さ３５ｎｍのＩＧＺ
Ｏ膜を成膜した。その後、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを用いてエッチ
ング処理を行い、酸化物半導体膜１９０５を形成した。
【０３５６】
　次に、絶縁膜１９０４及び酸化物半導体膜１９０５上に、スパッタリング法により厚さ
５０ｎｍのタングステン膜、厚さ４００ｎｍのアルミニウム膜、及び厚さ１００ｎｍのチ
タン膜を順に積層した後、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを用いてエッチ
ング処理を行い、導電膜１９０７及び導電膜１９０９を形成した。
【０３５７】
　次に、絶縁膜１９０４、酸化物半導体膜１９０５、導電膜１９０７、及び導電膜１９０
９上に、絶縁膜１９１０として、プラズマＣＶＤ法により厚さ４５０ｎｍの酸化窒化シリ
コン膜を成膜した後、３５０℃の窒素及び酸素の混合雰囲気で１時間の加熱処理を行った
。
【０３５８】
　次に、絶縁膜１９１０上に、絶縁膜１９１１として、プラズマＣＶＤ法により厚さ５０
ｎｍの窒化シリコン膜を成膜した。
【０３５９】
　次に、絶縁膜１９１１上に、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを設けた後
、エッチング処理を行い、絶縁膜１９１０、及び絶縁膜１９１１に開口部１９１３、１９
１５を形成した。
【０３６０】
　以上の工程により試料１を作製した。
【０３６１】
　次に、試料２の作製方法について説明する。
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【０３６２】
　試料１の絶縁膜１９０４、酸化物半導体膜１９０５、導電膜１９０７、及び導電膜１９
０９上に、絶縁膜１９１０として、プラズマＣＶＤ法により厚さ４５０ｎｍの酸化窒化シ
リコン膜を成膜した後、３５０℃の窒素及び酸素の混合雰囲気で１時間の加熱処理を行っ
た。その後、絶縁膜１９１０の除去を行った。
【０３６３】
　次に、絶縁膜１９０４、酸化物半導体膜１９０５、導電膜１９０７、及び導電膜１９０
９上に、絶縁膜１９１１として、プラズマＣＶＤ法により厚さ５０ｎｍの窒化シリコン膜
を成膜した。
【０３６４】
　次に、絶縁膜１９１１上に、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを設けた後
、エッチング処理を行い、絶縁膜１９１１に開口部１９１７、１９１９を形成した。
【０３６５】
　以上の工程により試料２を作製した。
【０３６６】
　次に、試料３の作製方法について、説明する。
【０３６７】
　試料３は、試料２の酸化物半導体膜１９０５の代わりに、多層膜１９０６を用いた。多
層膜１９０６としては、絶縁膜１９０４上に、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ
＝１：３：２）を用い、スパッタリング法により厚さ１０ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜し、続
けて金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１）を用い、スパッタリング法
により厚さ１０ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜し、続けて金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：
Ｚｎ＝１：３：２）を用い、スパッタリング法により厚さ１０ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜し
た。その後、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを用いてエッチング処理を行
い、多層膜１９０６を形成した。
【０３６８】
　以上の工程により試料３を作製した。
【０３６９】
　次に、試料４の作製方法について、説明する。
【０３７０】
　試料４は、試料２の酸化物半導体膜１９０５の代わりに、多層膜１９０６を用いた。多
層膜１９０６としては、絶縁膜１９０４上に、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ
＝１：３：２）を用い、スパッタリング法により厚さ２０ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜し、続
けて金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１）を用い、スパッタリング法
により厚さ１５ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜し、続けて金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：
Ｚｎ＝１：３：２）を用い、スパッタリング法により厚さ１０ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜し
た。その後、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを用いてエッチング処理を行
い、多層膜１９０６を形成した。
【０３７１】
　以上の工程により試料４を作製した。
【０３７２】
　次に、試料１乃至試料４に設けられた酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６の
シート抵抗を測定した。試料１においては、開口部１９１３及び開口部１９１５にプロー
ブを接触させ、酸化物半導体膜１９０５のシート抵抗を測定した。また、試料２乃至試料
４においては、開口部１９１７及び開口部１９１９にプローブを接触させ、酸化物半導体
膜１９０５、及び多層膜１９０６のシート抵抗を測定した。なお、試料１乃至試料４の酸
化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６において、導電膜１９０７及び導電膜１９０
９が対向する幅を１ｍｍ、導電膜１９０７と導電膜１９０９との間の距離を１０μｍとし
た。また、試料１乃至試料４において、導電膜１９０７を接地電位とし、導電膜１９０９
に１Ｖを印加した。
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【０３７３】
　試料１乃至試料４のシート抵抗を図３５に示す。
【０３７４】
　試料１のシート抵抗は、約１×１０１１Ω／ｓｑであった。また、試料２のシート抵抗
は、約２６２０Ω／ｓｑであった。また、試料の３のシート抵抗は、約４４１０Ω／ｓｑ
であった。また、試料４のシート抵抗は、約２９３０Ω／ｓｑであった。
【０３７５】
　このように、酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６に接する絶縁膜の違いによ
り、酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６のシート抵抗は、異なる値を示す。
【０３７６】
　なお、上述した試料１乃至試料４のシート抵抗を抵抗率に換算した場合、試料１は、３
．９×１０５Ωｃｍ、試料２は、９．３×１０－３Ωｃｍ、試料３は、１．３×１０－２

Ωｃｍ、試料４は、１．３×１０－２Ωｃｍであった。
【０３７７】
　試料１は、酸化物半導体膜１９０５上に接して絶縁膜１９１０として用いる酸化窒化シ
リコン膜が形成されており、絶縁膜１９１１として用いる窒化シリコン膜と離れて形成さ
れている。一方、試料２乃至試料４は、酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６上
に接して絶縁膜１９１１として用いる窒化シリコン膜が形成されている。このように、酸
化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６は、絶縁膜１９１１として用いる窒化シリコ
ン膜に接して設けると、酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６に欠陥、代表的に
は酸素欠損が形成されると共に、該窒化シリコン膜に含まれる水素が、酸化物半導体膜１
９０５、及び多層膜１９０６へ移動または拡散する。これらの結果、酸化物半導体膜１９
０５、及び多層膜１９０６の導電性が向上する。
【０３７８】
　例えば、トランジスタのチャネル形成領域に酸化物半導体膜を用いる場合、試料１に示
すように酸化物半導体膜に接して酸化窒化シリコン膜を設ける構成が好ましい。また、容
量素子の電極に用いる透光性を有する導電膜としては、試料２乃至試料４に示すように酸
化物半導体膜または多層膜に接して窒化シリコン膜を設ける構成が好ましい。このような
構成を用いることによって、トランジスタのチャネル形成領域に用いる酸化物半導体膜ま
たは多層膜と、容量素子の電極に用いる酸化物半導体膜または多層膜と、を同一工程で作
製しても酸化物半導体膜、及び多層膜の抵抗率を変えることができる。
【０３７９】
　次に、試料２及び試料３において、高温高湿環境で保存した試料のシート抵抗値につい
て測定した。ここで用いた各試料の条件について、以下に説明する。なお、ここでは、一
部の条件において、試料２及び試料３と異なる条件を用いている。このため、試料２及び
試料３と構造が同じであり、作製条件が異なる試料をそれぞれ試料２ａ及び試料３ａとす
る。
【０３８０】
　はじめに、試料２ａの作製方法について説明する。
【０３８１】
　ガラス基板１９０１上に、絶縁膜１９０３及び絶縁膜１９０４を成膜した。
【０３８２】
　絶縁膜１９０４上に、酸化物半導体膜１９０５として、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：
Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１）を用い、スパッタリング法により厚さ３５ｎｍのＩＧＺＯ膜を
成膜した。その後、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを用いてエッチング処
理を行った後、３５０℃または４５０℃で加熱処理を行い、酸化物半導体膜１９０５を形
成した。
【０３８３】
　絶縁膜１９０４及び酸化物半導体膜１９０５上に、スパッタリング法により厚さ５０ｎ
ｍのチタン膜、及び厚さ４００ｎｍの銅膜を順に積層した後、フォトリソグラフィ工程に
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より形成したマスクを用いてエッチング処理を行い、導電膜１９０７及び導電膜１９０９
を形成した。
【０３８４】
　次に、絶縁膜１９０４、酸化物半導体膜１９０５、導電膜１９０７、及び導電膜１９０
９上に、絶縁膜１９１０として、プラズマＣＶＤ法により厚さ４５０ｎｍの酸化窒化シリ
コン膜を成膜した後、３５０℃の窒素及び酸素の混合雰囲気で１時間の加熱処理を行った
。
【０３８５】
　次に、絶縁膜１９０４、酸化物半導体膜１９０５、導電膜１９０７、及び導電膜１９０
９上に、絶縁膜１９１１として、プラズマＣＶＤ法により厚さ５０ｎｍの窒化シリコン膜
を成膜した。なお、窒化シリコン膜の成膜温度を２２０℃または３５０℃とした。
【０３８６】
　次に、絶縁膜１９１１上に、フォトリソグラフィ工程により形成したマスクを設けた後
、エッチング処理を行い、絶縁膜１９１０、及び絶縁膜１９１１に開口部１９１７、１９
１５を形成した。
【０３８７】
　以上の工程により試料２ａを作製した。
【０３８８】
　次に、試料３ａの作製方法について、説明する。
【０３８９】
　試料３ａは、試料２ａの酸化物半導体膜１９０５の代わりに、多層膜１９０６を用いた
。多層膜１９０６としては、絶縁膜１９０４上に、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：
Ｚｎ＝１：１：１）を用い、スパッタリング法により厚さ１０ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜し
、続けて金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：３：２）を用い、スパッタリン
グ法により厚さ１０ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜した。その後、フォトリソグラフィ工程によ
り形成したマスクを用いてエッチング処理を行った後、３５０℃または４５０℃で加熱処
理を行い、多層膜１９０６を形成した。
【０３９０】
　以上の工程により試料３ａを作製した。
【０３９１】
　次に、試料２ａ及び試料３ａに設けられた酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０
６のシート抵抗を測定した。試料２ａ及び試料３ａにおいては、開口部１９１７及び開口
部１９１９にプローブを接触させ、酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜１９０６のシー
ト抵抗を測定した。なお、試料２ａ及び試料３ａの酸化物半導体膜１９０５、及び多層膜
１９０６において、導電膜１９０７及び導電膜１９０９が対向する幅を１．５ｍｍ、導電
膜１９０７と導電膜１９０９との間の距離を１０μｍとした。また、試料２ａ及び試料３
ａにおいて、導電膜１９０７を接地電位とし、導電膜１９０９に１Ｖを印加した。また、
温度６０℃、湿度９５％の雰囲気において、試料２ａ及び試料３ａを、６０時間及び１３
０時間保管した後、各試料のシート抵抗値を測定した。
【０３９２】
　試料２ａ及び試料３ａのシート抵抗値を図３９に示す。なお、図３９において、実線は
、各試料において絶縁膜１９１１として形成した窒化シリコン膜の成膜温度が２２０℃で
あり、破線は３５０℃であることを示す。また、黒塗りマーカは、各試料において、酸化
物半導体膜１９０５または多層膜１９０６を形成した後、３５０℃で加熱処理を行ったこ
とを示し、白塗りマーカは、酸化物半導体膜１９０５または多層膜１９０６を形成した後
、４５０℃で加熱処理を行ったことを示す。丸マーカは、各試料が酸化物半導体膜１９０
５を有する、即ち、試料２ａであることを示す。三角マーカは、各試料が多層膜１９０６
を有する、即ち試料３ａであることを示す。なお、図３９において、多層膜１９０６を形
成した後、３５０℃で加熱した試料３ａの測定結果、即ち黒塗り三角マーカはプロットし
ていない。
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【０３９３】
　図３９より、試料２ａ及び試料３ａは、シート抵抗値が低く、容量素子の電極として好
ましいシート抵抗値、０．２ＭΩ／ｓｑ以下を満たしていることが分かる。また、試料２
ａ及び試料３ａは、シート抵抗値の時間変動量が少ないことがわかる。以上のことから、
窒化シリコン膜に接する酸化物半導体膜または多層膜は、高温高湿環境において、シート
抵抗値の変動量が少ないため、容量素子の電極に用いる透光性を有する導電膜として用い
ることができる。
【０３９４】
　次に、試料２ａ及び試料３ａにおいて、基板温度を２５℃、６０℃、及び１５０℃とし
て、それぞれのシート抵抗値を測定した結果を図４０に示す。なお、ここでは、試料２ａ
及び試料３ａとして、絶縁膜１９１１として形成した窒化シリコン膜の成膜温度が２２０
℃であり、酸化物半導体膜１９０５または多層膜１９０６を形成した後、３５０℃で加熱
処理を行った試料を用いた。また、図４０において、黒塗り丸マーカは試料２ａの測定結
果を示し、黒塗り三角マーカは、試料３ａの測定結果を示す。
【０３９５】
　図４０より、基板温度を高くしても、酸化物半導体膜１９０５及び多層膜１９０６のシ
ート抵抗値は変動しないことが分かる。即ち、窒化シリコン膜に接する酸化物半導体膜ま
たは多層膜は、縮退半導体ともいえる。窒化シリコン膜に接する酸化物半導体膜または多
層膜は、基板温度が変化してもシート抵抗値の変動量が少ないため、容量素子の電極に用
いる透光性を有する導電膜として用いることができる。
【０３９６】
　本実施例に示す構成は、他の実施の形態、または実施例に示す構成と適宜組み合わせて
用いることができる。
【実施例２】
【０３９７】
　本実施例は、酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜上に形成された絶縁膜との不純物分析
について、図３６を用いて説明する。
【０３９８】
　本実施例においては、不純物分析用のサンプルとして、２種類のサンプル（以下、試料
５、及び試料６）を作製した。
【０３９９】
　まず、はじめに試料５の作製方法を以下に示す。
【０４００】
　試料５は、ガラス基板上にＩＧＺＯ膜を成膜し、その後窒化シリコン膜を成膜した。そ
の後、窒素雰囲気下で４５０℃、１時間の熱処理を行い、続けて窒素と酸素の混合ガス雰
囲気（窒素＝８０％、酸素＝２０％）下で４５０℃×１時間の熱処理を行った。
【０４０１】
　なお、ＩＧＺＯ膜の成膜条件としては、スパッタリング法にて、金属酸化物ターゲット
（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１）を用い、Ａｒ／Ｏ２＝１００／１００ｓｃｃｍ（Ｏ２

＝５０％）、圧力＝０．６Ｐａ、成膜電力＝５０００Ｗ、基板温度＝１７０℃の条件で１
００ｎｍの厚さＩＧＺＯ膜を成膜した。
【０４０２】
　また、窒化シリコン膜の成膜条件としては、ＰＥ－ＣＶＤ法にて、ＳｉＨ４／Ｎ２／Ｎ
Ｈ３＝５０／５０００／１００ｓｃｃｍ、圧力＝１００Ｐａ、成膜電力＝１０００Ｗ、基
板温度＝２２０℃の条件で１００ｎｍの厚さの窒化シリコン膜を成膜した。
【０４０３】
　次に、試料６の作製方法を以下に示す。
【０４０４】
　ガラス基板上にＩＧＺＯ膜を成膜し、その後酸化窒化シリコン膜及び窒化シリコン膜を
積層して成膜した。その後、窒素雰囲気下で４５０℃、１時間の熱処理を行い、続けて窒
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素と酸素の混合ガス雰囲気（窒素＝８０％、酸素＝２０％）下で４５０℃×１時間の熱処
理を行った。
【０４０５】
　なお、ＩＧＺＯ膜の成膜条件、及び窒化シリコン膜の成膜条件としては、試料５と同様
の条件を用いた。また、酸化窒化シリコン膜の成膜条件としては、ＰＥ－ＣＶＤ法にて、
ＳｉＨ４／Ｎ２Ｏ＝３０／４０００ｓｃｃｍ、圧力＝４０Ｐａ、成膜電力＝１５０Ｗ、基
板温度＝２２０℃の条件で５０ｎｍの厚さの酸化窒化シリコン膜を成膜し、その後、ＰＥ
－ＣＶＤ法にて、ＳｉＨ４／Ｎ２Ｏ＝１６０／４０００ｓｃｃｍ、圧力＝２００Ｐａ、成
膜電力＝１５００Ｗ、基板温度＝２２０℃の条件で４００ｎｍの厚さの酸化窒化シリコン
膜を成膜した。
【０４０６】
　試料５及び試料６の不純物分析結果を図３６に示す。
【０４０７】
　なお、不純物分析としては、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　
Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）を用い、図３６に示す矢印の方向から分
析を行った。すなわち、ガラス基板側からの測定である。
【０４０８】
　また、図３６（Ａ）は、試料５の測定により得られた水素（Ｈ）の濃度プロファイルで
ある。図３６（Ｂ）は、試料６の測定により得られた水素（Ｈ）の濃度プロファイルであ
る。
【０４０９】
　図３６（Ａ）よりＩＧＺＯ膜中の水素（Ｈ）濃度は、１．０×１０２０ａｔｏｍｓ／ｃ
ｍ３であることがわかる。また、窒化シリコン膜中の水素（Ｈ）濃度は、１．０×１０２

３ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であることがわかる。また、図３６（Ｂ）よりＩＧＺＯ膜中の水素
（Ｈ）濃度は、５．０×１０１９ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であることがわかる。また、酸化窒
化シリコン膜中の水素（Ｈ）濃度は、３．０×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３であることが
わかる。
【０４１０】
　なお、ＳＩＭＳ分析は、その測定原理上、試料表面近傍や、材質が異なる膜との積層界
面近傍のデータを正確に得ることが困難であることが知られている。そこで、膜中におけ
る水素（Ｈ）の厚さ方向の分布を、ＳＩＭＳで分析する場合、対象となる膜の存在する範
囲において、極端な変動が無く、ほぼ一定の強度が得られる領域における平均値を採用す
る。
【０４１１】
　このように、ＩＧＺＯ膜に接する絶縁膜の構成を変えることにより、ＩＧＺＯ膜中の水
素（Ｈ）濃度に差が確認された。
【０４１２】
　例えば、トランジスタのチャネル形成領域に上述したＩＧＺＯ膜を用いる場合、試料６
に示すようにＩＧＺＯ膜に接して酸化窒化シリコン膜を設ける構成が好ましい。また、容
量素子の電極に用いる透光性を有する導電膜としては、試料５に示すようにＩＧＺＯ膜に
接して窒化シリコン膜を設ける構成が好ましい。このような構成を用いることによって、
トランジスタのチャネル形成領域に用いるＩＧＺＯ膜と、容量素子の電極に用いるＩＧＺ
Ｏ膜と、を同一工程で作製してもＩＧＺＯ膜中の水素濃度を変えることができる。
【実施例３】
【０４１３】
　本実施例では、酸化物半導体膜及び多層膜の欠陥量について、図３７及び図３８を用い
て説明する。
【０４１４】
　はじめに、試料の構造について説明する。
【０４１５】
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　試料７は、石英基板上に形成された厚さ３５ｎｍの酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜
上に形成された厚さ１００ｎｍの窒化絶縁膜とを有する。
【０４１６】
　試料８及び試料９は、石英基板上に形成された厚さ３０ｎｍの多層膜と、多層膜上に形
成された厚さ１００ｎｍの窒化絶縁膜とを有する。なお、試料８の多層膜は、厚さ１０ｎ
ｍの第１の酸化物膜、厚さ１０ｎｍの酸化物半導体膜、及び厚さ１０ｎｍの第２の酸化物
膜が順に積層されている。また、試料９は、厚さ２０ｎｍの第１の酸化物膜、厚さ１５ｎ
ｍの酸化物半導体膜、及び厚さ１０ｎｍの第２の酸化物膜が順に積層されている。試料８
及び試料９は、試料７と比較して、酸化物半導体膜の代わりに多層膜を有する点が異なる
。
【０４１７】
　試料１０は、石英基板上に形成された厚さ１００ｎｍの酸化物半導体膜と、酸化物半導
体膜上に形成された厚さ２５０ｎｍの酸化絶縁膜と、酸化絶縁膜上に形成された厚さ１０
０ｎｍの窒化絶縁膜とを有する。試料１０は、試料７乃至試料９と比較して酸化物半導体
膜が窒化絶縁膜と接しておらず、酸化絶縁膜と接している点が異なる。
【０４１８】
　次に、各試料の作製方法について説明する。
【０４１９】
　はじめに、試料７の作製方法について説明する。
【０４２０】
　石英基板上に、酸化物半導体膜として厚さ３５ｎｍのＩＧＺＯ膜を成膜した。ＩＧＺＯ
膜の成膜条件としては、スパッタリング法にて、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚ
ｎ＝１：１：１）を用い、Ａｒ／Ｏ２＝１００ｓｃｃｍ／１００ｓｃｃｍ（Ｏ２＝５０％
）、圧力＝０．６Ｐａ、成膜電力＝５０００Ｗ、基板温度＝１７０℃の条件を用いた。
【０４２１】
　次に、第１の加熱処理として、４５０℃の窒素雰囲気で１時間の加熱処理を行った後、
４５０℃の窒素と酸素の混合ガス雰囲気（窒素＝８０％、酸素＝２０％）で１時間の加熱
処理を行った。
【０４２２】
　次に、酸化物半導体膜上に、窒化絶縁膜として厚さ１００ｎｍの窒化シリコン膜を成膜
した。窒化シリコン膜の成膜条件としては、ＰＥ－ＣＶＤ法にて、ＳｉＨ４／Ｎ２／ＮＨ

３＝５０／５０００／１００ｓｃｃｍ、圧力＝１００Ｐａ、成膜電力＝１０００Ｗ、基板
温度＝３５０℃の条件を用いた。
【０４２３】
　次に、第２の加熱処理として、２５０℃の窒素雰囲気で１時間の加熱処理を行った。
【０４２４】
　以上の工程により試料７を作製した。
【０４２５】
　次に、試料８の作製方法について説明する。
【０４２６】
　試料８は、試料７の酸化物半導体膜の代わりに、多層膜を形成した。多層膜としては、
石英基板上に、スパッタリング法にて、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：
３：２）を用い、Ａｒ／Ｏ２＝１８０／２０ｓｃｃｍ（Ｏ２＝１０％）、圧力＝０．６Ｐ
ａ、成膜電力＝５０００Ｗ、基板温度＝２５℃の条件で厚さ１０ｎｍの第１の酸化物膜を
成膜した。次に、スパッタリング法にて、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１
：１：１）を用い、Ａｒ／Ｏ２＝１００／１００ｓｃｃｍ（Ｏ２＝５０％）、圧力＝０．
６Ｐａ、成膜電力＝５０００Ｗ、基板温度＝１７０℃の条件で厚さ１０ｎｍの酸化物半導
体膜を成膜した。次に、スパッタリング法にて、金属酸化物ターゲット（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚ
ｎ＝１：３：２）を用い、Ａｒ／Ｏ２＝１８０／２０ｓｃｃｍ（Ｏ２＝１０％）、圧力＝
０．６Ｐａ、成膜電力＝５０００Ｗ、基板温度＝２５℃の条件で厚さ１０ｎｍの第２の酸



(55) JP 6247476 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

化物膜を成膜した。
【０４２７】
　その他の工程は、試料７と同様である。以上の工程により試料８を形成した。
【０４２８】
　次に、試料９の作製方法について説明する。
【０４２９】
　試料９は、試料７の酸化物半導体膜の代わりに、多層膜を形成した。多層膜としては、
石英基板上に、試料８に示す第１の酸化物膜と同じ条件を用いて、厚さ２０ｎｍの第１の
酸化物膜を成膜した。次に、スパッタリング法にて、試料８に示す酸化物半導体膜と同じ
条件を用いて、厚さ１５ｎｍの酸化物半導体膜を成膜した。次に、試料８に示す第２の酸
化物膜と同じ条件を用いて、厚さ１０ｎｍの第２の酸化物膜を成膜した。
【０４３０】
　その他の工程は、試料７と同様である。以上の工程により試料９を形成した。
【０４３１】
　次に、試料１０の作製方法について説明する。
【０４３２】
　試料１０は、試料７と同じ条件を用いて石英基板上に厚さ１００ｎｍの酸化物半導体膜
を形成した。
【０４３３】
　次に、試料７と同様の条件を用いて、第１の加熱処理を行った。
【０４３４】
　次に、酸化物半導体膜上に、酸化絶縁膜として、厚さ５０ｎｍの第１の酸化窒化シリコ
ン膜及び厚さ２００ｎｍの第２の酸化窒化シリコン膜を形成した。ここでは、ＰＥ－ＣＶ
Ｄ法にて、ＳｉＨ４／Ｎ２Ｏ＝３０／４０００ｓｃｃｍ、圧力＝４０Ｐａ、成膜電力＝１
５０Ｗ、基板温度＝２２０℃の条件で５０ｎｍの厚さの第１の酸化窒化シリコン膜を成膜
し、その後、ＰＥ－ＣＶＤ法にて、ＳｉＨ４／Ｎ２Ｏ＝１６０／４０００ｓｃｃｍ、圧力
＝２００Ｐａ、成膜電力＝１５００Ｗ、基板温度＝２２０℃の条件で２００ｎｍの厚さの
第２の酸化窒化シリコン膜を成膜した。なお、第２の酸化窒化シリコン膜は、化学量論的
組成を満たす酸素よりも多くの酸素を含む膜である。
【０４３５】
　次に、試料７と同じ条件を用いて、酸化絶縁膜上に厚さ１００ｎｍの窒化シリコン膜を
形成した。
【０４３６】
　次に、試料７と同様の条件を用いて、第２の加熱処理を行った。
【０４３７】
　以上の工程により試料１０を形成した。
【０４３８】
　次に、試料７乃至試料１０についてＥＳＲ測定を行った。ＥＳＲ測定は、所定の温度で
、マイクロ波の吸収の起こる磁場の値（Ｈ０）から、式ｇ＝ｈν／βＨ０、を用いてｇ値
というパラメータが得られる。なお、νはマイクロ波の周波数である。ｈはプランク定数
であり、βはボーア磁子であり、どちらも定数である。
【０４３９】
　ここでは、下記の条件でＥＳＲ測定を行った。測定温度を室温（２５℃）とし、８．９
２ＧＨｚの高周波電力（マイクロ波パワー）を２０ｍＷとし、磁場の向きは作製した試料
の膜表面と平行とした。
【０４４０】
　試料７乃至試料９に含まれる酸化物半導体膜及び多層膜をＥＳＲ測定して得られた一次
微分曲線を図３７に示す。図３７（Ａ）は、試料７の測定結果であり、図３７（Ｂ）は、
試料８の測定結果であり、図３７（Ｃ）は、試料９の測定結果である。
【０４４１】
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　試料１０に含まれる酸化物半導体膜をＥＳＲ測定して得られた一次微分曲線を図３８に
示す。
【０４４２】
　図３７（Ａ）乃至図３７（Ｃ）において、試料７は、ｇ値が１．９３において、酸化物
半導体膜中の欠陥に起因する対称性を有する信号が検出されている。試料８及び試料９は
、ｇ値が１．９５において、多層酸化物膜中の欠陥に起因する対称性を有する信号が検出
されている。試料７におけるｇ値が１．９３のスピン密度は、２．５×１０１９ｓｐｉｎ
ｓ／ｃｍ３であり、試料８におけるｇ値が１．９３及び１．９５のスピン密度の総和は、
１．６×１０１９ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３であり、試料９におけるｇ値が１．９３及び１．９
５のスピン密度の総和は、２．３×１０１９ｓｐｉｎｓ／ｃｍ３であった。即ち、酸化物
半導体膜及び多層膜には、欠陥が含まれることが分かる。なお、酸化物半導体膜及び多層
膜の欠陥の一例としては酸素欠損がある。
【０４４３】
　図３８において、試料１０は、試料７の酸化物半導体膜、試料８及び試料９の多層膜と
比較して、酸化物半導体膜の厚さが厚いにも関わらず、欠陥に起因する対称性を有する信
号が検出されず、即ち、検出下限以下（ここでは、検出下限を３．７×１０１６ｓｐｉｎ
ｓ／ｃｍ３とする。）であった。このことから、酸化物半導体膜に含まれる欠陥量が検出
できないことが分かる。
【０４４４】
　酸化物半導体膜または多層膜に窒化絶縁膜、ここではＰＥ－ＣＶＤで形成された窒化シ
リコン膜が接すると、酸化物半導体膜または多層膜に欠陥、代表的には酸素欠損が形成さ
れることが分かる。一方、酸化物半導体膜に酸化絶縁膜、ここでは、酸化窒化シリコン膜
を設けると、酸化窒化シリコン膜に含まれる過剰酸素、即ち化学量論的組成を満たす酸素
よりも多くの酸素が酸化物半導体膜に拡散し、酸化物半導体膜中の欠陥が増加しない。
【０４４５】
　以上のことから、試料７乃至試料９に示すように、窒化絶縁膜に接する酸化物半導体膜
または多層膜は欠陥、代表的には酸素欠損量が多く、導電性が高いため、容量素子の電極
として用いることができる。一方、試料１０に示すように、酸化絶縁膜に接する酸化物半
導体膜は、酸素欠損量が少なく、導電性が低いため、トランジスタのチャネル形成領域と
して用いることができる。
【０４４６】
　ここで、窒化絶縁膜と接する酸化物半導体膜及び多層膜の抵抗率が低減する原因につい
て、以下に説明する。
【０４４７】
＜Ｈの存在形態間のエネルギーと安定性＞
　はじめに、酸化物半導体膜に存在するＨの形態のエネルギー差と安定性について、計算
した結果を説明する。ここでは、酸化物半導体膜としてＩｎＧａＺｎＯ４を用いた。
【０４４８】
　計算に用いた構造は、ＩｎＧａＺｎＯ４結晶の六方晶の単位格子をａ軸及びｂ軸方向に
２倍ずつにした８４原子バルクモデルを基本とした。
【０４４９】
　バルクモデルにおいて、３個のＩｎ原子と１個のＺｎ原子と結合したＯ原子１個をＨ原
子に置換したモデルを用意した。これをＶｏＨと表記する（図４１（Ａ）参照）。
【０４５０】
　また、バルクモデルにおいて、３個のＩｎ原子と１個のＺｎ原子と結合したＯ原子１個
を取り除き、酸素欠損（Ｖｏ）を形成する。該Ｖｏ近傍で、ａｂ面に対して１個のＧａ原
子と２個のＺｎ原子と結合したＯ原子にＨ原子が結合したモデルを用意した。これをＶｏ
＋Ｈと表記する（図４１（Ｂ）参照）。
【０４５１】
　上記２つのモデルに対して、格子定数を固定しての最適化計算を行い、全エネルギーを



(57) JP 6247476 B2 2017.12.13

10

20

30

40

算出した。なお、全エネルギーの値が小さいほどその構造はより安定といえる。
【０４５２】
　計算には、第一原理計算ソフトウェアＶＡＳＰ（Ｔｈｅ　Ｖｉｅｎｎａ　Ａｂ　ｉｎｉ
ｔｉｏ　ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｐａｃｋａｇｅ）を用いた。計算条件を表１に示す。
【０４５３】
【表１】

【０４５４】
　電子状態擬ポテンシャル計算にはＰｒｏｊｅｃｔｏｒ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｗａｖｅ
（ＰＡＷ）法により生成されたポテンシャルを、汎関数にはＧＧＡ／ＰＢＥ（Ｇｅｎｅｒ
ａｌｉｚｅｄ－Ｇｒａｄｉｅｎｔ－Ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｏｎ／Ｐｅｒｄｅｗ－Ｂｕｒ
ｋｅ－Ｅｒｎｚｅｒｈｏｆ）を用いた。
【０４５５】
　また、計算により算出された２つのモデルの全エネルギーを表２に示す。
【０４５６】
【表２】

【０４５７】
　表２より、ＶｏＨの方がＶｏ＋Ｈよりも全エネルギーが０．７８ｅＶ小さい。よって、
ＶｏＨの方がＶｏ＋Ｈよりも安定であるといえる。したがって、酸素欠損（Ｖｏ）にＨ原
子が近づくと、Ｈ原子はＯ原子と結合するよりも、酸素欠損（Ｖｏ）中に取り込まれやす
いと考えられる。
【０４５８】
＜ＶｏＨの熱力学的状態＞
　次に、酸素欠損（Ｖｏ）中にＨ原子が取り込まれたＶｏＨの形成エネルギーと荷電状態
について、計算した結果を説明する。ＶｏＨは荷電状態によって形成エネルギーが異なり
、フェルミエネルギーにも依存する。よって、ＶｏＨはフェルミエネルギーに依存して安
定な荷電状態が異なる。ここでは、ＶｏＨが電子を１つ放出した状態を（ＶｏＨ）＋と示
し、電子を１つ捕獲した状態を（ＶｏＨ）－と示し、電子の移動のない状態を、（ＶｏＨ
）０と示す。（ＶｏＨ）＋、（ＶｏＨ）－、（ＶｏＨ）０それぞれの形成エネルギーを計
算した。
【０４５９】
　計算には、第一原理計算ソフトウェアＶＡＳＰを用いた。計算条件を表３に示す。
【０４６０】
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【表３】

【０４６１】
　電子状態擬ポテンシャル計算にはＰｒｏｊｅｃｔｏｒ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｗａｖｅ
（ＰＡＷ）法により生成されたポテンシャルを、汎関数にはＨｅｙｄ－Ｓｃｕｓｅｒｉａ
－Ｅｒｎｚｅｒｈｏｆ（ＨＳＥ）　ＤＦＴハイブリッド汎関数（ＨＳＥ０６）を用いた。
【０４６２】
　なお、酸素欠損陥の形成エネルギーの算出では酸素欠損濃度の希薄極限を仮定し、電子
および正孔の伝導帯、価電子帯への過剰な広がりを補正してエネルギーを算出した。また
、完全結晶の価電子帯上端をエネルギー原点とし、欠陥構造に由来する価電子帯のズレは
、平均静電ポテンシャルを用いて補正した。
【０４６３】
　図４２（Ａ）に、（ＶｏＨ）＋、（ＶｏＨ）－、（ＶｏＨ）０それぞれの形成エネルギ
ーを示す。横軸はフェルミレベルであり、縦軸は形成エネルギーである。実線は（ＶｏＨ
）＋の形成エネルギーを示し、一点鎖線は（ＶｏＨ）０の形成エネルギーを示し、破線は
（ＶｏＨ）－の形成エネルギーを示す。また、ＶｏＨの電荷が、＋から０を経て－に変わ
る遷移レベルをε（＋／－）と示す。
【０４６４】
　図４２（Ｂ）に、ＶｏＨの熱力学的遷移レベルを示す。計算結果から、ＩｎＧａＺｎＯ

４のエネルギーギャップは２．７３９ｅＶであった。また、価電子帯のエネルギーを０ｅ
Ｖとすると、遷移レベル（ε（＋／－））は２．６２ｅＶであり、伝導帯の直下に存在す
る。このことから、酸素欠損（Ｖｏ）中にＨ原子が取り込まれることにより、ＩｎＧａＺ
ｎＯ４がｎ型になることが分かる。
【０４６５】
　酸化物半導体膜がプラズマに曝されると、酸化物半導体膜はダメージを受け、酸化物半
導体膜に、欠陥、代表的には酸素欠損が生成される。また、酸化物半導体膜に窒化絶縁膜
が接すると、窒化絶縁膜に含まれる水素が酸化物半導体膜に移動する。これらの結果、酸
化物半導体膜に含まれる酸素欠損に水素が入ることで、酸化物半導体膜中にＶｏＨが形成
され、酸化物半導体膜がｎ型となり、抵抗率が低下する。以上のことから、窒化絶縁膜に
接する酸化物半導体膜を容量素子の電極として用いることができる。
【符号の説明】
【０４６６】
１００　　画素部
１０１　　画素
１０２　　基板
１０３　　トランジスタ
１０４　　走査線駆動回路
１０５　　容量素子
１０６　　信号線駆動回路
１０７　　走査線
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１０７＿ｍ　　走査線
１０７＿ｍ－１　　走査線
１０８　　液晶素子
１０９　　信号線
１０９＿ｎ　　信号線
１１１　　酸化物半導体膜
１１３　　導電膜
１１７　　開口
１１９　　酸化物半導体膜
１２１　　画素電極
１２３　　開口
１２７　　ゲート絶縁膜
１２８　　絶縁膜
１２９　　絶縁膜
１３０　　絶縁膜
１３１　　絶縁膜
１３２　　絶縁膜
１３３　　絶縁膜
１５０　　基板
１５２　　遮光膜
１５４　　対向電極
１５６　　配向膜
１５８　　配向膜
１６０　　液晶
１６７　　導電膜
１６９　　トランジスタ
１８２　　チャネル保護膜
１８３　　トランジスタ
１８５　　トランジスタ
１８７　　導電膜
１９０　　トランジスタ
１９５　　酸化物半導体膜
２０５　　容量素子
２２６　　絶縁膜
２２７　　絶縁膜
２２８　　絶縁膜
２２９　　絶縁膜
２３０　　絶縁膜
２３１　　絶縁膜
２３２　　絶縁膜
２３３　　絶縁膜
２４５　　容量素子
２９７　　トランジスタ
２９９ａ　　酸化物半導体膜
２９９ｂ　　酸化物半導体膜
２９９ｃ　　酸化物半導体膜
３０５　　容量素子
３１９　　酸化物半導体膜
９０１　　基板
９０２　　画素部
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９０３　　信号線駆動回路
９０４　　走査線駆動回路
９０５　　シール材
９０６　　基板
９０８　　液晶
９１０　　トランジスタ
９１１　　トランジスタ
９１３　　液晶素子
９１５　　接続端子電極
９１６　　端子電極
９１７　　導電膜
９１８　　ＦＰＣ
９１９　　異方性導電剤
９２２　　ゲート絶縁膜
９２３　　絶縁膜
９２４　　絶縁膜
９２６　　容量素子
９２７　　酸化物半導体膜
９２９　　走査線
９３０　　電極
９３１　　電極
９３２　　絶縁膜
９３３　　絶縁膜
９３５　　スペーサ
９５０　　配線
９５２　　配線
９５４　　開口
９５６　　開口
９５８　　導電膜
９７１　　ソース電極
９７３　　ドレイン電極
９７５　　共通電位線
９７７　　共通電極
９８５　　共通電位線
９８７　　共通電極
１９０１　　ガラス基板
１９０３　　絶縁膜
１９０４　　絶縁膜
１９０５　　酸化物半導体膜
１９０６　　多層膜
１９０７　　導電膜
１９０９　　導電膜
１９１０　　絶縁膜
１９１１　　絶縁膜
１９１３　　開口部
１９１５　　開口部
１９１７　　開口部
１９１９　　開口部
９０００　　テーブル
９００１　　筐体
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９００２　　脚部
９００３　　表示部
９００４　　表示ボタン
９００５　　電源コード
９０３３　　具
９０３４　　スイッチ
９０３５　　電源スイッチ
９０３６　　スイッチ
９０３８　　操作スイッチ
９１００　　テレビジョン装置
９１０１　　筐体
９１０３　　表示部
９１０５　　スタンド
９１０７　　表示部
９１０９　　操作キー
９１１０　　リモコン操作機
９２００　　コンピュータ
９２０１　　本体
９２０２　　筐体
９２０３　　表示部
９２０４　　キーボード
９２０５　　外部接続ポート
９２０６　　ポインティングデバイス
９６３０　　筐体
９６３１　　表示部
９６３１ａ　　表示部
９６３１ｂ　　表示部
９６３２ａ　　領域
９６３２ｂ　　領域
９６３３　　太陽電池
９６３４　　充放電制御回路
９６３５　　バッテリー
９６３６　　ＤＣＤＣコンバータ
９６３７　　コンバータ
９６３８　　操作キー
９６３９　　ボタン
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